
近世
に
お
け
る
誕
生
日
将
軍
か
ら
庶
民
ま
で
そ
の
あ
り
方
と
意
識
　
　
　
　
　
　
鵜
澤
由
美

o
⇔

庁書
』
飴
冨
芦
日
o
国
』
o
零
ユ
o
』

e
N
き
『
己

は
じ
め
に

0
将
軍
の
誕
生
日

②
公
家
の
誕
生
日

③
そ
の
他
の
誕
生
日

④
誕
生日
の
あ
り
方

お
わり
に

［論
文
要
旨
］

　こ
れ
ま
で
、
近
代
以
前
の
日
本
に
は
誕
生
日
の
習
慣
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
誕
生
日
に
関
す
　
　
　
　
を
読
調
し
た
。

る
研
究
も
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
で
も
天
皇
や
将
軍
な
ど
の
誕
生
日
は
祝
　
　
　
　
　
下
級
武
士
や
庶
民
は
、
子
供
や
孫
の
誕
生
日
を
中
心
に
祝
っ
た
。
赤
飯
を
炊
き
神
に
上
げ
、
親
類

わ
れ
、
古
く
は
奈
良
時
代
に
誕
生
日
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
　
　
　
　
や
隣
人
と
会
食
を
す
る
な
ど
、
家
族
的
な
行
事
だ
っ
た
。

世
に

おけ
る
誕
生
日
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
誕
生
日
の
祝
わ
れ
方
、
位
置
付
け
な
ど
を
考
　
　
　
　
誕
生
日
に
は
餅
や
酒
が
出
さ
れ
、
ま
た
厄
除
け
の
力
が
あ
る
と
い
う
小
豆
も
食
べ
ら
れ
た
。
神
仏

察
し
て
い
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
信
仰
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
日
頃
の
無
事
を
喜
び
、
今
後
も
息
災
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
た
と
推
測

　
将
軍
の

誕
生日
に
は
、
将
軍
の
御
前
で
祝
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
殿
中
に
砥
候
し
て
い
る
者
た
　
　
　
　
さ
れ
る
。

ち
に
餅
や
酒
が
下
賜
さ
れ
る
と
い
う
行
事
が
行
わ
れ
た
。
将
軍
の
誕
生
日
は
、
将
軍
と
、
殿
中
で
砥
　
　
　
　
年
を
取
る
の
は
み
な
一
斉
に
正
月
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
前
近
代
の
人
々
も
、
自
分
や
家
族
な
ど

候す
る
詰
衆
や
旗
本
、
御
家
人
と
の
主
従
関
係
を
意
識
さ
せ
る
儀
礼
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
の
生
ま
れ
た
日
を
特
別
な
日
と
し
て
意
識
し
て
い
た
。
一
年
に
↓
度
め
ぐ
っ
て
く
る
誕
生
日
を
記
念

こ
の
祝
の
構
造
は
大
名
家
の
一
部
で
も
見
ら
れ
、
藩
主
の
誕
生
日
に
家
臣
が
集
め
ら
れ
て
祝
儀
が
行
　
　
　
し
、
祝
う
と
い
う
概
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
以
降
、
西
洋
文
化
が
輸
入
さ
れ
、
戦
後
に
満
年
齢
が
制
度
化
さ
れ
て
誕
生
日
に
加
齢
の
要
素

　
公家
に
と
っ
て
の
誕
生
日
は
節
句
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
当
主
が
自
ら
の
誕
生
日
を
最
も
盛
大
　
　
　
　
が
加
わ
り
、
生
活
の
欧
米
化
も
加
速
し
て
い
く
中
で
、
今
日
の
よ
う
な
祝
い
方
に
な
っ
た
と
考
え
ら

に祝
っ
て
い
た
。
家
族
や
友
人
と
祝
宴
を
開
く
の
が
↓
般
的
で
あ
っ
た
。
産
土
神
で
あ
る
御
霊
社
へ
　
　
　
れ
る
。

の

参詣
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
天
皇
の
誕
生
日
は
、
近
世
に
入
っ
て
も
毎
月
行
わ
れ
、
女
官
が
心
経

2
5

2
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は
じ
め
に

　
自
分
や
家
族
、
友
人
な
ど
の
誕
生
日
を
意
識
し
た
り
、
祝
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、

私
達

に
と
っ
て
身
近
な
習
慣
で
あ
る
。
「
誕
生
日
」
と
聞
い
て
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、

年
齢
の
数
だ
け
ロ
ウ
ソ
ク
を
立
て
た
ケ
ー
キ
や
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

の
ロ

ウ
ソ
ク
の
火
を
吹
き
消
す
前
に
し
ば
し
ば
歌
わ
れ
る
歌
が
英
語
で
あ
る
こ
と
か

ら
考
え
て
も
、
西
洋
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
誕
生
日
の
行
事
は
明

治
以
降
欧
米
文
化
と
の
接
触
か
ら
、
徐
々
に
定
着
し
て
き
た
も
の
と
考
え
て
し
ま
い

が
ち
で
あ
る
。

　
藤
田
覚
氏
は
「
寛
政
期
の
朝
廷
と
幕
府
」
の
中
で
、
こ
の
時
期
の
公
家
が
、
幕
府

に

対

し
て
反
発
心
を
抱
い
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
『
輝
良
公

記
』
の
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
九
月
十
八
日
条
「
今
日
下
官
生
日
可
祝
処
、
依
関

東

凶
事
十
ケ
日
魚
猟
令
止
之
払
底
及
、
野
菜
類
市
一
昨
日
有
之
所
、
是
以
自
武
辺
答

止
了
。
伍
不
得
止
延
引
、
野
菜
類
コ
ソ
苦
間
敷
二
、
大
勢
人
集
市
故
為
穏
便
止
之
欺
、

武
威
盛
之
時
世
、
不
可
説
之
至
云
々
」
と
、
同
二
十
四
日
条
「
偏
以
当
時
之
時
宜
武

威
偏
満
干
天
下
、
何
事
も
関
東
節
之
儀
盛
可
然
也
云
々
、
如
何
之
事
不
可
然
世
之
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

俗
云

々
」
が
挙
げ
ら
れ
た
。
一
条
輝
良
が
「
将
軍
徳
川
家
治
の
死
去
に
よ
る
諸
事
穏

便
の
た
め
、
自
分
の
誕
生
日
を
祝
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
、
幕
府
の

「
武
威
」
が
天
下
を
覆
い
尽
く
し
た
け
し
か
ら
ぬ
世
の
中
で
あ
る
と
悲
憤
慷
慨
し
て

い

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
を
読
ん
で
驚
く
の
が
、
こ
の
時
代
に
誕
生

日
を
祝
う
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
近
世
中
～
後
期
の
公
家
で
あ
る
輝
良
が
誕
生
日
の
祝
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
と

い
う
事
実
は
、
誕
生
日
の
習
慣
が
欧
米
か
ら
の
輸
入
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
覆

す
。
こ
れ
は
輝
良
だ
け
の
特
異
な
例
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
武
家
や
庶
民
は
、
誕
生

日
を
祝
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
、
近
世
に
お
け
る

誕
生

日
の
実
態
を
追
究
し
た
い
と
考
え
た
。

誕
生
日
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究

　
近
代
以
前
の
日
本
に
は
誕
生
日
の
習
慣
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
考
え
は
一
般
的
な

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
日
本
の
習
俗
で
は
、
一
般
人
の
間
で
誕
生
日
を

祝
う
の
は
満
一
年
の
初
誕
生
日
に
限
ら
れ
て
い
た
。
初
誕
生
以
外
に
年
々
の
誕
生
日

を
祝
い
、
贈
答
な
ど
を
す
る
風
習
は
、
古
く
は
日
本
に
な
か
っ
た
。
明
治
以
後
一
般

化

し
つ
つ
あ
る
年
々
の
誕
生
日
の
祝
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
習
の
影
響
に
よ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
あ
る
」
（
『
世
界
大
百
科
事
典
』
）
や
、
「
生
ま
れ
た
月
日
は
毎
年
め
ぐ
っ
て
く
る
が
、

初
誕
生
の
祝
い
を
除
い
て
、
そ
の
日
を
特
別
な
日
と
し
て
祝
う
風
習
は
日
本
の
民
俗

の

中
に
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
年
齢
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
、
（
中
略
）

生

ま
れ
た
段
階
で
一
歳
、
あ
と
は
正
月
の
年
取
り
を
期
し
て
い
っ
せ
い
に
一
つ
ず
つ

年
を
取
っ
て
い
く
と
い
う
数
え
年
の
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

年
を
取
る
の
は
正
月
で
あ
り
個
々
人
の
誕
生
日
を
も
っ
て
加
齢
と
す
る
観
念
は
稀
薄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
あ
っ
た
」
（
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
）
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
主
に
民
俗
学
の
分
野
で
、
生
ま
れ
て
最
初
の
誕
生
日
す
な
わ
ち
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

誕
生

の

研
究

は
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
誕
生
日
を
毎
年
祝
う
習
慣
は
近
代
以
前

に
は
な
か
っ
た
と
い
う
論
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
誕
生
日
に
つ
い
て
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
、
着
手
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
く
今
日
ま
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
歴
史
学
に
お
い
て
も
、
毎
年
の
誕
生
日
は
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
は
ほ

と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
朝
尾
直
弘
氏
は
、
織
田
信
長
の
神
格
化
に
つ
い
て
述

べ
た
際
に
、
「
わ
が
国
の
民
俗
に
誕
生
日
を
祝
う
習
慣
は
な
い
の
で
、
恐
ら
く
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ス

ト
教
の
考
え
方
を
受
容
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

「
禅
僧
季
弘
大
叔
が
足
利
義
政
の
た
め
に
毎
月
二
日
「
公
方
誕
生
祈
祷
」
を
行
な
っ

て

い

た
こ
と
に
気
づ
い
た
（
『
庶
軒
日
録
』
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
五
月
二
日

条
ほ
か
）
。
将
軍
の
事
例
だ
け
に
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
」
と
訂
正
し

　
　
　
（
8
）

て

い

る
が
、
近
世
史
に
お
け
る
誕
生
日
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
。
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鵜澤由美［近世における誕生日］

　

し
か
し
、
一
条
輝
良
の
例
を
契
機
と
し
て
様
々
な
史
料
を
読
ん
で
い
く
と
、
天
皇
、

将
軍
か

ら
、
庶
民
に
至
る
ま
で
の
幅
広
い
層
で
、
近
世
を
通
し
て
誕
生
日
を
祝
う
習

慣
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
世
に
お
け
る
誕
生
日
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
誕
生
日
の
祝
わ
れ
方
、
位
置
付
け
な
ど
を

考
察
し
て
い
く
。
先
行
研
究
の
乏
し
い
課
題
だ
け
に
、
何
年
も
連
続
し
て
誕
生
日
の

習
慣
が
見
ら
れ
る
、
将
軍
や
公
家
の
例
を
中
心
に
検
討
し
つ
つ
も
、
多
く
の
事
例
を

用

い
て

論
じ
て
い
き
た
い
。

近
世
以
前
の
誕
生
日

　
誕
生

日
の
習
慣
が
、
明
治
以
降
に
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
す
れ

ば
、
日
本
で
は
い
つ
か
ら
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
早
い
例
は
、
宝
亀
六

年
（
七
七
五
）
に
見
え
る
と
い
う
。
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年
九
月
壬
寅
条
に
、
「
勅
、

十
月
十
三
日
、
是
朕
生
日
、
毎
至
此
辰
、
感
慶
兼
集
、
宜
令
諸
寺
僧
尼
、
毎
年
是
日

転
経
行
道
、
海
内
諸
国
並
宜
断
屠
、
内
外
百
官
賜
酷
宴
一
日
、
伍
名
此
日
為
天
長
節

庶
使
廻
斯
功
徳
慶
奉
先
慈
、
以
此
慶
情
普
被
天
下
」
と
あ
り
、
光
仁
天
皇
六
十
七
歳

の

誕
生

日
を
祝
っ
て
、
経
典
が
転
読
さ
れ
、
殺
生
を
禁
断
に
し
、
百
官
に
酒
宴
を
賜
っ

て

い

る
。
こ
れ
が
天
長
節
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
春
秋
戦
国

時
代
に
既
に
誕
生
日
・
誕
生
日
を
祝
う
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
玄
宗
皇
帝
の
誕
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

祝
の
際

に
天
長
節
と
呼
称
さ
れ
た
。
光
仁
天
皇
の
誕
生
日
祝
は
こ
の
二
十
七
年
後
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
唐
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
天
長
節
は
、
宝
亀
十
年
に
二
度
目
が
行
わ
れ
た
後
、
明
治
時
代
ま
で
途
絶
え
る
。

し
か
し
、
天
皇
の
誕
生
日
を
天
皇
家
に
お
い
て
内
々
に
祝
う
慣
例
を
、
い
く
つ
か
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

料
で

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
は
下
が
る
が
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
大
永
六

年
（
一
五
二
六
）
十
二
月
廿
三
日
条
に

　
　
御
た
ん
し
や
う
日
の
御
お
ゆ
わ
ゐ
（
祝
）
あ
り
。
め
て
た
し
く
く
。
御
む
ろ
の

　
　
御
所
よ
り
御
な
て
物
。
あ
い
せ
ん
の
御
ほ
ん
そ
ん
申
い
た
さ
る
・
。
大
せ
う
院

　
　
よ
り
三
色
五
か
ま
い
る
。
御
た
ん
し
や
う
日
の
め
て
た
さ
に
准
后
よ
り
二
色
。

　
　
御
た
る
ま
い
る
。
（
（
）
内
筆
者
）

と
あ
る
。
こ
の
日
は
後
奈
良
天
皇
の
正
誕
生
日
（
生
ま
れ
た
月
日
と
同
じ
日
）
で
あ

る
が
、
毎
月
の
誕
生
日
も
祝
っ
て
お
り
、
宮
中
で
は
誕
生
日
の
行
事
は
身
近
な
も
の

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
な
お
、
本
文
中
で
「
誕
生
日
」
と
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、

生
ま
れ
た
月
日
と
同
じ
日
を
指
す
も
の
と
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
武
家
に
目
を
移
す
と
、
『
武
家
名
目
抄
第
五
（
歳
時
部
）
』
「
御
誕
生
日
」
の
項
に
、

　
　
鎌
倉
年
中
行
事
云
御
誕
生
日
ハ
五
山
十
刹
以
下
ノ
寺
々
ヨ
リ
御
祈
祷
疏
之
銘
維

　
　
那
持
参
ア
リ
。
御
名
乗
被
遊
有
御
出
ノ
後
寺
々
維
那
二
御
対
面
。
御
誕
生
日
ハ

　
　
毎
月
大
御
所
へ
有
御
出
御
台
御
酒
数
献
参
。
殊
更
正
御
誕
生
日
ハ
終
日
御
酒
ア

　
　

ル
也
。

と
あ
り
、
寺
に
祈
祷
し
て
も
ら
い
、
杯
事
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
誕
生
日
は

月
々
の
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
室
町
将
軍
の
誕
生
日
の
様
子
は

『庶
軒
日
録
』
、
『
大
日
本
史
料
』
な
ど
で
確
認
で
き
、
『
大
日
本
史
料
』
応
永
二
十
年

（
一
四

＝
二
）
三
月
十
二
日
に
「
義
持
、
諸
寺
ヲ
シ
テ
、
其
誕
生
日
祈
祷
ヲ
行
ハ
シ
ム
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
誕
生
日
と
は
祈
祷
を
す
る
日
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
足
利
義

持

は
二
月
十
二
日
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
毎
月
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え

よ
・
つ
。

　
最
後
に
、
織
田
信
長
の
例
を
見
て
お
き
た
い
。
信
長
は
自
身
の
神
格
化
を
図
っ
て

寺
院
を
建
立
し
、
自
ら
を
神
体
と
し
て
、
そ
の
誕
生
日
に
は
人
々
に
参
拝
を
強
制
し

　
　
　
（
1
5
）

た

と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
朝
尾
直
弘
氏
は
、
信
長
が
、
誕
生
日
を
聖
日
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
考
え
方
を
と
り
入
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ユ

ル

ン
・
ラ
メ
ル
ス
氏
は
、
信
長
の
誕
生
日
（
の
日
付
）
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
、

そ
の
記
録
が
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
（
耶
蘇
会

の

史
料
の
弱
点
の
第
三
は
）
中
世
の
日
本
で
は
誕
生
日
を
祝
う
習
慣
が
ほ
と
ん
ど
な

か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
誕
生
日
よ
り
、
命
日
の
方
が
大
事
に
さ
れ
た
。
日
本
で
は
誕

生

日
を
祝
う
習
慣
は
明
治
以
降
に
始
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
長
が
当
時
本
当
に
誕

生

祝
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
む
し
ろ
、
宣
教
師
で
あ
る
フ
ロ
イ
ス
が
、
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
感
覚
で
誕
生
日
の
祝
い
と
推
量
し
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と

　
　
　
（
1
7
）

論
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
信
長
以
前
も
誕
生
日
の
習
慣
は
日
本

に

存
在
し
て
い
る
。
公
武
に
接
近
し
て
い
た
信
長
が
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
十

分
に

あ
る
。
ま
た
、
フ
ロ
イ
ス
に
よ
れ
ば
信
長
は
、
「
毎
月
予
が
誕
生
の
日
を
聖
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

と
」
（
傍
線
筆
者
）
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
誕
生
日
行
事
を
毎
月
行
う
習
慣
は

キ
リ
ス
ト
教
圏
に
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
時
代
の
日
本
に
特
徴
的
な
考
え
方
で
あ

る
。
従
っ
て
、
信
長
が
誕
生
日
を
記
念
し
た
行
事
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ

り
、
そ
れ
が
宣
教
師
な
ど
が
も
た
ら
し
た
西
洋
の
風
習
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
天

皇
や

将
軍

と
同
じ
よ
う
な
感
覚
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
古
代
・
中
世
の
も
の
は
ご
く
一
部
の
例
し
か
見
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
、
日

本

に
は
近
代
以
前
か
ら
誕
生
日
の
習
慣
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
本
稿

の

課
題
で

あ
る
近
世
に
お
け
る
誕
生
日
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

0
将
軍
の
誕
生
日

第
一
節
　
歴
代
の
誕
生
日

　
関
白
一
条
輝
良
が
嘆
く
ほ
ど
に
権
勢
を
振
る
っ
た
江
戸
幕
府
で
あ
る
が
、
そ
の
頂

点
に
立
つ
将
軍
の
誕
生
日
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、

歴
代
将
軍
の

誕
生

日
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
（
表
1
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
家
康
の
誕
生
日
は
十
二
月
二
十
六
日
で
あ
る
が
、
『
鹿
苑
日
録
』
の
慶
長
八
年

（
一
六

〇

三
）
同
日
条
に
「
将
軍
正
誕
生
御
祈
祷
」
と
あ
り
、
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
。
秀
忠
の
誕
生
日
も
、
『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
七
年
四
月
七
日
付
の
書
状
に

「
只
今
者
　
将
軍
様
御
誕
生
日
之
御
祈
祷
二
方
丈
へ
罷
出
候
。
急
候
間
、
書
中
不
具

候
」
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
や
は
り
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

　
（
2
1
）

か

る
。
し
か
し
、
『
徳
川
実
紀
』
、
『
続
徳
川
実
紀
』
な
ど
、
幕
府
の
史
料
に
は
、
家
康
、

秀
忠
の
誕
生
日
に
関
す
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
殿
中
で
誕
生
日
の
行
事
が
行
わ
れ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
、
家
光
期
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
七
月
十
七
日
、
家
光
満
三
十
三
歳
の
誕
生

日
が
祝
わ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
は
＝
、
公
方

様
御
誕
生
日
二
付
而
於
　
御
座
間
御
酒
井
御
餅
献
之
㎜
…
徽
臨
守
（
重
治
）
役
之
。
殿
中
砥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

候
之

面
々
ニ
モ
御
酒
被
下
之
」
（
（
）
内
筆
者
。
以
下
同
じ
）
と
、
『
大
猷
院
殿
御
実

紀
』
に
は
「
こ
の
日
御
誕
辰
に
よ
て
御
宴
あ
り
。
奥
に
て
猿
楽
御
覧
ぜ
ら
れ
、
其
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
時
服
纏
頭
せ
ら
る
。
け
ふ
営
中
伺
候
の
と
も
が
ら
酒
を
賜
は
る
」
と
あ
る
。
荒
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

権
左
と
い
う
人
物
は
不
明
だ
が
、
岡
田
淡
路
守
は
御
膳
番
で
あ
る
。
将
軍
の
居
室
で

あ
る
御
座
間
で
は
御
膳
番
が
家
光
に
餅
を
献
上
す
る
役
を
務
め
、
そ
の
日
殿
中
に
伺

候

し
て
い
た
者
た
ち
が
酒
を
賜
っ
た
と
い
う
。
翌
寛
永
十
五
年
に
は
、
酒
だ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

な
く
餅
も
下
賜
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
家
綱
以
降
の
将
軍
は
、
在
職
中
そ
の
誕
生
日
が
必
ず
祝
わ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
八
月
三
日
、
家
綱
の
誕
生
日
の
『
厳
有
院
殿
御
実
紀
』
に

は

「
御
誕
辰
に
よ
て
餅
酒
た
ま
は
る
事
例
の
ご
と
し
」
と
記
さ
れ
、
餅
と
酒
を
賜
わ

る
こ
と
が
定
着
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
家
綱
期
の
後
半
か
ら
綱
吉
期

に
は
『
徳
川
実
紀
』
の
記
録
に
「
御
誕
辰
の
御
祝
例
に
同
じ
。
」
と
い
う
記
述
が
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

と
ん
ど
に
な
り
、
恒
例
行
事
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
家
宣
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
祝
わ
れ
る
が
、
家
継
の
誕
生
日
に
は
特
徴
が
あ

る
。
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
七
月
三
日
の
『
有
章
院
殿
御
実
紀
』
の
記
事
を
見
て

み

よ
う
。
「
御
誕
辰
な
れ
ば
、
群
臣
に
も
ち
ゐ
、
の
し
飽
を
た
ま
ふ
。
根
津
権
現
に

鮮
鯛
一
折
、
昆
布
一
折
、
行
器
一
荷
、
樽
一
荷
、
初
穂
五
百
疋
、
同
じ
稲
荷
に
も
同

じ
く
す
・
め
ら
る
」
と
、
鯛
な
ど
を
根
津
神
社
に
奉
納
を
し
て
い
る
。
根
津
神
社
は

家
宣
の
産
土
神
で
あ
り
、
家
継
誕
生
の
際
に
も
宮
参
り
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と

か

ら
、
誕
生
日
に
も
例
年
奉
納
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
紀
州
藩
主
か
ら
将
軍
の
座
に
就
い
た
吉
宗
の
誕
生
日
も
毎
年
祝
わ
れ
、
続
く
家
重
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表1将軍誕生日表（r徳川実紀』r続徳川実紀』「柳営日次記』『府内藩記録』より作成）

家光7．17（慶長9）

1637 寛永14 酒宴疸
1638 15 餅　酒

1639 16 餅　酒

1640 17 餅　酒 家精8．3

1641 18 餅　酒 誕生祝
1642 19 餅 餅酒吸物
1643 20 酒老中召 餅　酒

1644 lE保1 餅酒 加冠　猿

1645 2 餅酒 餅　酒 綱吉L8
1646 3 餅　酒 餅　酒　献 祝酒

1647 4 餅　酒 餅　酒

1648 慶安1 餅　酒 餅　酒

1649 2 餅　酒 餅酒拍子
165① 3 餅酒 餅酒猿献
1651 4 420没 餅　酒

1652 承応1 能

1653 2 祝

1654 3 餅酒献
1655 明暦1 餅　酒

1656 2 祝例のごとし

1657 3 祝例のごとし

1658 万治1 祝例のごとし

1659 2 祝例のごとし

1660 3 祝例のごとし

1661 寛文1 祝例のごとし 家宣425
1662 2 祝例のごとし

1663 3 祝例のごとし

1664 4 祝例のごとし

1665 5 祝例のごとし

1666 6 祝例のごとし

1667 7 祝例のごとし

1668 8 祝例のごとし

1669 9 祝例のごとし

1670 lo 祝例のごとし

1671 lI 祝例のごとし

1672 12 祝例のごとし

1673 延宝1 祝例のごとし

1674 2 祝例のごとし

1675 3 祝例のごとし

1676 4 祝例のごとし

1677 5 祝例のごとし

1678 6 祝例のごとし

1679 7 祝例のごとし

1680 8 5．8没 8．23～

1681 天和1 L9餅酒
1682 2 餅　酒

1683 3 餅　酒 吉宗10．21

1684 貞享1 祝例に同じ

1685 2 祝例に同じ

1686 3 餅　酒

1687 4 餅　酒
1688 元禄1 祝例におなじ

1689 2 祝例におなじ

1690 3 祝例におなじ

1691 4 餅　酒

1692 5 餅　酒

1693 6 祝例のごとし

1694 7 祝例のごとし

1695 8 餅　酒

1696 9 餅　酒

1697 lo 餅　酒
1698 Il 餅　酒
1699 12 餅　酒
1700 13 例のごとし

1701 14 例のごとし

1702 15 例のごとし

1703 16 例のごとし

1704 宝永1 例のごとし

1705 2 例のごとし

1706 3 例のごとし

1707 4 例のごとし

1708 5 例のごとし 家継7．3

1709 6 例のごとしLlO没 餅酒 誕生
1710 7

餅酒 下賜 家重12．21

1711 正徳1 餅酒 誕生
1712 2

餅酒
1713 3

餅酒献根津
1714 4 餅のし蛤根津
1715 5

7．4餅酒根津
1716 享保1 4，晦　没 餅酒
1717 2

餅

1718 3
餅酒
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表1．将軍誕生日表（『徳川実紀』『続徳川実紀』「柳営日次記』『府内藩記録』より作成）

1719 4 餅酒

1720 5 餅酒

1721 6 餅酒

1722 7 餅酒

1723 8 餅酒

1724 9 餅酒 餅酒

1725 10 餅酒

1726 11 餅酒

1727 12 餅酒

1728 13 餅酒

1729 14 餅酒

1730 15 餅酒

1731 16 餅酒

1732 17 餅酒

1733 18 1025餅酒

1734 19 餅酒

1735 20 餅酒

1736 元文1 餅酒 家治5．22

1737 2 餅酒 誕生

1738 3 餅酒 餅献

1739 4 餅酒

1740 5 餅酒

1741 寛保1 餅酒

1742 2 餅酒

1743 3 餅酒

1744 廷享1 餅酒

1745 2 9．1隠居 餅酒

1746 3 餅酒 餅酒

1747 4 餅酒 餅酒 餅酒

1748 寛廷1 餅酒

1749 2 餅酒

1750 3 餅酒

1751 宝暦1 6．20没 餅酒

1752 2 餅酒

1753 3 餅酒

1754 4 餅酒

1755 5 餅酒

1756 6 餅酒 餅酒

1757 7 餅酒

1758 8 餅酒 賀鱈

1759 9 餅献

1760 10 4．1隠居 献

1761 11 6」2没 餅酒献

1762 12 餅酒

1763 13 餅酒

1764 明和1 餅酒

1765 2 餅酒

1766 3 餅酒

1767 4 餅酒

1768 5 餅酒

1769 6 餅酒

1770 7 餅酒

1771 8 5．21餅酒

1772 安永1 餅酒 家斉10，5

1773 2 5．21餅酒 誕生

1774 3 餅酒

1775 4 餅酒

1776 5 餅酒

1777 6 餅酒

1778 7 餅酒

1779 8 餅酒

1780 9 餅酒

178ハ 天明1 餅酒

1782 2 餅酒

1783 3 餅酒

1784 4 餅酒

1785 5 餅酒

1786 6 餅酒

1787 7 餅酒散

1788 8 餅酒

1789 寛政1 宴餅酒

1790 2 （家斉女法会）

1791 3 餅酒鼓吹

1792 4
餅酒献
（若君にも）

家慶5．14

1793 5 餅酒 5．14誕生

1794 6 餅酒 5．16餅酒申

1795 7 餅酒 5．15餅酒

1796 8 餅酒散

1797 9 餅酒　（申｝

1798 10 餅酒　申

1799 1
1

餅酒　〔申）

1800 12 餅酒　〔散）

1801 享和1 餅酒　（申）
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表1　将軍誕生日表（『徳川実紀』『続徳川実紀』「柳営日次記』『府内藩記録』より作成）

1802 2
餅酒　（申）

1803 3
餅酒　（散）

1804 文化1 餅酒　〔能）

1805 2
餅酒　（㈲ ？

1806 3
餅酒

1807 4 P P

1808 5
餅酒　（能）

1809 6
酒　（能）

1810 7
10．21餅酒

1811 8
餅酒

1812 9
餅酒

1813 10
餅酒

1814 11
餅酒　（劇

1815 12
餅酒　（能）

1816 13
餅酒　（能）

1817 14
餅酒

1818 文政1

1819 2
餅酒　（能）

1820 3
餅酒

1821 4
例のごとし（能）

1822 5

1823 6
例のごとし（能） 家定4．8

1824 7
例のごとし（能）

1825 8
餅酒 祝

1826 9
餅酒

1827 lo
例のごとし（猿）

1828 ll
餅酒　（能）

1829 12
餅酒　（能）

1830 天保1 餅酒　｛能）

1831 2
餅酒 餅酒 餅酒

1832 3
？

1833 4 ？ ア ？

1834 5
？ ？ ？

1835 6 ？ ？ ？

1836 7
餅酒　（能｝ 慶喜10．2

1837 8
4．2隠居 餅酒　92～ 4．15餅酒

1838 9
餅酒能 622餅酒

（環子） 4．15餅酒

1839 lo
餅酒（能） 4．15餅酒

1840 11
1．30没 6．9餅酒 4．15餅酒

1841 12 祝また同じ
（㈲ 4．15餅酒

1842 13
餅酒

1843 14
餅酒　（能）

1844 弘化1 6．27例のごと
し（麓）

1845 2
餅酒　（能） 家茂⑤．24

1846 3
餅酒　（能）

1847 4
餅酒　（能）

1848 嘉永1 餅酒　（㈲
1849 2

餅酒　（能）

1850 3
餅酒　（能）

1851 4
餅酒　（能）

1852 5
餅酒　（能）

1853 6 餅酒　（流鏑
馬） ll．23～

1854 安政1 4．15餅酒
1855 2

4ユ5餅酒能
1856 3

餅酒能
1857 4

餅酒
1858 5

餅酒 12．1～
1859 6

5．25餅酒能
1860 万延1 5．25餅酒能
1861 文久1 5．25不明
1862 2

5．25吸物酒
1863 3

1864 元治1

1865 慶応1 （上洛中）

1866 2
5．25祝儀

1867 3
祝儀

1868 明治1 （～大正2）

1869 2

1870 3

1871 4

1872 5

猿、申、散…能楽

献…献上があった

？…当該日の記事なし

太枠内は在職中
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（
2
7
）

期
も
大
き
な
変
化
は
な
い
。

　
十
代
将
軍
の
家
治
の
誕
生
日
に
は
、
老
中
で
、
家
治
誕
生
時
の
墓
目
役
を
務
め
た

酒
井
忠
恭
が
、
何
度
か
献
上
を
し
て
い
る
。
『
凌
明
院
殿
御
実
紀
』
宝
暦
十
一
年
五

月
廿
二
日
条
に
「
御
誕
辰
に
よ
り
て
、
出
仕
の
群
臣
に
餅
酒
を
賜
ふ
。
酒
井
雅
楽
頭

忠
恭
は

御
肴
進
ら
せ
て
御
誕
辰
を
賀
す
」
と
あ
る
が
、
将
軍
の
誕
生
日
に
献
上
が
行

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

わ

れ

る
の
は
珍
し
い
。

　
『
徳
川
実
紀
』
の
家
斉
期
以
降
の
史
料
は
編
纂
途
中
で
あ
っ
た
た
め
に
、
記
述
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

細
か

く
残
っ
た
ま
ま
、
『
続
徳
川
実
紀
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
、

家
斉
と
家
定
の
誕
生
日
の
史
料
を
挙
げ
る
と
、

　
　
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
十
月
五
日
（
家
斉
）
「
御
誕
辰
の
御
祝
と
し
て
、
高
家
、

　
　
詰
衆
、
奏
者
番
、
布
衣
以
上
、
そ
の
他
上
直
の
と
も
が
ら
席
々
に
し
て
祝
餅
酒

　
　

を
賜
ふ
。
奥
に
し
て
申
楽
あ
り
。
宿
老
は
じ
め
見
る
こ
と
を
允
さ
る
。
能
組
は

　
　
大

社
、
頼
政
、
草
紙
洗
、
景
清
、
巻
絹
、
春
日
龍
神
、
狂
言
宝
の
槌
、
引
く
・

　
　
り
、
口
ま
ね
、
因
幡
堂
な
り
」

　
　
安
政
三

年
（
一
八
五
六
）
四
月
十
五
日
（
家
定
）
コ
、
御
誕
生
日
二
付
、
為

　
　
御
祝
儀
老
中
始
、
高
家
、
詰
衆
、
御
奏
者
番
、
御
留
守
居
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、

　
　
布
衣
以
上
之
御
役
人
井
　
御
目
見
以
上
、
当
番
、
詰
番
、
有
合
之
面
々
江
於
席
々

　
　
御
祝
之
御
餅
、
御
酒
被
下
之
。
一
、
於
奥
御
能
有
之
。
老
中
、
若
年
寄
中
見
物

　
　
被
　
仰
付
之
」

こ
の
よ
う
に
、
餅
、
酒
を
下
さ
れ
る
範
囲
が
、
老
中
、
高
家
、
奏
者
番
、
留
守
居
、

布
衣
以
上
な
ど
と
、
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
能
楽
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
恒

例

と
な
っ
て
い
る
。
能
楽
は
殿
中
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
お
り
、
誕
生
日
に
そ
の
記

述
が

あ
っ
て
も
関
連
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
判
断
が
難
し
い
。
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

が
、
能
楽
師
が
記
し
た
『
梅
若
実
日
記
』
安
政
二
年
四
月
十
五
日
条
に
「
御
本
丸
中

奥
御
誕
生
日
御
祝
義
御
能
久
々
二
而
有
之
」
（
「
久
々
二
」
と
あ
り
、
『
梅
若
実
日
記
』

に

も
『
続
徳
川
実
紀
』
に
も
、
安
政
元
年
に
は
能
楽
を
催
し
た
と
い
う
記
事
が
な

い
。
）
と
あ
る
よ
う
に
、
誕
生
日
を
祝
し
て
能
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
家
斉

以

降
下
賜
の
対
象
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
『
徳
川
実
紀
』
の
編
纂
上
の
問

題
で

あ
ろ
う
。
能
楽
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
現
れ
な
い
だ
け
で
、
家
斉
以
前
に
も
誕

生

日
に
毎
年
催
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
か
ら
は

恒
例
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

家
茂
の
誕
生
日
祝
に
関
し
て
『
昭
徳
院
殿
御
実
紀
』
に
は
、
万
延
元
年

（
一
八
六

〇
）
と
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
し
か
記
述
が
な
い
。
し
か
し
、
『
柳
営

　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

日
次
記
』
に
安
政
六
年
、
「
府
内
藩
記
録
」
に
文
久
元
年
と
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

の
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
江
戸
幕
府
が
倒
れ
る
ま
で
将
軍
の
誕
生
日
は
祝
い
続

け
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
慶
喜
の
在
職
中
た
だ
一
度
の
誕
生
日
も
、
祝
わ
れ
て
い
た
。
『
慶
喜
公
御
実
紀
』

慶
応
三
年
十
月
二
日
条
に
「
一
、
御
誕
生
日
二
付
、
老
中
、
若
年
寄
中
、
服
紗
小
袖
、

麻
上

下
着
用
。
例
剋
（
マ
マ
）
登
　
城
。
此
方
仲
ヶ
間
、
同
服
同
刻
登
　
城
。
但
為
恐

悦
御
用
部
屋
江
罷
出
候
事
」
と
あ
る
。
た
だ
、
慶
喜
が
京
都
に
い
る
の
で
、
こ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

で

の

将
軍
の
誕
生
日
と
異
な
り
、
餅
や
酒
が
下
さ
れ
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

同
一
史
料
を
用
い
て
い
な
い
の
で
確
か
と
は
言
え
な
い
が
、
家
茂
の
誕
生
日
祝
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

い

て

も
、
家
茂
不
在
時
は
下
さ
れ
物
が
な
い
。
偶
然
だ
ろ
う
か
。

　
祝
儀
の
詳
し
い
内
容
は
後
に
述
べ
る
が
、
老
中
、
高
家
、
奏
者
番
、
詰
衆
、
布
衣

以
上

な
ど
に
餅
、
酒
を
振
舞
う
こ
と
が
慣
例
化
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
将
軍
が
変
わ

る
度
に
誕
生
日
も
変
わ
る
が
、
誕
生
日
の
祝
儀
は
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ

て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
名
や
幕
臣
に
餅
な
ど
を
下
賜
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

将

軍
の
誕
生
日
は
嘉
祥
や
八
朔
の
よ
う
な
儀
礼
的
な
意
味
を
持
つ
日
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
誕
生
日
を
祝
う
習
慣
は
確
か
に
存
在
し
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た

以
上

に
政
治
的
に
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

毎
年
祝
わ
れ
た
誕
生
日
だ
が
、
稀
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
吉
宗
の
享
保

十
八
年
（
一
七
三
三
）
十
月
三
日
に
嗣
子
家
重
の
正
室
が
死
去
し
、
誕
生
日
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

同
二
十
一
日
が
そ
の
法
会
で
あ
っ
た
た
め
、
祝
儀
が
同
二
十
五
日
に
延
期
さ
れ
た
。

家
慶
期
に
は
三
度
の
延
期
が
あ
っ
た
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
と
十
一
年
に
息
子
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（
3
6
）

と
娘
が
死
去
し
、
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
月
以
上
の
間
を
置
い
て
祝
っ
て
い
る
。
弘
化
元
年

（
一
八
四

四
）
五
月
十
日
に
は
江
戸
城
本
丸
が
炎
上
す
る
。
家
慶
の
誕
生
日
は
五
月

十
五
日
で
あ
っ
た
が
、
四
十
日
以
上
も
経
っ
た
六
月
二
十
七
日
に
例
年
通
り
の
祝
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

行
わ
れ
た
。
将
軍
の
誕
生
日
行
事
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

将
軍

に
よ
っ
て
は
、
前
将
軍
の
忌
日
な
ど
に
よ
り
誕
生
日
そ
の
も
の
が
変
更
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
綱
吉
は
一
月
八
日
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
が
、
前
代
家

綱
の
忌
日
が
五
月
八
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
誕
生
日
祝
は
毎
年
一
月
九
日
に
行
わ
れ
る

　
　
　
　
　
（
3
8
）

こ
と
に
な
っ
た
。
家
継
の
誕
生
日
は
、
将
軍
在
職
中
に
七
月
三
日
か
ら
四
日
に
変

　
　
（
3
9
）

わ
っ
た
。
ま
た
、
家
定
は
四
月
八
日
に
生
ま
れ
た
が
、
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
に
「
（
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

月
）
十
五
日
、
於
西
丸
若
君
様
御
誕
生
日
御
祝
。
於
奥
有
御
能
難
錯
。
」
と
あ
る
よ

う
に
、
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
、
生
ま
れ
た
日
が
変
え
ら
れ
て
い
る
。
珍
し
い
例
と

し
て
は
、
家
茂
は
閏
五
月
廿
四
日
生
ま
れ
だ
が
、
誕
生
日
の
祝
儀
は
正
五
月
二
十
五

　
　
　
　
　
（
4
1
）

日
に
行
わ
れ
た
。
日
付
も
一
日
変
え
ら
れ
た
の
は
、
家
茂
が
家
定
の
後
継
者
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

た
日
が
六
月
廿
五
日
で
あ
る
こ
と
と
、
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
万
覚
書
』
と

い
う
史
料
に
は
、
吉
宗
以
降
の
将
軍
の
子
女
の
誕
生
日
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

家
茂
の
項
に
は
、
家
定
の
養
子
に
な
っ
た
日
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
最
後

に
、
何
故
寛
永
十
四
年
に
、
殿
中
で
の
誕
生
日
の
行
事
が
史
料
に
現
れ
る
の

か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
こ
の
年
の
正
月
、
家
光
は
病
を
得
る
。
発
端

は
虫
気
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
長
引
き
、
三
月
と
六
月
に
は
小
康
を
保
っ
た
も
の

の
、
七
月
に
再
発
し
た
。
こ
の
時
の
家
光
の
症
状
は
、
無
気
力
、
不
食
、
不
眠
な
ど

の
麓
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
七
月
十
日
以
降
、
医
師
を
替
え
た
こ
と
に
よ
り

病
状
は
好
転
し
た
が
、
な
お
治
ま
ら
な
い
不
眠
の
解
消
の
た
め
に
、
家
光
は
日
々
、

能
や
踊
り
、
囲
碁
、
将
棋
を
見
て
過
ご
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
同
じ
目
的
で
、
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

三

家
、
老
中
、
六
人
衆
な
ど
が
茶
や
膳
を
献
じ
、
能
や
風
流
を
催
し
た
。
殿
中
で
誕

生

日
行
事
が
行
わ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
二
木
謙
一
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
幕
府
の
年
中
行
事
は
、
幕
府
の
諸
制
度
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

組
織
の

形

成
・
確
立
と
ほ
ぼ
平
行
し
て
儀
礼
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
正
月
参
賀

や
、
嘉
祥
、
八
朔
、
玄
猪
と
い
っ
た
行
事
は
、
家
光
の
寛
永
期
に
儀
礼
と
し
て
確
立

し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
る
将
軍
の
誕
生
日
祝
儀
も
、
こ

の

時
期
に
儀
礼
化
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
家
康
、
秀
忠
の
時
に

は
寺
院
に
祈
祷
を
頼
み
、
祝
っ
た
と
し
て
も
ご
く
内
々
だ
け
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
誕

生

日
の
行
事
が
、
こ
の
時
期
に
、
殿
中
に
砥
候
す
る
者
に
も
関
係
す
る
行
事
に
高
め

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
年
中
行
事
の
儀
礼
化
が
進
む
時
と
、
家
光
の
た
め
に
何
か

気
晴
ら
し
に
な
る
よ
う
な
催
し
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
時
が
ち
ょ
う
ど
一
致
し
た
結

果
の

産
物
が
、
将
軍
の
誕
生
日
祝
儀
だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
光
の
気

晴
ら
し
の
た
め
と
い
う
考
え
が
推
測
の
域
を
出
な
い
に
し
て
も
、
家
光
期
に
は
小
異

の

あ
っ
た
誕
生
日
の
祝
儀
の
様
子
が
家
綱
以
降
定
型
化
し
て
く
る
の
で
、
こ
の
時
期

に
整
え
ら
れ
て
き
た
行
事
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
　
将
軍
の
家
族
の
誕
生
日

　
約
二
百
三
十
年
の
間
、
ほ
ぼ
絶
え
る
こ
と
な
く
将
軍
の
誕
生
日
は
祝
わ
れ
続
け
て

き
た
が
、
将
軍
の
子
息
な
ど
家
族
の
誕
生
日
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
将
軍
の
嗣
子
、
庶
子
（
一
例
）
、
次
期
将
軍
の
嗣
子
（
将

軍
の

孫
）
、
大
御
所
、
将
軍
の
生
母
（
一
例
）
の
誕
生
日
は
祝
わ
れ
て
い
た
。
順
に

見
て

い
こ
う
。

　
家
綱
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
将
軍
の
長
男
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
初
誕
生
か
ら
嗣
子

時
代
、
将
軍
在
職
中
を
通
し
て
毎
年
欠
か
さ
ず
そ
の
誕
生
日
が
祝
わ
れ
た
唯
一
の
将

軍
で

あ
る
。
『
江
戸
幕
府
日
記
』
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
八
月
三
日
の
記
事
を
見

る
と
、
「
大
納
言
殿
御
誕
辰
な
る
に
よ
り
、
老
臣
は
其
御
方
に
め
し
て
餅
、
酒
を
た

ま
ふ
。
拍
子
三
番
あ
り
。
ま
た
近
習
へ
も
餅
、
酒
給
は
り
、
営
中
直
日
の
輩
へ
も
餅
、

酒
給
ふ
」
と
、
老
臣
を
召
し
寄
せ
て
餅
、
酒
を
給
い
、
ま
た
近
習
や
当
番
の
者
に
も

賜

い
、
能
楽
を
催
し
て
お
り
、
将
軍
で
あ
る
家
光
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
祝
い
方
を

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
家
宣
は
甲
府
藩
主
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
十
二
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月
に
綱
吉
の
養
子
と
な
っ
て
西
丸
へ
入
る
。
そ
し
て
、
綱
吉
死
去
の
前
年
宝
永
五
年

に
、
誕
生
日
の
祝
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
「
大
納
言
様
御
誕
生
日
二
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

於
西
丸
御
祝
如
例
　
　
御
座
之
間
　
大
沢
出
雲
守
（
基
躬
高
家
）
」
。
「
御
祝
如
例
」

と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
西
丸
で
行
わ
れ
た
誕
生
日
祝
儀
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う

意
味

に
も
取
れ
る
が
、
家
宣
の
西
丸
入
り
以
来
例
年
祝
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。　

家
継
は
、
生
ま
れ
た
時
に
は
兄
が
い
た
が
、
後
に
嗣
子
と
な
っ
た
。
初
誕
生
だ
け

記
録
が
あ
る
。
『
文
昭
院
殿
御
実
紀
』
宝
永
七
年
七
月
三
日
条
に
「
鍋
松
君
（
家
継
）

御
誕
辰
に
よ
て
御
生
母
左
京
局
へ
銀
三
百
枚
、
縮
緬
二
百
巻
、
綿
三
百
把
、
檜
重
、

干
鯛
を
給
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祝
の
催
し
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

生
母
に

祝
の
品
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

　
家
重

は
、
満
五
歳
の
年
に
父
吉
宗
が
将
軍
に
な
っ
た
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

に
の
み
記
録
が
あ
り
、
二
丸
で
餅
と
酒
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

　
家
治
は
、
家
重
待
望
の
長
子
で
あ
る
と
と
も
に
、
吉
宗
の
孫
で
も
あ
っ
た
。
吉
宗

在
職
時
に
初
誕
生
を
、
家
重
在
職
時
に
誕
生
日
を
三
回
祝
っ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

中
で
も
初
誕
生
の
祝
儀
は
盛
大
で
、
吉
宗
か
ら
家
治
に
紗
綾
と
二
種
一
荷
が
、
家
重

か

ら
は
縮
緬
と
二
種
一
荷
が
贈
ら
れ
た
。
吉
宗
は
家
重
に
も
肴
を
贈
り
、
ま
た
家
治

側
か
ら
も
吉
宗
に
二
種
一
荷
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
使
を
務
め
た
の
は
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

宗
・
家
重
付
き
の
者
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
褒
美
を
得
て
い
る
。
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
8
）

に

は

「
明
年
よ
り
は
　
大
納
言
殿
御
誕
辰
の
ご
と
く
御
祝
あ
る
べ
し
と
仰
出
さ
る
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
記
録
に
は
現
れ
な
い
場
合
で
も
家
治
、
そ
し
て
家
重
の
誕
生
日

も
毎
年
祝
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
家
基
は
家
治
の
長
男
で
若
君
様
と
称
さ
れ
て
お
り
、
誕
生
日
の
記
録
も
宝
暦
十
三

年
（
一
七
六
三
）
（
初
誕
生
）
か
ら
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

と
数
多
く
残
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
嗣
子
と
し
て
育
て
ら
れ
た
家
基
だ
が
、
安
永

八
年
に
没
し
て
し
ま
う
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
か
ら
家
治
の
養
子
と
な
っ
た
家

斉
の
誕
生
日
祝
は
、
将
軍
に
な
る
ま
で
見
え
な
い
。

　
家
慶
の
嗣
子
時
代
に
は
初
誕
生
を
含
め
て
三
回
、
祝
儀
の
様
子
が
見
え
て
い
る
。

家
治
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
初
誕
生
の
際
に
は
将
軍
と
の
間
で
贈
物
の
や
り
と
り
が

　
　
（
部
）

あ
っ
た
。

　
家
定
は
、
将
軍
家
斉
の
孫
と
し
て
生
ま
れ
た
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
は
、

家
斉
、
家
慶
、
家
定
と
親
・
子
・
孫
全
員
の
誕
生
日
祝
儀
の
史
料
が
あ
る
が
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

そ
れ
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
祝
い
方
で
あ
る
。
ま
た
、
家
斉
が
隠
居
し
た
天
保
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

か

ら
五
年
連
続
で
『
慎
徳
院
殿
御
実
紀
』
に
家
定
の
誕
生
日
祝
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
将
軍
の

庶
子
で
誕
生
日
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
家
光
の
三
男
亀

松
の

み

で

あ
る
。
正
保
三
年
二
月
廿
九
日
、
「
亀
松
君
誕
辰
に
よ
て
老
臣
祝
膳
を
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

ま
ふ
」
と
誕
生
日
を
祝
っ
た
。
し
か
し
、
翌
年
に
は
満
二
歳
で
没
す
る
。
初
誕
生
だ

け
が
祝
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の

こ
と
か
ら
、
生
ま
れ
な
が
ら
で
も
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、
将
軍
の
嗣
子

ま
た
次
期
将
軍
の
嗣
子
と
い
っ
た
、
将
来
将
軍
職
を
継
承
す
る
こ
と
が
決
定
づ
け
ら

れ

た
者
は
、
殿
中
で
誕
生
日
を
祝
う
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
嗣
子
と

し
て
生
ま
れ
た
子
の
初
誕
生
は
特
に
盛
大
で
、
本
人
の
誕
生
日
を
祝
う
だ
け
で
な
く

将
軍
の
喜
び
を
祝
う
日
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
庶
子
の
誕
生
日
も
、

ご

く
身
近
に
い
る
者
だ
け
で
簡
単
に
祝
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
亀

松
の
例
は
そ
の
中
で
も
規
模
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
習
の
み
な

ら
ず
殿
中
に
伺
候
す
る
布
衣
以
上
の
臣
下
に
餅
や
酒
を
下
賜
す
る
と
い
う
祝
の
あ
り

方
は
、
嗣
子
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
将
軍
の
誕
生
日
祝
に
非
常
に

似
て

お
り
、
将
軍
後
継
者
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
、
儀
礼
的
な
面
を
持
っ
て
い
た

と
言
え
よ
う
。

　
一
方
、
将
軍
を
退
い
た
大
御
所
の
誕
生
日
も
祝
わ
れ
て
い
た
。
吉
宗
（
延
享

三
、
四
年
（
一
七
四
六
、
四
七
）
）
と
家
斉
（
天
保
九
年
）
の
三
例
で
あ
る
。
西
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

で
餅
、
酒
を
下
賜
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
死
去
の
数
年
前
に
祝
う
の
を
止
め

て

い

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
史
料
に
現
れ
な
い
だ
け
で
あ
る
の
か
、
権
力
が
現
将
軍

に

完
全

に
移
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
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（
5
5
）

　
最
後
に
、
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院
の
誕
生
日
を
見
て
お
こ
う
。
『
隆
光
僧
正
日
記
』

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
正
月
十
三
日
条
に

　
　
今

日
者
、
三
之
丸
様
（
桂
昌
院
）
御
誕
生
日
二
而
、
毎
年
為
御
祝
儀
公
方
様
被

　
　
為
成
、
愚
も
虚
空
蔵
法
御
札
井
こ
う
と
・
よ
め
な
・
つ
く
し
三
種
壱
籠
献
上

　
　

之
、
御
料
理
過
御
仕
廻
被
遊
、
公
方
様
6
段
子
三
巻
被
下
之
、
三
之
丸
様
6
真

　
　
綿
三
十
把
・
羽
二
重
五
疋
被
下
之
。

と
あ
る
。
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
「
毎
年
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
数
年
来
続
い
て
い
る
行
事
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
護
持
院
隆
光
は
元
禄
八

　
　
（
5
6
）

年
か
ら
宝
永
元
年
ま
で
毎
年
三
丸
で
行
わ
れ
る
祝
宴
に
参
席
し
、
綱
吉
と
桂
昌
院
の

両

方
か
ら
祝
の
品
を
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
身
も
、
御
札
や
山
菜
を
献
上
し
て

い

る
。
桂
昌
院
の
誕
生
日
で
は
餅
や
酒
の
下
賜
は
な
く
、
招
か
れ
る
人
物
も
隆
光
の

他

に
は
護
国
寺
の
僧
や
綱
吉
の
側
用
人
夫
妻
で
あ
る
。
綱
吉
自
ら
仕
舞
を
披
露
す
る

な
ど
内
々
の
雰
囲
気
が
濃
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
将
軍
生
母
の
誕
生
日
を
祝
っ
た

史
料
は
他
に
は
見
当
た
ら
ず
、
綱
吉
に
特
徴
的
な
事
例
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

・
つ
。

第
三
節
　
行
事
の
内
容

　
第
一
節
、
二
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
将
軍
や
そ
の
嗣
子
の
誕
生
日
祝
い
は
、
殿

中
で
毎
年
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
日
に
、
老
中
以
下
布
衣
以
上
、
ま
た
諸
物
頭
な
ど

に

餅
や
酒
が
下
賜
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
本
節
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
将
軍
の

誕
生

日
に
は
、
将
軍
自
身
が
身
辺
の
人
と
祝
う
行
事
と
、
老
中
ら
に
餅
、

酒
が
下
賜

さ
れ
る
行
事
の
、
二
つ
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
永
十
四
年

（
一
六
三

七
）
の
家
光
の
誕
生
日
を
例
に
と
る
と
、
御
座
之
間
で
御
膳
番
が
家
光
に

餅
を
献
上
し
、
祝
宴
が
開
か
れ
た
。
ま
た
、
能
が
催
さ
れ
、
役
を
務
め
た
者
に
時
服

が
被
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
表
に
お
い
て
老
臣
以
下
「
営
中
伺
候
の
と

も
が
ら
」
に
、
酒
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
に
は
将
軍
家
光
は
顔
を
出
し
て

い

な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
御
目
見
」
や
、
「
出
御
」
の
語
が
確
認
で
き
な
い
か
ら
で
あ

（5
7
）

る
。

　

こ
の
二
つ
の
行
事
の
う
ち
、
御
座
之
間
で
行
っ
た
誕
生
日
祝
い
の
様
子
は
、
史
料

で
ほ

と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
家
光
期
に
「
御
誕
辰
に
よ
て
営
中
伺
候
の
輩

御
酒
給
ひ
、
酒
井
讃
岐
守
忠
勝
（
大
老
）
、
堀
田
加
賀
守
正
盛
（
六
人
衆
）
、
松
平
伊

豆
守
信
綱
（
六
人
衆
）
、
阿
部
豊
後
守
忠
秋
（
六
人
衆
）
、
阿
部
対
馬
守
重
次
（
六
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

衆
）
は
御
前
に
召
て
給
ふ
」
、
＝
、
今
日
　
公
方
様
　
御
降
誕
日
於
御
座
之
間
御
祝

之
餅鷺
聾
髄
L
と
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
…
れ
ら
の
記
事
か
ら
推
測
す
る
と
・

将
軍

は
誕
生
日
に
御
座
之
間
で
餅
を
献
ぜ
ら
れ
、
祝
宴
を
開
き
、
ご
く
親
し
い
人
を

招
い
て
そ
の
場
で
餅
や
酒
を
与
え
て
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
殿
中
に
伺
候
し
て
い
る
者
た
ち
に
、
餅
な
ど
を
給
わ
る
行
事
に

関
し
て
の
史
料
は
比
較
的
豊
富
に
あ
る
。
中
で
も
、
こ
の
行
事
の
際
に
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
行
わ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
武
家
の
典
礼
を
司
っ
た
奏
者

番
の
、
「
手
留
」
と
呼
ば
れ
る
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
奏
者
番
が
儀
礼
を
執
行
す

る
に
当
た
っ
て
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
な
も
の
で
、
儀
礼
ご
と
に
手
順
や
位
置
取
り

な
ど
が
図
入
り
で
記
さ
れ
て
い
る
蛇
腹
折
り
の
小
さ
な
本
で
あ
る
。
奏
者
番
の
日
記

を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
。
先
輩
奏
者
番
か
ら
借
り
る
な
ど
し
て
写
し
、
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

管
し
て
い
た
の
で
奏
者
番
を
務
め
た
大
名
家
に
は
大
量
に
残
さ
れ
て
い
た
。
時
代
が

大
幅
に
下
が
っ
て
し
ま
う
が
、
今
回
は
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
が
所
蔵
す
る
、
大

分
府
内
藩
松
平
家
の
『
府
内
藩
記
録
』
を
参
考
に
す
る
。
以
下
に
挙
げ
る
の
は
、
文

政
四

年
（
一
八
二
一
）
の
家
斉
の
誕
生
日
の
記
事
で
あ
る
。
引
用
が
長
く
な
る
が
、

手
留
は
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
翻
刻
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

で
、
全
文
を
載
せ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
十
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
当
番
　
松
讃
守
（
光
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
丸
当
番
　
永
井
肥
前
守
（
尚
佐
）

、
例
年
之
通
今
日
御
誕
生
御
祝
儀
有
之
、
御
用
番
備
中
守
殿
（
阿
部
正
精
老
中
）
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例

刻
登
　
城
之
旨
昨
日
当
番
長
門
殿
（
丹
羽
氏
昭
）
廻
状
二
申
来
。
劇
分
（
松

　
平
光
年
）
当
番
二
付
五
半
時
愁
酬
着
用
出
宅
登
　
城
部
屋
江
罷
出
。

、
右
大
将
様
（
家
慶
）
従
西
御
縁
　
御
入
奥
有
之
旨
、
須
田
与
左
（
衛
門
盛
昭

　

目
付
）
6
以
隆
益
為
心
得
罷
申
越
候
。

、
罷
出
候
同
役
衆
河
内
殿
（
増
山
正
寧
）
、
右
近
殿
（
松
平
武
厚
）
、
長
門
殿
、
周

　

防
劇
（
松
平
康
任
）
、
壱
岐
殿
（
松
平
定
則
）
、
讃
（
高
木
正
則
）
、
倒
酬

　
劇
（
松
平
宗
発
）
、
左
近
殿
（
水
野
忠
邦
）

　
　
　

豊

前
殿
（
本
多
正
意
）
風
気
、
隠
岐
劇
（
西
尾
忠
善
）
頭
痛
気
二
付
不
参

　
　
　

断
手
紙
被
差
越
二
階
江
差
出
置
。

、
御
太
鼓
四
打
老
衆
登
　
城
二
付
、
当
番
自
分
始
同
役
不
残
中
之
間
江
罷
出
、
揃

　

後
自
分
ハ
芙
蓉
之
間
江
罷
越
、
非
番
同
役
衆
ハ
御
目
付
衆
為
寄
被
申
聞
、
其
存

　

知
呉
候
様
自
分
江
被
頼
部
屋
江
被
引
候
。

、

御
目
付
神
尾
市
左
（
衛
門
元
孝
）
被
相
越
席
江
寄
候
様
被
申
聞
候
之
間
、
承
知

一　

之
旨
答
、
且
後
刻
御
表
宜
敷
旨
尚
又
被
申
聞
候
欺
、
同
人
江
相
尋
候
処
、
其
心

　

得
之
旨
被
申
聞
候
。

、
市
左
為
寄
被
申
聞
候
趣
以
永
膳
部
屋
江
申
遣
同
役
衆
追
々
被
出
候
。

、
席
々
追
々
寄
り
候
様
子
二
付
何
レ
茂
申
談
芙
蓉
之
間
へ
細
廊
下
之
方
上
二
御
右

　

筆
部
屋
御
張
付
際
江
当
番
自
分
始
高
順
二
如
末
図
並
居
候
。

　
　
　

但
当
番
自
分
始
九
人
二
而
、
上
之
方
不
打
曲
先
格
之
通
不
及
候
。
上
之
方

　
　
　

江
打
曲
り
候
後
其
御
用
番
江
以
御
同
物
頭
御
届
申
達
候
事
。
下
之
方
江
ハ

　
　
　

打
曲
り
候
と
も
御
届
二
不
及
候
事
。

、
高
家
衆
、
詰
衆
、
布
衣
以
上
之
御
役
人
、
雁
之
間
、
菊
之
間
、
芙
蓉
之
間
如
末

　

図
夫
々
被
直
居
候
。

、
不
残
座
着
揃
候
而
、
御
目
付
市
左
被
参
表
宜
敷
被
申
上
候
段
被
申
聞
候
。

一

、
無
程
老
衆
細
廊
下
よ
り
被
出
、
芙
蓉
之
間
御
張
付
を
後
ロ
ニ
ロ
御
杉
戸
之
方
を

一　

上

二
御
列
座
。
御
祝
義
之
餅
蜘
輪
翻
持
出
老
衆
始
順
々
頂
戴
之
面
々
之
前
江
置
之
。

　

其
節
足
打
江
手
を
添
戴
キ
置
之
。

　
　
　

但
御
餅
銘
々
之
前
江
持
参
を
見
懸
、
扇
子
取
置
之
候
。

　
　
　
　
　

白
御
餅
　
　
　
　
七
小
豆
添

　
　
　
　
　

御
慰
斗
飽

　
　
　
　
　

御
土
器

　
　
右
頂
戴
之
面
々
不
残
出
揃
候
6
御
銚
子
出
、
老
衆
江
一
献
盛
引
。
夫
6
順
々
頂

　
　
戴
、
自
分
伯
書
殿
江
及
会
釈
頂
戴
。
右
之
内
老
衆
江
者
又
御
銚
子
出
一
献
盛
引

　
　
一
同
一
献
過
而
、
又
老
衆
江
御
銚
子
出
一
献
盛
引
、
一
同
江
御
銚
子
出
一
献
盛
、

　
　
御
加
有
之
而
御
銚
子
入
。
其
節
用
意
之
袋
懐
中
よ
り
出
し
、
御
餅
、
憂
斗
、
小

　
　
豆
敷
紙
と
も
入
之
後
ロ
ニ
差
置
候
。

　
　
　
　
但
御
土
器
者
其
侭
足
打
二
載
置
。

　
　
足
打
引
候
時
手
を
添
、
不
残
引
終
候
み
大
目
付
衆
会
釈
二
而
御
留
守
居
始
雁
之

　
　
間
、
芙
蓉
間
、
同
御
縁
頬
二
着
座
之
衆
一
同
菊
之
間
御
縁
頬
江
被
披
候
。
夫
6

　
　
高
家
衆
詰
衆
一
同
御
礼
右
相
済
被
引
候
を
見
斗
、
自
分
始
同
役
胸
哩
M
二
側
二

　
　
如
末
図
罷
出
其
外
諸
役
人
も
一
同
跡
江
被
出
候
。
当
番
自
分
6
御
祝
頂
戴
難
有

　
　
旨
申
上
、
復
座
。

　
　
　
　
但
御
礼
罷
出
候
節
、
頂
戴
之
御
餅
井
扇
子
者
其
侭
元
席
江
置
之
。
右
相
済

　
　
　
　
老
衆
被
引
候
付
、
自
分
跡
二
付
中
之
間
迄
相
越
、
部
屋
江
相
引
候
。

一

、
被
出
候
同
役
衆
追
々
被
致
退
出
候
。

一

、
日
記
認
、
廻
状
下
組
致
一
読
候
。

一

、
奥
御
能
有
之
候
二
付
、
御
台
所
替
席
医
師
溜
二
相
成
居
候
事
。

一

、
九
半
時
前
御
断
之
旨
坊
主
衆
申
聞
中
之
間
ま
て
罷
越
候
処
、
備
中
守
殿
御
断
之

　
　
旨
丹
河
様
申
聞
、
如
例
進
物
番
江
及
会
釈
部
屋
江
引
左
近
殿
同
道
退
出
、
帰
宅

　
　
八
時
。

　
芙
蓉
之
間
御
祝
儀
頂
戴
井
御
礼
申
上
候
図
　
　
　
（
傍
線
は
奏
者
番
）
（
図
－
参
照
）

　
誕
生

日
の
祝
儀
は
午
前
中
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
当
番
の
奏
者
番
は
朝
か
ら
登
城

し
て
準
備
に
当
た
っ
て
い
る
。
当
時
二
十
人
の
奏
者
番
が
在
職
し
て
い
た
が
、
こ
の

誕
生

日
儀
礼
は
九
人
の
奏
者
番
が
担
当
し
た
。
使
用
さ
れ
た
部
屋
は
、
雁
之
間
、
芙
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祝
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ヤ9
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忌
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縄

茶

賭

（
雁
喬
）

菊之間

〉
じ
レ
じ
じ
　
之

θ
D
＞
じ
　
磨

誉
戚
山
ひ
毒
諜
墓
声
戸

　
　
　
（
ヌ
痴
急
特
敦
）

　
　
　
　
O
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O
O
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蓉
之
間
、
菊
之
間
で
あ
る
。
奏
者
番
と
目
付
が
協
力
し
て
進
行
し
て
い
る
。
そ
し
て

高
家
以
下
の
出
席
者
が
着
席
し
、
最
後
に
老
中
衆
が
入
室
し
て
祝
儀
が
始
ま
る
。
進

物
番
の
給
仕
に
よ
っ
て
、
小
豆
を
添
え
た
白
餅
と
慰
斗
飽
と
土
器
を
載
せ
た
足
打
が

そ
れ
ぞ
れ
に
出
さ
れ
る
。
次
に
老
中
か
ら
順
に
土
器
に
酒
が
注
が
れ
、
三
杯
飲
み
、

餅
や
慰
斗
飽
は
持
参
の
袋
に
入
れ
る
。
『
徳
川
実
紀
』
な
ど
に
記
述
さ
れ
て
い
る
「
餅

酒
賜

ふ
」
は
、
こ
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
杯
事
が
終
わ
る
と
、
留
守

居
を
始
め
、
雁
之
間
と
芙
蓉
之
間
に
い
た
者
た
ち
が
菊
之
間
の
縁
頬
に
移
り
、
高
家
、

詰
衆
、
奏
者
番
の
順
で
老
中
に
祝
儀
を
頂
い
た
礼
を
述
べ
る
。
こ
の
時
、
諸
役
人
も

）内部屋名筆者（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
　
　

そ
の
後
ろ
に
並
ぶ
と
い
う
。
別
の
手
留
に
よ
る
と
、
町
奉
行
、
勘
定
奉
行
、

　
　
　
普
請
奉
行
、
遠
国
奉
行
な
ど
が
そ
の
面
々
で
あ
る
。
礼
が
済
む
と
そ
れ
ぞ

　
　
　
れ
の

詰
部
屋
へ
退
き
、
誕
生
日
祝
儀
は
終
了
で
あ
る
。
奏
者
番
は
記
録
を

　
　
　
認

め
、
午
後
に
帰
宅
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
年
は
嗣
子
家
慶
が
奥
に
入
っ

⇔転

　
　
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
家
斉
の
御
前
で
内
々
の
祝
儀
が
行
わ
れ
た
の

るは
　
　
で
あ
ろ
う
。
奥
で
は
能
楽
も
催
さ
れ
た
。

剖
　
　
　
　

こ
の
よ
う
に
し
て
餅
、
酒
を
頂
く
こ
と
の
で
き
る
者
た
ち
は
、
『
徳
川
実

樺日
　
　
紀
』
に
は
「
営
中
伺
候
の
輩
」
や
「
群
臣
」
と
だ
け
書
か
れ
、
『
続
徳
川
実

五月
　
　
紀
』
に
は
「
高
家
、
詰
衆
、
奏
者
番
、
留
守
居
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
布
衣

十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

年
　
　
以
上
の
諸
職
人
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
人
々

四撤

が
祝
儀

に
関
わ
・
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
餅
や
酒
を
も
ら
う
側
の
日
記
な

鋤
　
　
ど
か
ら
、
追
究
し
て
み
た
い
。

郷　
ま
ず
寺
社
奉
行
時
代
の
大
岡
忠
相
（
延
宝
五
年
三
ハ
七
七
）
圭
暦

㎜
元

年
（
一
七
三
）
）
の
日
記
『
大
岡
越
前
守
忠
相
日
聾
を
見
る
ζ
延

　
　
　
享
元
年
（
一
七
四
四
）
十
月
廿
一
日
（
吉
宗
誕
生
日
）
条
に
、

図
　
　
　
一
、
部
屋
二
而
憂
斗
目
麻
上
下
着
替
申
候
、
前
々
者
本
願
寺
輪
番
江
奉
書

　
　
　
御
渡
し
拝
領
物
済
、
今
日
御
誕
生
之
御
祝
儀
頂
戴
之
義
大
目
付
6
伺
之
上
、

　
　
　
憂
斗
目
麻
上
下
着
替
御
祝
儀
頂
戴
之
事
二
而
候
之
処
、
三
四
年
以
前
み
御

　
　
　
用

二

而
罷

出
候
事
二
付
、
向
後
窺
二
不
及
御
祝
儀
頂
戴
之
筈
二
成
、
今
日

　
　
　
も
右
之
通
也
。

　
　
・
（
国
持
四
品
以
上
重
陽
御
内
書
な
ど
拝
領
）
…

　
　
右
済
御
祝
儀
頂
戴
之
席
雁
之
間
江
参
席
図
左
之
通

　
　
（
図
2
参
照
）

　
　
右
之
通
罷
在
御
誕
生
御
祝
儀
之
御
餅
御
酒
頂
戴
仕
候
、
右
済
詰
衆
次
江
付
御
祝

　
　
儀
申
上
候
。

　
　
右
済
退
出
九
半
時
前
帰
宅
。

と
あ
る
よ
う
に
、
雁
之
問
で
餅
と
酒
を
頂
戴
し
、
詰
衆
の
次
と
い
う
順
番
で
老
中
に
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課騨　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吠
延

僅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
距

祝
儀
の
言
葉

を
述
べ
た
と
い
う
。
留
守
居
の
隣
に
着
座
し
た
自
分
を
始
め
、
出
席
者

の
座

席
が
図
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
自
分
が
奏
者
番
に
就
職
す
る
の
を
意
識

し
て
図
解
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
幕
府
側
の
史
料
に
は
現
れ
な
い
が
、
寛

保
元
年
（
一
七
四
一
）
か
ら
役
儀
で
登
城
し
て
い
る
者
た
ち
の
大
目
付
へ
の
伺
い
が

　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

不
要
に
な
る
と
い
う
。
職
務
が
儀
礼
で
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
、
少
し
で
も
減
ら
す
た

め

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
鈴
木
修
理
長
頼
（
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
～
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
）

の

場
合

を
見
て
み
よ
う
。
長
頼
は
大
工
頭
で
二
百
俵
二
十
人
扶
持
と
い
う
旗
本
で
あ

　
　
　
　
　
（
6
6
）

る
。
そ
の
日
記
を
見
る
と
、
三
回
ほ
ど
、
誕
生
日
の
祝
儀
を
も
ら
っ
た
記
録
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
記
述
は
簡
単
で
、
杯
事
に
参
加
し
て
老
中
に
礼
を
し
た
様
子
が
感
じ

取
れ

な
い
。
例
え
ば
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
八
月
三
日
条
に
は

　
　
巳
刻
、
三
人
連
二
而
登
城
、
昨
日
大
奥
見
分
様
子
、
又
・
今
朝
但
馬
守
殿
江
長

　
　
常
公
御
越
、
先
日
指
上
候
増
上
寺
御
成
書
院
之
御
差
図
、
御
好
有
之
付
、
則
直

　
　
し
、
今
日
差
上
、
但
馬
守
殿
御
請
取
、
紙
請
取
候
義
、
今
日
相
済
、
退
出
、
ガ

　
　
一
マ
日
御
誕
生
御
ネ
儀
（
家
綱
　
被
下
、
退
出
（
傍
線
筆
者
）

と
あ
り
、
仕
事
で
登
城
し
、
た
ま
た
ま
将
軍
の
誕
生
日
だ
っ
た
の
で
祝
儀
を
頂
い
て

き
た
よ
う
に
見
え
る
。
大
工
頭
は
御
目
見
以
上
で
は
あ
る
が
布
衣
で
は
な
い
の
で
、

祝
い

の
場
に

出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
何
ら
か
の
形
で
祝
儀
が
配
ら
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　
将

軍
の
孫
の
誕
生
日
の
例
に
な
る
が
、
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
に
面
白
い
記
事
が

→邊蓄トツ葺卜’駈
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詩
街
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人
：

詠氷
挙虫湊喜

あ
る
の
で
挙
げ
て
お
く
。
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
六
月
二
日
、
前
月
二
十
二
日
に

あ
っ
た
家
治
の
誕
生
日
祝
儀
で
下
賜
さ
れ
た
酒
に
酔
い
、
時
の
太
鼓
を
打
ち
間
違
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

た
太
鼓
役
の
主
人
（
本
人
も
）
が
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
こ
の
誕
生

日
当
日
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
「
酒
井
雅
楽
頭
忠
恭
（
大
坂
城
代
家
治
箆
刀
役
）
、
土

岐
丹
後
守
頼
稔
（
所
司
代
）
、
松
平
和
泉
守
乗
祐
（
嫡
子
家
治
矢
取
役
）
な
ら
び
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馨

西
城

に
つ
か
ふ
ま
つ
る
布
衣
以
上
見
参
ゆ
り
し
人
々
」
が
餅
を
も
ら
っ
て
い
る
。
太

鼓
役
は

御
目
見
以
下
で
あ
り
、
西
丸
同
朋
頭
で
あ
っ
た
主
人
も
布
衣
以
上
で
は
な

い
。
し
か
し
、
同
朋
頭
は
、
将
軍
の
出
行
に
従
っ
た
り
、
老
中
や
若
年
寄
と
大
名
な

ど
と
の
取
り
次
ぎ
を
行
っ
た
り
す
る
役
に
あ
っ
た
。
坊
主
衆
で
あ
っ
た
太
鼓
役
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

取

り
次
ぎ
や
交
渉
を
行
う
殿
中
の
「
潤
滑
油
」
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
。
西
丸
で

も
そ
の
構
図
は
恐
ら
く
同
じ
で
、
西
丸
同
朋
頭
は
、
西
丸
の
家
重
、
嗣
子
家
治
に
と
っ

て

身
近
で
あ
り
、
太
鼓
役
も
禄
高
は
低
い
が
、
城
内
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
日
祝
儀
を
得
て
、
大
酔
す
る
ほ
ど
酒
を
飲
む
事
態
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
日
登
城
し
て
い
た
西
丸
御
用
の
譜
代
大
名
、
旗
本
、
御
家

人
は

み

な
祝
儀
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

て
、
こ
の
こ
と
は
将
軍
の
誕
生
日
祝
い
に
も
本
丸
で
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
老
中
（
大
老
）
以
下
布
衣
以
上
で
殿
中
の
祝
儀
に
出
席
で
き

る
身
分
の
者
は
職
務
の
有
無
に
拘
ら
ず
そ
の
た
め
に
登
城
し
、
そ
れ
以
下
の
者
は
職

務
で

登
城

し
た
場
合
に
酒
な
ど
を
も
ら
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

誕
生

日
の
祝
儀
に
与
っ
た
の
は
、
老
中
、
詰
衆
や
幕
臣
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例

え
ば
、
綱
吉
は
護
持
院
隆
光
に
も
祝
儀
の
品
を
贈
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
五
十
歳
や

　
　
　
　
（
7
1
）

六
十

歳
の
賀
の
時
以
外
は
目
見
え
は
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
隆
光
は
綱
吉
の
誕
生

日
に
は
必
ず
登
城
し
、
餅
や
縮
緬
な
ど
、
老
中
ら
が
も
ら
う
祝
儀
よ
り
も
高
価
な
も

の

を
贈
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
『
隆
光
僧
正
日
記
』
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）

正

月
九
日
条
に
、
「
四
っ
時
登
城
、
今
日
、
御
誕
生
日
之
御
祝
儀
故
、
縮
緬
十
巻
拝

領
之
、
又
如
例
御
餅
壼
荷
被
下
之
、
三
之
丸
様
6
御
餅
三
方
三
錺
被
下
之
」
と
あ
る

よ
う
に
、
桂
昌
院
か
ら
も
綱
吉
の
誕
生
日
祝
儀
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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将
軍

の

嗣

子
の

誕
生

日
も
御
前
で
ご
く
近
し
い
人
々
が
祝
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

嗣
子
付
き
の
者
た
ち
を
中
心
に
餅
や
酒
が
下
賜
さ
れ
た
が
、
特
徴
的
な
の
は
、
嗣

子
の

箆
刀
役
、
墓
目
役
、
矢
取
役
の
姿
が
目
に
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
宝
暦
十
三
年

（
一
七
六

三
）
十
月
廿
五
日
の
家
基
の
誕
生
日
を
見
る
と
、
「
若
君
は
じ
め
て
の
御
誕

辰
な
れ
ば
と
て
、
布
衣
以
上
出
仕
し
て
餅
、
酒
を
賜
は
り
、
そ
れ
よ
り
下
の
群
臣
は
、

上
宿
の
者
ば
か
り
賜
は
り
、
見
え
奉
る
事
を
得
ざ
る
者
に
は
、
酒
を
た
ま
は
る
。
酒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

井
雅
楽
頭
忠
恭
、
（
酒
井
）
備
前
守
忠
仰
も
め
し
て
吸
物
、
酒
、
餅
を
賜
は
る
」
と

あ
る
よ
う
に
、
老
中
で
家
基
の
墓
目
役
の
忠
恭
だ
け
で
な
く
嫡
子
の
忠
仰
ま
で
矢
取

役
を
務
め
た
と
い
う
理
由
で
か
、
召
さ
れ
て
い
る
。
嗣
子
の
誕
生
日
と
い
う
こ
と
で
、

誕
生

に
も
立
ち
会
っ
た
最
も
信
頼
す
べ
き
家
臣
を
出
仕
さ
せ
て
、
餅
や
酒
を
与
え
た

の

で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
編
纂
上
の
理
由
で
『
続
徳
川
実
紀
』
の
記
述
は
、
時
代
が
下
が
る
ほ
ど
に
詳
し
く

残
っ
て
い
る
。
幕
末
の
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
四
月
十
五
日
に
は
「
老
中
始
、
高

家
、
詰
衆
、
御
奏
者
番
、
御
留
守
居
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
布
衣
以
上
御
役
人
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

御
目
見
以
上
、
当
番
、
詰
番
、
有
合
之
面
々
」
に
餅
、
酒
が
下
さ
れ
た
と
あ
り
、
ま

さ
に
城
に
居
合
わ
せ
た
者
全
て
が
対
象
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
約
二
百
三
十

年
分
の
将
軍
の
誕
生
日
祝
を
様
々
な
史
料
か
ら
見
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
外
様
の
姿

が
全
く
な
い
。
殿
中
で
の
祝
儀
に
参
加
し
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
個
別
の
献
上
な
ど

も
見
ら
れ
な
い
。
餅
が
下
賜
さ
れ
る
と
い
う
点
で
似
て
い
る
玄
猪
の
祝
儀
に
は
、
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㍗
）

堂
や
有
馬
な
ど
数
家
の
外
様
大
名
が
特
別
に
出
仕
し
て
い
る
が
、
誕
生
日
の
場
合
に

は

そ
の
よ
う
な
例
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
誕
生
日
の
祝
儀
は
、
将
軍
（
ま
た
は
そ
の

嗣

子
）
と
、
大
老
、
老
中
、
詰
衆
を
務
め
る
譜
代
大
名
、
旗
本
、
御
家
人
の
間
を
関

係
づ
け
る
儀
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
御
三
家
に
対
し
て
は
、
家
綱
の
幼
少
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

に
時
折
肴
な
ど
が
贈
ら
れ
た
り
、
御
三
家
側
か
ら
献
上
が
あ
っ
た
り
し
た
が
、
そ
の

後

は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
。

　
誕
生

日
の
祝
儀
に
外
様
の
参
加
は
な
い
と
述
べ
た
が
、
外
様
の
大
名
も
全
く
無
関

心
、
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
山
本
博
文
氏
が
紹
介
す
る
萩
藩
江
戸
留

守
居
役
福
間
彦
右
衛
門
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
八
月
四
日
、

彦
右
衛
門
は
、
普
段
世
話
に
な
っ
て
い
る
老
中
の
松
平
信
綱
が
前
日
の
家
綱
の
誕
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
色

日
に
祝
儀
を
も
ら
っ
た
こ
と
を
祝
し
て
、
信
綱
に
刀
と
茶
入
れ
を
進
上
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
祝
儀
の
祝
儀
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
外
様
藩
に
も
若
干
の
影
響
は

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節
　
家
康
死
後
の
誕
生
日

　

家
康
の
誕
生
日
が
殿
中
で
祝
わ
れ
た
記
録
は
な
い
が
、
そ
の
死
後
に
特
別
な
日
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
の
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）

十
二
月
廿
六
日
条
に
「
け
ふ
は
東
照
宮
の
御
誕
辰
な
れ
ば
と
て
、
二
丸
　
内
宮
に
参

ら
せ
給
ひ
、
酒
井
讃
岐
守
忠
勝
は
じ
め
、
諸
老
臣
に
憂
斗
飽
井
祝
酒
、
餅
を
給
ふ
」

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
家
康
の
誕
生
日
に
家
光
が
二
丸
東
照
宮
に
参
詣
し
、
大
老
の

酒

井
忠
勝
以
下
の
老
臣
が
、
祝
の
憂
斗
飽
、
酒
、
餅
を
賜
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
行
事
は
家
光
が
死
去
す
る
ま
で
毎
年
続
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
慶
安
三
年

（
一
六
五

〇
）
の
同
日
条
に

　
　
東
照
宮
御
誕
辰
に
よ
て
、
大
納
言
殿
本
城
へ
わ
た
ら
せ
給
ひ
、
御
座
所
に
て
御

　
　
対
面
あ
り
。
御
祝
の
餅
、
酒
進
ら
せ
ら
る
。
難
子
喜
多
七
大
夫
つ
か
ふ
ま
つ
る
。

　
　
高
砂
、
軒
端
梅
、
狸
々
三
番
な
り
。
保
科
肥
後
守
正
之
（
会
津
藩
主
家
光
異

　
　
母
弟
）
、
酒
井
河
内
守
忠
清
（
家
綱
付
き
）
、
酒
井
讃
岐
守
忠
勝
、
堀
田
加
賀
守

　
　
正
盛

（六
人

衆
）
、
松
平
和
泉
守
乗
寿
（
奏
者
番
）
に
侍
す
。
営
中
伺
候
の
輩

　
　
へ
餅
、
酒
給
は
り
、
猿
楽
等
は
西
城
に
て
時
服
か
づ
け
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
家
光
が
家
綱
と
対
面
し
、
祝
の
餅
が
出
て
、
杯
事
を
行
っ
て
い
る
。

近

臣
の
他
に
保
科
正
之
が
侍
っ
て
い
る
が
、
「
営
中
伺
候
の
輩
」
に
は
目
見
え
は
な

く
、
将
軍
の
誕
生
日
と
同
様
に
餅
と
酒
を
賜
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
家
光
の
家
康
に
対
す
る
信
仰
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
、
守
袋
の
中
に
夢
に
出
て
き

た
家
康
の
様
子
を
記
し
た
紙
を
入
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
東
照
宮
へ
の
思
い
か

ら
、
正
保
三
年
四
月
に
は
日
光
に
奉
幣
使
が
派
遣
さ
れ
、
六
月
に
は
毎
年
の
派
遣
が
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決
ま
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
年
八
月
に
病
を
発
症
し
た
家
光
は
、
様
々
に
療
養
し
た
が

効
果
が
見
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
日
光
の
供
米
を
頂
い
て
か
ら
具
合
が
よ
く
な
っ

　
　
　
　
　
（
7
7
）

た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
正
保
三
年
は
家
光
に
と
っ
て
家
康
へ
の
信
仰
を

更

に
強
め
た
年
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
家
康
の
誕
生
日
祝
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い

か
。
そ
し
て
、
祖
で
あ
る
家
康
の
誕
生
日
に
も
殿
中
の
者
に
下
賜
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
正
当
な
後
継
者
た
る
家
光
自
身
の
権
威
を
も
高
め
よ
う
と
い
う
考
え
も

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
家
綱
の
治
世
に
な
る
と
、
こ
の
行
事
は
行
わ
れ

な
く
な
る
。

　

吉
宗
在
職
中
、
家
康
の
誕
生
日
は
再
び
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
吉
宗
も
家

康
へ
の
信
仰
が
厚
く
、
ま
た
、
行
事
の
復
古
に
も
熱
心
だ
っ
た
。
儒
者
の
室
鳩
巣

に
、
祖
先
追
孝
の
祀
典
に
つ
い
て
中
国
の
故
事
を
調
べ
さ
せ
、
鳩
巣
が
、
明
の
始
祖

の

誕
生

日
を
歴
代
の
子
孫
が
祀
っ
て
い
た
こ
と
を
報
告
す
る
と
、
吉
宗
は
そ
の
行

事
を
行
う
こ
と
に
決
め
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
家
康
生
誕
百
八
十
年
の
享
保
七
年

（
一
七

二

二
）
、
生
ま
れ
た
年
と
支
干
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
家
康
の
誕
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

日
祝
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
か
ら
、
そ
の
様
子
を
見

　
　
　
（
7
9
）

て

み
よ
う
。

　
　
東
照
宮
御
誕
日
な
る
に
、
こ
と
し
は
支
干
相
当
せ
し
を
も
て
紅
葉
山
の
　
御
宮

　
　

に
戸
田
山
城
守
忠
真
（
老
中
）
代
参
し
、
溜
詰
、
高
家
、
譜
代
衆
、
雁
の
間
詰
、

　
　
奏
者
番
、
菊
の
間
縁
詰
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
布
衣
已
上
出
仕
し
、
白
木
書
院

　
　

に
て
拝
謁
し
奉
り
、
各
盛
僕
を
た
ま
は
り
御
祝
あ
り
。
よ
て
駅
使
に
て
日
門
、

　
　
紀
伊
黄
門
（
宗
真
）
に
二
種
一
荷
を
く
ら
れ
、
尾
水
両
卿
（
継
友
・
宗
尭
）
に

　
　

は
安
藤
対
馬
守
信
友
（
老
中
）
御
使
し
て
二
種
一
荷
を
つ
か
は
さ
る
。
こ
の
両

　
　
卿
よ
り
も
お
な
じ
く
た
て
ま
つ
り
物
あ
り
。
ま
た
儒
役
林
大
学
頭
信
篤
、
（
林
）

　
　
七
三
郎
信
充
賀
文
を
た
て
ま
つ
る
。
こ
の
時
直
清
（
室
鳩
巣
）
が
た
て
ま
つ
り

　
　

し
文
は
、
頒
中
に
規
を
か
ね
て
、
い
と
ゆ
・
し
く
つ
く
り
出
た
る
と
て
、
こ
と

　
　

に
御
感
悦
あ
り
し
と
き
こ
え
し
。

老

中
が
紅
葉
山
に
代
参
し
、
譜
代
大
名
や
高
家
、
布
衣
以
上
の
者
た
ち
が
白
書
院
で

吉
宗
に
拝
謁
し
、
膳
部
を
頂
い
て
祝
を
行
っ
た
。
将
軍
と
御
三
家
と
の
贈
答
が
あ
り
、

儒
者
が
賀
文
を
奉
っ
た
。
溜
詰
の
大
名
が
出
席
し
て
い
る
こ
と
や
御
三
家
が
関
与
し

て

い

る
こ
と
も
、
普
段
の
将
軍
の
誕
生
日
よ
り
は
規
模
が
大
き
い
行
事
で
あ
る
こ
と

を
感
じ
さ
せ
る
点
で
あ
る
が
、
決
定
的
な
違
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、
将
軍
へ
の
拝
謁

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
わ
ば
徳
川
家
譜
代
の
家
臣
た
ち
に
、
祖
家
康
の
誕

生

日
に
出
仕
さ
せ
目
見
え
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
改
め
て
将
軍
家
に
対
す
る
忠
義

の

気
持
ち
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
意
義
を
持
っ
た
儀
礼
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う

か
。
現
職
将
軍
の
誕
生
日
は
、
将
軍
個
人
の
祝
が
身
の
周
り
で
仕
え
る
者
に
ま
で
発

展
し
た
よ
う
な
形
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
家
康
の
誕
生
日
祝
儀
は
将
軍
自
身
も
参
加

す
る
徳
川
将
軍
家
の
家
の
行
事
で
あ
っ
た
。

　
家
康
の
「
支
干
相
当
」
誕
生
日
祝
は
こ
の
後
、
生
誕
二
百
四
十
年
の
天
明
二
年

（
一
七

八

二
）
と
、
三
百
年
の
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
の
二
回
、
ほ
ぼ
同
じ
よ

　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。
天
保
十
三
年
の
折
に
は
、
家
慶
と
家
定
が
自
ら
紅
葉
山
に

詣

で
、
祝
の
能
楽
も
催
さ
れ
て
い
る
。
明
の
模
倣
で
あ
る
部
分
も
あ
る
と
は
い
え
、

既

に
他
界
し
た
人
物
の
誕
生
日
に
祝
儀
が
行
わ
れ
る
ほ
ど
、
誕
生
日
は
身
近
な
も
の

　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

だ

っ

た
の
で
あ
る
。

②
公
家
の
誕
生
日

第
一
節
　
一
条
輝
良
の
誕
生
日

　
次

に
、
公
家
の
誕
生
日
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
触

れ

た
一
条
輝
良
の
誕
生
日
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
輝
良
は
関
白
一
条
道
香
の
長
男
で
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
九
月
十
七
日
に
生

ま
れ
た
。
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
か
ら
同
七
年
十
月
十
四
日
に
没
す
る
ま
で
関
白

を
務
め
、
尊
号
事
件
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
。
こ
の
輝
良
の
日
記
が
『
輝
良
公
記
』

　
　
（
路
）

で

あ
る
。
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
十
一
月
か
ら
寛
政
七
年
十
月
ま
で
残
る
が
、
明
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和
七
年
八
月
～
十
二
月
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
三
月
～
同
三
年
、
同
八
年
五
月

～
十
二
月
を
欠
く
。
以
下
の
史
料
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
輝
良
公
記
』
を
用
い

る
。

　
輝
良
は
、
ほ
ぼ
欠
か
す
こ
と
な
く
自
分
の
誕
生
日
を
祝
い
、
二
人
の
息
子
や
叔
母

の
誕
生

日
に
も
熱
心
だ
っ
た
。
輝
良
自
身
の
誕
生
日
を
次
に
い
く
つ
か
挙
げ
る
。

　
　
安
永
六
年
九
月
十
七
日
「
此
日
余
誕
生
日
也
。
伍
　
上
御
霊
社
江
代
参
遣
典
膳

　
　
也
。
干
肴
往
来
如
例
宝
林
6
干
肴
献
此
方
6
茂
同
断
遣
也
。
左
兵
衛
6
鰻
蛤
一

　
　
折
献
是
又
如
例
也
」

　
　
天

明
二
年
（
一
七
八
二
）
九
月
十
七
日
「
此
日
余
誕
生
日
也
。
伍
上
　
御
霊
社

　
　
江
代
参
近
臣
也
。
余
就
誕
生
日
夕
膳
祝
如
嘉
例
干
肴
往
来
是
又
如
毎
例
。
家
僕

　
　

へ
給
祝
酒
也
。
宝
林
春
安
へ
給
料
理
云
々
」

　
　
寛
政
四
年
九
月
十
七
日
「
上
御
霊
社
代
参
下
官
誕
生
日
嘉
儀
等
如
例
云
々
」

輝
良
の
誕
生
日
は
、
上
御
霊
社
に
代
参
を
遣
わ
し
、
恐
ら
く
親
族
や
友
人
と
の
間
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
干
肴
の
や
り
と
り
を
し
、
祝
宴
を
開
き
、
家
僕
に
祝
い
酒
を

振
舞
う
の
が
平
均
的
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
誕
生
日
の
三
日
後
の
九
月

二

十
日
に
、
東
福
寺
か
ら
寺
務
を
司
る
維
那
が
祈
祷
の
書
を
持
っ
て
訪
れ
る
の
で
、

こ
の
書
に
書
き
加
え
を
し
て
維
那
に
馳
走
を
す
る
。
安
永
六
年
九
月
廿
日
条
に
そ
の

様
子
が
見
え
る
。
「
東
福
寺
維
那
来
、
於
書
院
見
之
誕
生
日
之
祈
祷
暑
（
マ
マ
）
持
参
、

朝
臣
二
字
加
候
。
返
之
口
祝
遣
次
々
而
給
料
理
穀
菓
子
茶
也
」
そ
し
て
、
そ
の
翌

日
か
翌
々
日
に
、
東
福
寺
に
お
い
て
誕
生
日
の
祈
祷
と
し
て
大
般
若
経
の
転
読
が
行

わ
れ
、
輝
良
は
こ
れ
も
「
此
日
於
東
福
寺
常
楽
庵
下
官
誕
生
日
祈
祷
大
般
若
経
令
転

読
。
伍
為
代
参
弘
澄
遣
之
狩
衣
。
尤
転
読
以
前
有
拝
事
不
及
焼
香
沙
汰
也
」
（
安
永

九

年
九
月
廿
二
日
）
と
、
代
参
で
済
ま
せ
て
い
る
。
上
御
霊
社
へ
の
信
仰
は
厚
く
、

二

十
年
分
確
認
で
き
る
誕
生
日
の
う
ち
、
十
九
回
は
上
御
霊
社
に
代
参
を
遣
わ
し
て

い

る
。
東
福
寺
で
の
祈
祷
も
十
五
回
見
ら
れ
、
恒
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
こ
で
冒
頭
に
挙
げ
た
、
天
明
六
年
の
家
治
死
去
時
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
こ

の

年
九
月
八
日
に
家
治
は
没
す
る
が
、
そ
の
一
報
が
京
都
に
届
く
の
が
同
十
二
日
で

あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
日
に
鳴
物
普
請
停
止
、
諸
事
穏
便
、
殺
生
禁
止
、
魚
棚
見
世

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

商
売
差
拍
の
触
が
出
る
。
輝
良
は
同
十
七
日
に
「
今
日
難
下
官
誕
生
日
依
廃
朝
之
間

嘉
儀
闘
為
明
日
之
沙
汰
云
々
」
と
記
し
、
誕
生
日
祝
を
一
日
延
期
す
る
。
し
か
し
、

翌

十
八
日
に
な
っ
て
も
前
の
触
に
よ
っ
て
魚
類
の
店
は
営
業
を
拍
え
、
野
菜
な
ど
の

市
も
「
穏
便
」
に
抵
触
す
る
こ
と
か
ら
立
っ
て
い
な
い
。
祝
膳
の
食
材
を
手
に
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
輝
良
は
、
祝
を
「
伍
不
得
止
延
引
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
日
に

は
例
年
通
り
、
東
福
寺
の
維
那
が
や
っ
て
来
る
。
二
十
二
日
に
渡
世
の
魚
鳥
猟
、
魚

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

鳥
商
売
が
解
禁
と
な
り
、
二
十
五
日
に
嘉
儀
と
上
御
霊
社
代
参
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

輝
良
に
と
っ
て
誕
生
日
は
欠
か
せ
な
い
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
家
治
死
去

時
に
祝
を
延
期
し
た
の
も
「
諸
事
穏
便
」
に
厳
密
に
従
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
食
材

不
足
の

た
め
仕
方
な
く
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
誕
生
日
祝
を
重
視
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
輝
良
の
子
供
た
ち
の
誕
生
日
は
ど
の
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
長
男
忠
良
（
安
永
三
年
三
月
二
十
二
日
生
ま
れ
）
の
誕
生
日
は
、
生
ま
れ
て
か

ら
ほ
ぼ
毎
年
祝
っ
て
お
り
、
二
十
年
分
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
永
八
年
三
月
廿
二

日
条
「
此
日
益
公
誕
生
日
也
。
伍
　
上
御
霊
社
江
代
参
近
習
者
也
。
右
二
付
夕
膳
祝

酒
肴
等
如
例
家
僕
江
祝
酒
肴
了
」
や
、
寛
政
五
年
三
月
廿
二
日
条
「
忠
良
生
日
上

御
霊
社
代
参
奉
近
臣
云
々
。
嘉
儀
一
如
例
云
々
」
の
よ
う
に
、
上
御
霊
社
に
代
参
を

遣
わ
し
、
祝
宴
を
開
い
て
、
家
僕
に
も
祝
酒
や
肴
を
振
る
舞
い
、
父
輝
良
と
大
差
の

な
い
祝
い
方
で
あ
っ
た
。
何
度
か
延
期
に
な
っ
て
い
る
が
や
は
り
取
り
止
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
安
永
六
年
に
は
新
女
院
（
輝
良
叔
母
）
の
母
が
死
去

し
た
喪
の
た
め
に
、
ひ
と
月
も
祝
が
延
ば
さ
れ
、
四
月
二
十
二
日
に
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

行
っ
て
い
る
。
「
益
君
延
引
之
誕
生
日
祝
有
之
凡
如
例
云
々
」

　
次
男
実
詔
の
生
ま
れ
た
年
は
不
明
だ
が
、
天
明
二
年
の
忠
良
の
誕
生
日
に
「
久
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

四

日
分
延
引
」
と
し
て
共
に
祝
わ
れ
た
の
が
、
実
部
の
誕
生
日
祝
の
初
出
で
あ
る
。

三

月
四
日
は
輝
良
の
母
（
香
蓮
院
）
の
法
会
が
行
わ
れ
る
精
進
日
で
、
祝
事
が
で
き
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な
か
っ
た
た
め
に
兄
の
分
と
ま
と
め
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
天
明
五
年
か
ら

独
立

し
て
祝
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
上
御
霊
社
へ
の
代
参
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
例

え
ば
、
天
明
九
年
三
月
四
日
「
上
御
霊
社
代
参
奉
之
畝
眩
雌
近
臣
云
々
。
干
肴
往
来
如

例

了
。
祝
是
又
如
例
云
々
」
な
ど
で
あ
る
。
概
ね
毎
年
祝
っ
て
い
る
が
、
嗣
子
で
な

い

た
め
か
や
や
小
規
模
な
祝
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
輝
良
は
叔
母
の
誕
生
日
も
祝
っ
て
い
た
。
こ
の
叔
母
は
新
女
院
と
呼
ば

れ
、
桃
園
天
皇
（
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
～
宝
暦
十
二
年
在
位
）
の
中
宮
で
後
桃

園
天
皇
の
生
母
と
な
っ
た
恭
礼
門
院
富
子
で
あ
る
。
輝
良
は
肴
な
ど
を
贈
り
、
富
子

も
誕
生
日
を
祝
し
て
輝
良
に
干
鯛
や
酒
を
遣
わ
し
て
い
る
。
明
和
八
年
二
月
四
日
条

を
見
る
と
、
「
准
后
（
同
年
七
月
九
日
に
院
号
宣
下
）
自
今
日
御
誕
生
日
二
付
、
目

録
之
通
為
御
祝
詞
等
い
た
“
き
干
鯛
一
箱
御
酒
一
樽
被
送
候
。
此
方
6
茂
右
之
為
祝

儀

目
録
之
通
干
鯛
一
箱
遣
也
」
と
あ
る
。
輝
良
と
富
子
の
結
び
つ
き
は
強
く
、
誕
生

日
の
贈
答
は
輝
良
が
没
す
る
ま
で
毎
年
続
け
ら
れ
た
。
（
富
子
も
同
年
死
去
。
）

　

こ
の
よ
う
に
、
近
世
後
期
を
生
き
た
公
家
一
条
輝
良
に
と
っ
て
誕
生
日
は
と
て
も

身
近
な
も
の
で
あ
り
、
自
分
や
親
族
の
誕
生
日
を
毎
年
祝
う
こ
と
は
当
た
り
前
の
よ

う
な
習
慣
で
あ
っ
た
。

第
二
節
　
公
家
の
誕
生
日

　
近
世
の
公
家
の
中
で
も
、
輝
良
だ
け
が
誕
生
日
を
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
節
で
は
他
の
公
家
の
誕
生
日
を
見
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
西
洞
院
時

慶
、
土
御
門
泰
重
、
勧
修
寺
経
慶
、
一
条
忠
良
、
近
衛
忠
熈
、
一
条
忠
香
で
あ
る
。

　
近
世
初
期
に
生
き
た
時
慶
や
泰
重
の
誕
生
日
は
、
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
時
慶

（天
文

二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
～
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
）
の
誕
生
日
は
『
時

　
　
（
8
7
）

慶
卿

記
』
に
二
、
三
年
お
き
に
記
さ
れ
、
十
二
年
分
確
認
で
き
る
。
慶
長
十
五
年

（
一
六
一
〇
）
十
一
月
五
日
条
に
「
誕
生
日
ノ
祝
餅
酒
ヲ
上
下
家
中
へ
」
と
あ
る
よ

う
に
、
誕
生
日
を
祝
っ
て
餅
や
酒
を
家
中
に
振
舞
っ
て
い
る
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う

に

コ
、
宣
旨
（
時
慶
女
）
ヨ
リ
生
鯛
一
双
被
送
、
何
ヘ
モ
赤
飯
送
。
徳
十
左
衛
門

夫
婦
一
十
郎
等
来
祝
也
」
（
寛
永
十
五
年
十
一
月
五
日
）
娘
か
ら
鯛
が
贈
ら
れ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

親
類
、
友
人
に
馳
走
し
た
り
赤
飯
を
贈
っ
た
り
も
し
て
い
る
。
寺
社
へ
の
参
詣
（
代

参
）
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
時
慶
の
特
徴
で
あ
る
。

　
泰
重
（
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
～
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
）
の
誕
生
日
も
『
泰

　
　
（
8
9
）

重
卿
記
』
に
二
、
三
年
お
き
に
十
例
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
寛
永
六
年
正
月
八
日
の

例

を
見
て
み
よ
う
。
「
予
飯
後
依
誕
生
日
御
霊
社
へ
参
詣
也
。
別
当
法
眼
へ
三
十
疋

遣
候
。
神
前
被
参
候
」
こ
の
よ
う
に
、
時
慶
と
は
反
対
に
御
霊
社
へ
の
参
詣
だ
け
が

行
わ
れ
、
酒
宴
や
家
僕
へ
の
振
舞
い
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
祝
」
と
い
う
言

　
　
　
　
　
（
9
0
）

葉
も
現
れ
な
い
。

　
時
慶
も
泰
重
も
、
自
分
の
誕
生
日
は
意
識
し
て
何
ら
か
の
行
事
を
行
っ
て
き
た
が
、

息
子
な
ど
の
家
族
の
誕
生
日
に
関
し
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
特
別
な
こ
と
は
し
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
勧
修
寺
経
慶
は
、
武
家
伝
奏
を
務
め
た
経
広
の
長
男
で
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）

十
二
月
十
八
日
に
生
ま
れ
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
一
月
十
日
に
没
し
た
。
経
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

の

日
記
は
『
勧
慶
日
記
』
と
い
い
、
万
治
元
年
（
］
六
五
八
）
か
ら
宝
永
五
年
ま
で

残
っ
て
い
る
。
経
慶
も
誕
生
日
を
祝
う
こ
と
に
は
熱
心
で
、
自
分
の
他
に
息
子
と
孫

の

誕
生

日
を
祝
っ
て
い
る
。
経
慶
の
誕
生
日
は
、

　
　
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
十
二
月
十
八
日
「
今
日
予
誕
生
日
、
例
年
母
堂
其
外

　
　
則
地
下
来
会
処
、
当
年
時
儀
故
神
供
斗
供
肴
二
種
母
堂
進
上
候
処
、
推
而
夕
前

　
　
伍
餅
飯
勧
盃
家
口
饗
。
従
母
堂
御
霊
供
米
鮒
一
箱
被
下
也
。
弁
婦
来
会
従
予
以

　
　
宮
内
御
霊
社
代
参
地
下
出
入
口
一
人
も
不
参
客
礼
河
内
父
子
不
参
、
玉
井
監
物

　
　
半
口
口
谷
不
法
口
来
不
快
也
」

　
　
元

禄
十
二
年
十
二
月
十
八
日
「
早
天
以
内
匠
御
霊
社
神
楽
捧
也
。
供
米
頂
戴
於

　
　
家
内
餅
神
酒
肴
備
也
。
従
母
堂
如
例
御
霊
祓
供
米
肴
小
鮒
被
下
。
玉
井
依
所
労

　
　
半
忠
御
使
也
。
従
宰
相
夫
婦
生
鯛
一
折
送
。
　
餅
、
吸
物
祝
着
（
後
略
）
」

と
、
御
霊
社
に
神
楽
を
奉
納
し
、
供
米
を
頂
き
、
母
親
や
息
子
、
友
人
な
ど
か
ら
魚

類
や
果
物
を
贈
ら
れ
、
友
人
を
招
い
て
酒
宴
を
開
き
、
家
来
に
も
振
舞
い
を
す
る
一
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日
で
あ
っ
た
。
経
慶
の
誕
生
日
は
ほ
ぼ
毎
年
確
認
で
き
、
日
記
で
費
や
さ
れ
る
枚
数

も
か
な
り
多
い
。
誕
生
日
を
重
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
両
親
の
喪
中
で
も
鳴
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

停
止
令
が
出
て
い
て
も
、
な
し
崩
し
的
に
祝
が
行
わ
れ
て
い
る
。
元
禄
元
年
の
例
を

挙
げ
て
お
こ
う
。

　
　

十
二
月
十
八
日
「
今
日
、
予
誕
生
日
也
。
例
年
祝
儀
則
入
口
済
之
参
難
然
今
年

　
　
重
服
伍
一
切
停
止
　
　
之
処
、
弁
令
饗
仰
儀
少
々
来
儀
也
。
口
口
三
位
勘
解
由

　
　
入
来
弁
部
也
。
始
而
饗
二
口
也
。
伍
予
為
祝
　
儀
刀
一
腰
東
国
口
肴
一
荷
遣
。

　
　

乳
母
小
袖
ロ
ニ
ニ
百
疋
。
安
竹
羽
織
遣
也
」

　
子
供
な
ど
の
誕
生
日
に
つ
い
て
は
、
経
慶
は
長
男
サ
隆
（
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）

八
月
十
日
生
ま
れ
）
の
誕
生
日
に
、
次
の
よ
う
に
「
頭
弁
今
日
誕
生
日
為
祝
儀
餅
送

候

間
、
及
暮
祝
着
干
時
頭
蘭
入
来
候
間
、
幸
相
伴
遣
盃
事
。
」
（
元
禄
八
年
八
月
十

日
）
餅
を
贈
り
、
盃
を
交
わ
し
て
い
る
。
宝
永
四
年
と
五
年
に
は
、
サ
隆
の
長
男
高

顕

（元
禄
八
年
七
月
二
十
一
日
生
ま
れ
）
の
誕
生
日
が
確
認
で
き
る
。
宝
永
五
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

記
述

を
見
る
と
「
侍
従
誕
生
日
祝
儀
。
」
と
あ
る
だ
け
で
、
経
慶
と
の
関
係
が
離
れ

る
ほ
ど
、
誕
生
日
の
祝
が
簡
素
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
宝
永
元
年
、
経
慶
は
還
暦
を
迎
え
る
が
、
そ
の
年
は
誕
生
日
の
干
支
ま
で

が
偶
然
に
も
生
ま
れ
た
年
の
干
支
と
同
じ
甲
申
で
あ
っ
た
。
経
慶
は
「
予
誕
生
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

殊
年
日
甲
申
間
別
而
心
祝
儀
添
気
味
」
と
記
し
、
格
別
に
め
で
た
く
思
っ
て
い
る
様

子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
次
に
、
一
条
輝
良
の
長
男
忠
良
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
忠
良
の
誕
生
日
は
『
輝
良

公
記
』
の
中
で
輝
良
の
子
と
し
て
祝
わ
れ
て
い
た
が
、
忠
良
自
身
が
自
分
の
誕
生
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

を
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
『
忠
良
公
記
』
に
よ
っ
て
分
か
る
。

『忠
良
公
記
』
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
か
ら
残
っ
て
い
る
が
、
欠
け
る
月
の
あ

る
年
も
あ
り
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
か
ら
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
ま
で
ほ
ぼ

完
全
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
忠
良
は
父
輝
良
が
没
す
る
ま
で
自
分
の
誕
生
日
を
自
分
で

祝
っ
て
い
な
い
。
『
輝
良
公
記
』
と
『
忠
良
公
記
』
に
お
い
て
忠
良
の
誕
生
日
は
、

重

な
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
寛
政
八
年
以
降
は
毎
年
欠
か
す
こ
と
な

く
忠
良
は
自
分
の
誕
生
日
を
祝
っ
て
い
る
。
忠
良
の
誕
生
日
は
恒
例
の
花
見
の
日
に

当
た
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
宴
と
誕
生
日
の
祝
宴
が
兼
ね
ら
れ
た
。
享
和
二
年

（
一
八
〇

二
）
三
月
廿
二
日
条
に

　
　

此

日
余
生
日
二
付
上
御
霊
社
代
参
近
臣
奉
之
。
内
々
嘉
儀
二
付
一
統
家
僕
へ
給

　
　
祝
酒
、
母
公
御
方
6
生
魚
給
也
。
嘉
儀
二
付
御
入
砒
晒
花
賄
鹸
料
理
飯
酒
等
程
々

　
　

献
之
。
彼
方
三
ノ
間
ノ
者
迄
給
酒
撰
如
例
年
。
及
入
夜
有
口
歌
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
御
霊
社
に
代
参
を
遣
わ
し
、
母
親
か
ら
贈
物
を
さ
れ
、
家
僕
に
祝

酒
を
振
舞
っ
て
い
る
。
例
年
誕
生
日
の
前
日
に
は
祈
祷
の
文
を
持
っ
て
維
那
が
訪
れ

　
　
　
　
　
（
％
）

て

い

た
よ
う
で
、
こ
の
誕
生
日
の
あ
り
方
は
輝
良
と
変
わ
ら
な
い
。
忠
良
の
特
徴
と

い

え
ば
、
文
化
五
年
頃
か
ら
狂
言
を
催
し
て
い
る
の
が
何
度
か
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
文
化
七
年
三
月
廿
二
日
条
に
「
（
前
略
）
余
生
日
嘉
儀
井
花
宴
等
相
加
、

母
公
御
入
如
例
進
料
理
祝
酒
等
。
入
夜
狂
言
有
之
だ
培
経
㌔
諜
融
騨
挿
輸
醐
酢
批
」
と
あ

る
。

　
忠
良
の
誕
生
日
で
興
味
深
い
の
は
、
享
和
二
年
二
月
二
十
二
日
の
以
下
の
記
事
で

あ
る
。
「
此
日
余
生
日
祈
祷
於
東
福
一
山
令
執
。
但
圧
胆
遷
罷
鮒
。
」
例
年
、
忠
良
の
誕

生

日
の
祈
祷
は
当
日
東
福
寺
で
行
わ
れ
、
維
那
は
前
日
の
三
月
二
十
一
日
に
、
祈
祷

文
に
加
筆
を
し
て
も
ら
う
た
め
忠
良
を
訪
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
は
三
月
に
東
福

寺
の
開
帳
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
忠
良
の
祈
祷
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
が
分
か
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ち
ょ
う
ど
ひ
と
月
前
の
二
月
二
十
二
日
に
祈
祷
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
変
更
は
、
恐
ら
く
事
前
に
東
福
寺
側
か
ら
知
ら
せ
て
き

た
の
で
あ
り
、
三
月
に
な
っ
て
か
ら
延
引
し
た
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
も
周
到
さ
を

感

じ
る
。
つ
ま
り
、
寺
に
は
決
ま
っ
た
日
に
祈
祷
を
す
る
人
の
名
簿
が
あ
り
、
毎
回

そ
れ
に
基
づ
い
て
洩
ら
さ
ぬ
よ
う
に
祈
祷
文
の
持
参
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
ひ
と
月
前
へ
の
変
更
も
、
そ
れ
故
に
円
滑
に
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
契
約
が
少
な
く
と
も
父
子
二
代
に
亘
っ
て
何
十
年
も
続
い
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
誕
生
日
の
行
事
が
公
家
に
と
っ
て
も
寺
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
馴
染
み
深
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い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次

に
、
幕
末
の
公
家
で
あ
り
近
衛
家
最
後
の
関
白
と
な
っ
た
、
近
衛
忠
熈
（
文

化
五
年
～
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
）
を
取
り
上
げ
る
。
忠
熈
に
は
文
政
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

（
一
八
二

〇
）
か
ら
明
治
十
一
年
ま
で
続
く
膨
大
な
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
初

め
の
方
は
各
月
が
揃
っ
て
お
ら
ず
、
誕
生
日
が
確
認
で
き
る
の
は
嘉
永
の
末
頃
か
ら

で

あ
る
。
日
記
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
七
月
廿
一
日
条
を
見
る
と
、
＝
、
御

誕
生

日
二
付
御
霊
江
御
代
参
表
6
例
年
之
通
。
放
生
供
安
禅
寺
参
上
例
之
通
」
と
あ

り
、
御
霊
社
へ
代
参
を
遣
わ
し
、
放
生
供
養
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、
忠
熈
の
誕
生
日
は
七
月
十
四
日
で
あ
っ
た
が
、
長
い
間
二
十
一
日
に
祝
わ
れ
て

い

た
。
そ
れ
が
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
、
＝
、
御
誕
生
日
二
付
放
生
供
養

例
年
之
通
参
上
　
安
禅
寺
　
放
生
雀
　
是
迄
廿
一
日
之
故
、
今
日
真
実
御
誕
日
二
つ

き
当
年
冶
今
日
あ
ら
は
す
也
」
こ
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
忠
熈
の
場
合
が
放

生

供
養
で
あ
る
よ
う
に
、
公
家
の
誕
生
日
の
あ
り
方
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
る
。

　
最
後
に
、
一
条
忠
良
の
嗣
子
忠
香
の
誕
生
日
を
見
て
お
こ
う
。
輝
良
の
孫
で
も
あ

る
忠
香
は
、
文
化
九
年
二
月
十
三
日
に
生
ま
れ
た
の
で
、
『
輝
良
公
記
』
に
も
『
忠

良
公
記
』
に
も
、
そ
の
誕
生
日
は
現
れ
な
い
。
忠
香
の
日
記
は
三
条
忠
香
日
記
抄
』

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
誕
生
日
に
関
す
る
記
事
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
し
か
し
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
分
の
日
記
が
、
『
撲
記
』
と
い
う
名

で
東
大
史
料
編
纂
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
を
見
る
と
、
忠
香
と
そ
の
子
女

の

誕
生

日
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
忠
香
の
誕
生
日
は

　
　
今
日
予
誕
生
日
祝
有
之
。
難
神
事
、
中
森
澤
丹
後
介
宅
6
東
福
寺
へ
代
参
相
勤
、

　
　
又

宅
へ
帰
ル
様
こ
と
申
遣
事
。
昼
小
豆
飯
焼
物
な
ま
す
煮
物
等
如
例
出
之
事
。

　
　
右
二
付
上
御
霊
社
へ
代
参
右
近
相
勤
之
事
。
御
札
受
帰
ル
也
。

　
　
　
（
9
8
）

と
記
さ
れ
、
東
福
寺
と
の
関
係
も
続
き
、
上
御
霊
社
に
も
家
臣
を
派
遣
し
て
い
る
。

誕
生

日
に
小
豆
飯
や
な
ま
す
な
ど
を
食
べ
る
の
が
恒
例
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

実
良
の
誕
生
日
に
も
、
上
御
霊
社
に
代
参
を
遣
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
娘
と
見
ら
れ

る
人
物
の
誕
生
日
の
記
事
を
見
て
み
る
と
、
「
来
四
日
順
子
誕
生
日
祝
之
処
御
構
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ン
ヂ
ャ
ウ
ニ
チ

ニ

付
、
今
日
内
々
小
豆
飯
焼
物
な
ま
す
煮
物
等
祝
之
。
初
度
二
付
上
御
霊
社
へ
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜘
）

参
貫
名
右
近
御
札
受
帰
ル
事
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
初
度
」
と
い
う
語
に
「
タ

ン
ヂ
ヤ
ウ
ニ
チ
」
と
振
り
仮
名
が
振
っ
て
あ
る
。
忠
香
が
初
度
と
い
う
漢
語
を
、
わ

ざ
わ
ざ
振
り
仮
名
を
付
け
て
も
使
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
か

ら
当
時
の
人
々
は
「
誕
生
日
」
を
現
在
と
は
異
な
り
、
「
た
ん
じ
ょ
う
に
ち
」
と
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
期
）

音
し
て
い
た
と
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
一
条
輝
良
も
含
め
て
七
人
の
公
家
の
誕
生
日
を
見
て
き
た
。
近
世
中
期
の

公
家
を
見
て
い
な
い
こ
と
や
、
七
人
の
う
ち
三
人
が
親
・
子
・
孫
の
関
係
に
あ
る
こ

と
な
ど
、
偏
り
が
あ
る
点
は
否
め
な
い
が
、
近
世
の
公
家
の
誕
生
日
行
事
を
、
大
枠

で

つ
か

む
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
人
差
は
あ
っ
て
も
、
公
家
た

ち
が
自
分
や
周
り
の
人
の
誕
生
日
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で

あ
る
。
今
回
は
、
既
に
分
か
っ
て
い
る
誕
生
日
の
部
分
し
か
史
料
を
見
て
い
な
い
の

で
、
隈
な
く
見
れ
ば
庶
子
や
知
人
の
誕
生
日
が
ま
だ
見
つ
か
る
と
推
測
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
『
忠
良
公
記
』
享
和
三
年
八
月
十
五
日
条
に
、
「
談
山
（
多
武
峰
社
の
神
職
か
）

御
生
日
二
付
供
神
膳
参
社
如
例
勤
之
」
と
、
家
族
以
外
の
人
物
の
誕
生
日
が
記
さ
れ

て

い

る
の
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
人
の
誕
生
日
に
贈
物
を
し
た
り
、
子
供
や

孫
の
誕
生
日
を
祝
う
の
は
、
日
常
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
公
家
た
ち
は
毎
年

自
分
の
誕
生
日
祝
を
最
も
盛
大
に
行
っ
た
。
周
り
に
贈
物
を
も
ら
っ
た
り
す
る
だ
け

で

な
く
、
自
己
の
誕
生
日
を
積
極
的
に
祝
っ
た
の
で
あ
る
。
寺
社
へ
代
参
を
遣
わ
す

こ
と
や
、
家
僕
に
も
祝
酒
を
振
舞
う
こ
と
も
、
誕
生
日
と
い
う
行
事
を
自
ら
主
催
し

て

い

る
と
い
う
表
れ
で
は
な
い
か
。
公
家
に
と
っ
て
の
誕
生
日
は
、
家
中
で
行
わ
れ

る
年
中
行
事
の
一
つ
で
、
節
句
と
同
じ
よ
う
に
生
活
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

③
そ
の
他
の
誕
生
日

こ
こ
ま
で
、
将
軍
と
公
家
の
誕
生
日
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
他
の
階
層
の
人
々
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は
誕
生
日
を
ど
の
よ
う
な
日
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
節
　
天
皇
の
誕
生
日

誕
生

日
を
祝
う
習
慣
が

　

ま
ず
は
、
天
皇
の
誕
生
日
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
「
は
じ
め
に
」
で
少
し
触
れ
た

が
、
天
皇
の
誕
生
日
は
、
基
本
的
に
毎
月
祝
っ
て
い
た
。
（
表
2
参
照
）
『
後
水
尾

院
当
時
年
中
行
事
　
下
』
に
は
、
誕
生
日
に
行
う
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

（㎜
）

る
。一

、
御
誕
生
日
に
は
千
巻
心
経
を
よ
ま
せ
ら
る
、
女
中
の
人
数
こ
よ
り
て
配
分
あ

　
　

る
也
、
上
中
下
の
員
数
差
別
あ
り
、
た
と
へ
は
上
腸
分
の
人
五
十
巻
、
中
臆
分

　
　
四

十
五
巻
或
は
三
十
五
巻
、
下
膜
は
二
十
巻
或
は
三
十
巻
な
と
や
う
な
り
、
毎

　
　
月
の
事
な
り
。

一

、
御
誕
生
日
の
御
祝
は
、
れ
ん
た
い
に
て
、
へ
た
く
の
か
ち
ん
に
て
、
御
さ
か

　
　
つ
き
一
献
ま
ゐ
る
、
院
、
女
院
な
と
へ
も
御
い
は
ひ
旨
ル
。

女
官
が
千
巻
心
経
を
諦
み
、
小
豆
餅
（
へ
た
く
の
か
ち
ん
）
が
出
て
杯
事
を
す
る
。

そ
し
て
、
天
皇
か
ら
院
や
女
院
な
ど
へ
祝
儀
が
贈
ら
れ
た
。
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』

の

記
述
で

は
、
誕
生
日
祝
は
毎
月
の
も
の
は
簡
単
に
行
わ
れ
、
正
誕
生
日
は
盛
大
で

　
　
　
　
　
　
　
（
叩
）

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
皇
だ
け
で
は
な
く

皇
太
子
や
皇
子
皇
女
の

誕
生

日
も
餅
な
ど
で
祝
わ
れ
て
い
た
が
、
正
誕
生
日
だ
け
で

あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
で
は
天
皇
の
誕
生
日
は
内
々
で
祝
わ
れ
、
公
家
の
日
記
で
も
天
皇

の

誕
生

日
に
関
す
る
記
事
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
『
光
豊
公
記
』

慶
長
十

二
年
（
一
六
〇
七
）
二
月
十
五
日
条
や
慶
長
十
五
年
二
月
十
五
日
条
に
「
夜

二
入
御
誕
生
日
（
後
陽
成
天
皇
十
二
月
十
五
日
生
ま
れ
）
ノ
御
祝
有
之
、
五
辻
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
凹

砥
候
」
、
「
今
日
主
上
（
同
）
御
誕
生
日
、
被
召
ヲ
（
カ
）
依
所
労
不
参
候
」
と
あ
る

よ
う
に
、
公
家
が
祝
儀
に
召
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
節
　
上
級
武
士
の
誕
生
日

　

上
級
武
士
の

誕
生

日
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
史
料
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
大
名
の
誕
生
日
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
秋
田
藩
主
佐
竹
義
宣
の
誕
生
日
が
、
藩
士
梅
津
政
景
の
日
記
に
記
さ
れ
て

　
（
皿
）

い

る
。
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
七
月
十
六
日
条
に
＝
、
御
城
二
而
　
御
誕
生

日
（
佐
竹
義
宣
）
之
御
祝
有
、
拙
者
式
も
罷
出
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
城
で
誕
生
日

の

祝
儀
が
開
か
れ
、
家
臣
が
出
席
し
て
い
た
。
寛
永
八
年
の
同
日
に
は
＝
、
如

毎
年
之
御
具
足
之
餅
御
祝
有
り
」
と
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
も
義
宣
の
誕
生
日
祝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
秋
田
藩
年
中
行
事
』
と
い
う
史
料
の

中
で
、
誕
生
日
ら
し
き
行
事
に
お
い
て
家
臣
に
餅
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
史
料
に
は
、
秋
田
藩
の
一
年
の
行
事
が
元
旦
か
ら
順
に
、
乾
坤
の
二
冊
に

亘

っ

て

記

さ
れ
て
お
り
、
内
容
か
ら
文
政
期
以
降
に
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
七
月
十
七
日
の
項
に
、
「
御
代
二
依
て
違
ふ
」
と
書
か
れ
、
藩
主
が
出
御

し
、
側
方
・
表
方
・
番
方
な
ど
の
家
臣
が
目
通
り
し
て
餅
、
酒
を
賜
わ
る
と
い
う
内

　
　
　
　
　
　
　
’
冊
）

容
の
行
事
が
あ
る
が
、
七
月
十
七
日
は
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
か
ら
弘
化
三

年
（
一
八
四
六
）
ま
で
藩
主
を
務
め
た
佐
竹
義
厚
の
誕
生
日
で
あ
る
。
主
出
御
の
有

無
は
異
な
る
が
、
行
事
の
内
容
が
将
軍
の
誕
生
日
と
よ
く
似
て
お
り
、
日
付
が
代
に

よ
っ
て
違
う
と
い
う
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
秋
田
藩
の
歴
代
藩
主
の
誕
生
日
の
行

事

は
、
こ
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
『
新
井
白
石
日
記
』
に
は
、
甲
府
藩
主
時
代
の
徳
川
家
宣
（
綱
豊
）
の
誕
生
日
が

　
　
　
　
　
（
鴻
）

記

さ
れ
て
い
る
。
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
四
月
廿
五
日
条
に
「
今
日
　
御
誕
生

日
之
御
祝
儀
」
と
あ
る
か
ら
、
白
石
は
出
仕
し
て
い
な
い
も
の
の
、
城
で
は
祝
儀
が

行
わ

れ

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
『
南
紀
徳
川
史
』
に
は
、
十
代
紀
州
藩
主
治
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
凹

が
誕
生

日
祝
儀
を
行
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
六

月
十
八
日
条
に
「
御
誕
生
日
二
付
、
御
八
十
御
賀
御
含
ニ
テ
御
附
属
且
御
用
兼
帯
之

面
へ
被
下
物
等
有
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藩
主
付
き
で
役
職
に
あ
る
者
に
下
さ
れ
物
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天皇誕生日表（『お湯殿の上の日記』にみる天皇の毎月の誕生日　後陽成～東山）表2

後陽成　12．15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

元亀2～天正7

天正8 ○

天正9～天正13

天正14 ○

15 ○ ○ 欠 欠 欠 欠

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 ○ 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

文禄1～3 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

文禄4 ○ 欠 欠 欠 欠

慶長1～2 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

慶長3 ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ θ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○

7

8 ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○

10

11

12 ○ ○

13 ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

慶長17～元和3 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

後水尾6．4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

慶長1～2 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

慶長3～5

慶長6 ○

7

8

9

10

11

12

13 ○

14

15 ○

慶長16～寛永1 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

寛永2 ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

寛永3～6 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

寛永7～延宝2 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

延宝3～8

明正ll．19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

元和9～寛永1 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

寛永2 ○

寛永3～5 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

寛永6～20 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

正保1～延宝2 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

延宝3 ○

4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

8 ○

天和1 ○

2 ○

3 ○

貞享1 ○

2 ○

3 ○

4 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

元禄1～9 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

後光明3．12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12

寛永10～19 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

寛永20～承応3 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

後西ll．16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

寛永14～承応2 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

承応3～寛文3 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

寛文4～延宝2 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

延宝3
4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

8 ○

天和1 ○

2 ○

3 ○

貞享1 ○

2
一 ｝ 一 一 一 一 一 一 一 一

霊元5．25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12

承応3～寛文2 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

寛文3～延宝2 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

延宝3 ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

6 欠 ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

7 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

天和1 ○ ○ ○ ○

2 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ◎ 欠 ○ 欠

貞享1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

3 ○ ○

4 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

元禄1～享保17 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

東山9．3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

延宝3
4

5

6

7 ○

8

天和1 ○

2 ○

3

貞享1 ○

2 ○

3

4 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

元禄1～宝永6 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠 欠

○印…祝のあった月

◎印…閏月だけ祝があった

◎印…正の月と閏月の両方に祝があった

太枠内は在位中
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鵜澤由美［近世における誕生日］

が
あ
っ
た
。
傘
寿
の
祝
を
兼
ね
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
他
の
年
も
、
ま
た
他
の

藩
主
も
誕
生
日
に
行
事
を
し
て
い
た
か
否
か
は
分
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
大
名
が
息
子
の
誕
生
日
を
祝
っ
て
い
る
姿
が
見
え
る
の
が
、
『
池
田
光
政
日
記
』

で

あ
る
。
光
政
は
、
長
男
の
綱
政
の
誕
生
日
を
一
度
だ
け
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

＝
、
晩
二
伊
与
（
綱
政
満
十
八
歳
）
所
へ
如
嘉
例
振
る
舞
い
、
福
様
（
福
照
院

光
政

母
）
御
出
、
誕
生
日
ノ
祝
か
た
く
、
礼
衆
十
人
」
（
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）

正

月
五
日
）
綱
政
の
誕
生
日
は
正
月
五
日
で
あ
る
た
め
、
正
月
恒
例
の
振
舞
い
と
兼

ね

て

祝
っ
た
よ
う
だ
。
光
政
の
日
記
は
飛
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
、
毎
年
こ

の

よ
う
に
祝
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
節
　
下
級
武
士
・
医
師
の
誕
生
日

　
次
い
で
、
下
級
武
士
や
庶
民
に
近
い
層
を
見
て
み
よ
う
。
本
節
で
は
四
人
の
武
士

と
一
人
の
医
師
が
記
し
た
日
記
を
材
料
に
、
誕
生
日
の
様
子
を
概
観
す
る
。

　
〈
朝
日
重
章
〉

　

朝
日
重
章
は
、
近
世
前
中
期
の
尾
張
藩
士
で
あ
る
。
重
章
は
延
宝
二
年

（
一
六
七

四
）
に
城
代
同
心
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
知
行
百
石
の
他
に
元
禄
十
三
年

（
一
七
〇

〇
）
か
ら
は
御
畳
奉
行
の
役
料
四
十
俵
が
あ
っ
た
。
重
章
に
は
母
親
の
違

う
二
人
の
娘
が
い
た
が
、
ど
う
い
う
訳
か
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
に
生
ま
れ
た
後

妻
の
娘
あ
ぐ
り
の
誕
生
日
だ
け
を
、
毎
年
祝
っ
て
い
る
。
重
章
の
日
記
『
鶉
鵡
籠
中

（
m
）

記
』
正
徳
五
年
十
一
月
七
日
条
に
、
「
ア
グ
リ
誕
生
の
い
わ
ひ
、
弥
四
・
家
内
・
勘
太
・

分
四
妻

に
夕
飯
出
す
。
文
四
と
久
次
は
暮
6
来
る
。
友
四
・
勘
太
の
外
い
つ
れ
も
夜

食

出
し
、
亥
比
帰
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
重
章
が
普
段
か
ら
親
し
く
し
て
い
る
友
人

を
招
き
、
馳
走
を
し
て
い
る
。
こ
の
友
人
た
ち
は
毎
年
顔
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
あ

（氾
）る

。
ま
た
、
重
章
自
身
の
誕
生
日
は
見
え
な
い
。

　
〈
石
橋
生
庵
〉

　
石
橋
生
庵

は
、
紀
州
藩
の
家
老
の
侍
読
兼
医
師
で
あ
る
。
家
老
三
浦
氏
の
家
臣

の

三

男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
儒
学
や
医
学
の
能
力
を
認
め
ら
れ
て
三
浦
氏
へ
出

仕
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
初
め
年
二
両
の
給
金
か
ら
次
第
に
加
増
さ
れ
、
元
禄
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

に
は
三
十
石
三
人
扶
持
の
給
金
で
あ
っ
た
。
生
庵
は
、
長
男
と
次
男
の
誕
生
日
を
日

　
　
　
（
4
1
1
）

記

『家
乗
』
に
記
し
て
い
る
。
延
宝
三
年
九
月
廿
七
日
条
を
見
る
と
、
「
大
（
マ
マ
）

郎
吉
誕
節
也
。
朝
饗
外
姑
早
女
三
九
郎
竹
吉
兵
衛
夫
婦
。
飯
後
婦
翁
来
有
酒
」
と
あ

る
よ
う
に
、
姑
や
知
人
を
饗
応
し
て
い
る
。
こ
れ
は
長
男
太
郎
吉
の
初
誕
生
の
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
理

で

あ
る
が
、
翌
年
に
は
、
「
太
郎
吉
誕
節
也
。
家
室
妹
来
」
と
、
記
事
は
簡
単
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

の

に
な
り
、
そ
れ
以
降
は
途
絶
え
る
。
次
男
に
は
初
誕
生
の
記
録
だ
け
が
あ
り
、
他

の

二
男
一
女
の
誕
生
日
の
記
事
は
な
い
。
生
庵
の
誕
生
日
に
も
何
も
行
っ
て
い
な
い

よ
う
だ
が
、
誕
生
日
と
い
う
も
の
に
馴
染
み
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
ろ

（
m
）

・
つ
。

　
〈
渡
部
平
太
夫
・
渡
部
勝
之
助
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朋
）

　
『
桑
名
日
記
』
と
『
柏
崎
日
記
』
と
い
う
日
記
が
あ
る
。
桑
名
藩
士
渡
部
平
太
夫

の
養
子
勝
之

助
は
藩
の
飛
び
地
で
あ
る
柏
崎
に
赴
任
と
な
り
、
長
男
鐙
之
助
は
桑
名

に
残
っ
て
祖
父
母
に
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
柏
崎
に
は
勝
之
助
の
妻
や
そ
の

他
の
子
が
お

り
、
互
い
の
状
況
を
知
ら
せ
る
た
め
に
日
記
が
交
換
さ
れ
た
。
そ
れ
が

こ
の
二
つ
の
日
記
で
あ
る
。
『
桑
名
日
記
』
は
平
太
夫
が
、
『
柏
崎
日
記
』
は
勝
之
助

が
記

し
た
。
渡
部
家
は
十
石
三
人
扶
持
程
度
の
家
柄
で
、
柏
崎
で
の
勝
之
助
は
勘
定

方
や
公
事
方
な
ど
を
兼
務
し
た
。
日
記
は
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
二
月
（
『
柏
崎

日
記
』
は
八
月
）
か
ら
嘉
永
元
年
（
一
八
四
入
）
三
月
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。

　
錬
之
助
を
育
て
て
い
た
桑
名
で
は
彼
の
誕
生
日
行
事
を
行
っ
た
。
天
保
十
年
十
二

月
八
日
条
を
見
る
と
、
「
錬
之
助
た
ん
じ
よ
う
日
二
つ
き
あ
か
の
ま
・
を
た
く
。
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

ぢ
や
う
じ
る
こ
て
留
五
郎
を
よ
ぶ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
柏
崎
で
は
長
女
、
次
男
、
三

男
の
も
の
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
長
女
の
お
ろ
く
の
誕
生
日
は
天
保
十
三
年
の
一

度
だ

け
が
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
、
「
今
日
ハ
お
ろ
く
の
誕
生
日
ゆ
へ
、
あ
か
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

ん

ま
に
豆
ふ
汁
が
出
来
申
候
」
次
男
の
真
吾
は
満
三
歳
ま
で
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
。

弘
化
二
年
（
一
入
四
五
）
四
月
十
一
日
条
に
、
「
真
吾
の
誕
生
日
二
付
、
小
豆
め
し

焼
き
、
螂
の
切
身
わ
ら
ひ
煮
付
致
し
、
御
下
横
目
弥
兵
ヱ
も
参
候
よ
し
、
呼
ん
で
一
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盃
為
呑
。
運
公
惣
兵
ヱ
も
丁
度
の
所
へ
参
り
、
四
五
人
こ
て
刺
身
沢
山
有
之
、
何
れ

も
暮
合
二
被
帰
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
小
豆
飯
を
炊
い
て
魚
を
煮
、
隣
人
な
ど
を
招

　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

い
て

宴
会
を
し
て
い
る
。
次
女
は
誕
生
日
を
迎
え
る
前
に
死
去
し
、
三
男
は
難
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
1
）

だ

っ

た
た
め
に
、
そ
の
誕
生
日
は
妻
の
「
命
拾
ひ
日
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
興
味

深
い
の
は
、
柏
崎
で
も
不
在
の
鐙
之
助
の
誕
生
日
を
、
桑
名
よ
り
も
熱
心
に
長
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閃
）

行
い
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
長
男
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
離
れ
て
い

る
我
が
子
へ
の
思
い
が
強
く
な
る
と
い
う
こ
と
の
両
方
か
ら
こ
の
よ
う
な
状
態
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
桑
名
と
柏
崎
の
両
方
で
鎌
之
助
の
誕
生
日
が
記

録
さ
れ
て
い
る
年
が
な
い
の
が
不
思
議
だ
が
、
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

　
赤
飯
を
炊
き
、
神
棚
に
神
酒
を
上
げ
、
料
理
を
作
り
、
近
所
の
人
た
ち
を
呼
ぶ
の

が
平
均
的
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
〈
門
屋
養
安
〉

　

門
屋
養
安
は
秋
田
藩
の
院
内
銀
山
の
お
抱
え
医
師
で
あ
る
。
養
安
は
寛
政
四
年

（
一
七
九

二
）
に
生
ま
れ
、
生
涯
の
大
部
分
を
院
内
銀
山
町
で
過
ご
し
、
明
治
⊥
ハ
年

（
一
八
七

三
）
に
没
し
た
。
天
保
六
年
か
ら
明
治
二
年
ま
で
の
日
記
を
書
き
残
し
て

　
（
朋
）

い

る
。
こ
の
日
記
で
は
、
養
安
自
身
の
誕
生
日
と
、
孫
た
ち
の
誕
生
日
を
見
る
こ
と

が
で

き
る
。
養
安
の
誕
生
日
は
一
月
八
日
で
、
医
学
の
神
様
で
あ
る
神
農
を
祀
る
初

神
農
の
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
養
安
は
、
藩
主
直
筆
の
「
神
農
」
の
書
の
掛
け
軸
を

掲
げ
神
酒
と
御
膳
を
供
え
て
祀
っ
た
が
、
誕
生
日
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は

嘉
永
六
年
と
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
二
回
だ
け
で
あ
る
。
安
政
三
年
の
例
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

て

み

る
と
、
「
一
、
初
神
農
、
誕
生
日
祝
義
、
昼
」
と
あ
る
。
養
安
の
場
合
は
、
毎
．

年
初
神
農
と
誕
生
日
を
合
わ
せ
た
祝
儀
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

孫
の

誕
生

日
は
、
五
男
三
女
の
う
ち
三
男
二
女
の
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
次
男

（長
男
は
満
一
歳
で
死
去
）
を
除
い
て
初
誕
生
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

次

男
の
誕
生
日
も
二
回
し
か
現
れ
な
い
の
で
、
養
安
の
家
で
は
、
子
供
の
誕
生
日
に

関
し
て
基
本
的
に
通
過
儀
礼
で
あ
る
初
誕
生
だ
け
を
祝
い
、
そ
れ
以
降
は
余
り
気
に

し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
祝
い
方
は
簡
素
で
、
一
例
だ
け
挙
げ
る
と
安

政
三

年
十
二
月
十
九
日
条
に
＝
、
才
次
（
泰
安
（
養
安
養
子
）
三
男
）
誕
生
日
、

産
神
様
江
神
酒
・
御
膳
相
備
候
。
相
之
山
姥
参
候
。
何
も
肴
無
之
候
間
、
使
な
し
。

惣
八
妻
、
参
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
産
土
神
に
神
酒
を
供
え
、
内
祝
い
を
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
随
）

が
、
準
備
が
調
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
知
人
を
招
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
下
級
武
士
や
医
師
な
ど
庶
民
に
近
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
々
の

誕
生

日
を
見
る
と
、
上
級
武
士
や
公
家
と
は
異
な
る
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

上
級
武
士

な
ど
が
当
主
の
誕
生
日
を
中
心
に
行
事
を
行
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
下

級
武
士
た
ち
の
視
線
は
、
子
供
や
孫
と
い
っ
た
幼
児
に
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

親
類
や
家
族
と
親
し
く
し
て
い
る
人
を
招
い
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ご
馳
走
を
食
べ
て

い

る
様
は
、
現
代
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
将
軍
家
や
公
家
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

儀
礼
性

は
薄
く
、
純
粋
に
子
供
の
無
事
な
成
長
を
喜
ん
で
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
長

男
が
重
視
さ
れ
、
庶
子
の
中
で
も
男
児
の
誕
生
日
の
記
事
が
多
い
と
い
う
点
が
、
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
惚
）

世
な
ら
で
は
と
い
え
よ
う
。

第
四
節
　
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
に
見
え
る
誕
生
日

　
次

に
、
庶
民
に
も
誕
生
日
の
習
慣
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。
個

別
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
各
地
方
に
お
け
る
誕
生
日
の
様
子
を

　
　
　
　
　
　
（
問
）

『諸
国
風
俗
間
状
答
』
と
い
う
史
料
か
ら
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、
文
化

十
二
、
三
年
（
一
八
一
五
、
一
六
）
頃
に
国
学
者
の
屋
代
弘
賢
ら
が
、
諸
国
の
風
俗

を
知
る
た
め
に
各
地
方
の
友
人
に
、
四
季
の
行
事
や
冠
婚
葬
祭
の
様
子
に
つ
い
て
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

ね

た
『
諸
国
風
俗
間
状
』
へ
の
回
答
で
あ
る
。
全
国
二
十
二
地
域
の
回
答
が
残
っ
て

い

る
が
、
「
年
々
誕
生
日
の
い
は
ひ
如
何
様
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
「
祝
っ
て

い

な
い
」
と
い
う
答
え
を
含
め
て
十
四
地
域
が
回
答
を
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
越

後
国
長
岡
領
と
肥
後
国
天
草
郡
は
、
年
々
の
祝
い
は
な
い
と
い
う
。

　
残
り
の
地
域
を
見
る
と
、

陸
奥
国
白
川
領
風
俗
間
状
答
「
町
在
共
に
、
誕
生
日
に
は
産
土
神
へ
神
酒
を
備
へ
、

小
豆
飯
に
通
例
の
軽
き
煮
し
め
な
ど
い
た
し
祝
ひ
候
ま
で
に
御
座
候
」
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出
羽
国
秋
田
領
風
俗
問
状
答
「
陰
陽
の
膳
、
二
膳
を
供
ふ
。
一
方
は
か
な
ら
ず
赤
小

豆
飯
な
り
。
姻
家
な
ん
ど
を
招
き
、
饗
応
等
異
な
る
事
候
は
ず
」

常
陸
国
水
戸
領
風
俗
間
状
答
「
常
式
な
し
。
貴
賎
貧
福
に
て
異
也
」

三

河
国
吉
田
領
風
俗
間
状
答
「
五
歳
七
歳
な
ど
の
祝
ひ
に
異
な
る
こ
と
な
し
」

大
和
国
高
取
領
風
俗
間
状
答
「
大
概
誕
生
の
翌
年
一
度
祝
ひ
候
計
、
年
々
の
祝
は
貴

人
其
外
武
家
に
て
は
祝
ひ
候
、
以
下
は
祝
ひ
不
申
候
」

丹
後
国
峯
山
領
風
俗
間
状
答
「
此
儀
無
御
座
候
旨
、
町
年
寄
共
申
出
候
。
但
御
家
中

に
て
は
、
小
豆
飯
・
神
酒
等
神
棚
へ
供
し
、
祝
ひ
候
儀
御
座
候
」

備
後
国
福
山
領
風
俗
間
状
答
「
年
々
神
棚
へ
神
酒
・
灯
明
を
供
へ
、
氏
神
へ
参
詣
仕

候
の
み

の
事
、
是
さ
へ
大
抵
は
不
仕
候
人
多
く
候
」

備
後
国
品
治
郡
風
俗
間
状
答
「
餅
摘
、
神
に
備
へ
、
隣
家
親
族
へ
送
り
、
産
社
へ
詣
、

家
内
親
族
盃
祝
仕
も
有
之
。
又
多
は
二
歳
、
三
歳
迄
に
て
止
申
者
も
御
座
候
」

備
後
国
沼
隈
郡
浦
崎
村
風
俗
間
状
答
「
当
村
に
て
は
多
仕
も
の
無
御
座
候
。
少
々
相

祝
候
者
も
御
座
候
」

淡
路
国
風
俗
間
状
答
「
年
々
誕
生
日
を
祝
事
は
余
り
な
し
。
所
に
よ
り
、
毎
年
餅
を

掲
、
赤
小
豆
飯
を
祝
も
あ
り
」

阿
波
国
風
俗
間
状
答
「
誕
生
日
は
、
赤
小
豆
飯
に
て
神
祭
を
い
た
し
、
家
内
祝
ひ
申

候
」阿

波
国
高
河
原
村
風
俗
間
状
答
「
誕
生
日
の
祝
ひ
の
義
は
、
神
に
御
酒
・
赤
小
豆
飯

仕
供
、
家
内
も
祝
ひ
申
義
に
て
御
座
候
」

こ
の
よ
う
に
、
武
士
な
ど
身
分
の
高
い
人
物
し
か
祝
わ
な
い
、
一
部
の
人
し
か
祝
わ

な
い
、
祝
っ
て
も
二
、
三
歳
ま
で
で
止
め
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
地
域
も
あ
る
が
、

毎
年
決
ま
っ
た
祝
い
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
従
っ
て
、
庶
民
の
間
に
も
、

誕
生

日
を
祝
う
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
祝
い
方
は
、
神

棚

に
神
酒
や
餅
、
赤
飯
を
供
え
た
り
、
産
土
神
に
詣
で
た
り
、
赤
飯
な
ど
で
小
宴
を

開
き
親
類
を
招
い
た
り
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
五
歳
、
七
歳
の
祝
い
」
や
「
初

誕
生
」
の
語
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
地
域
は
、
誕
生
日
と
い
え
ば
子
供
の
も
の
が
中

心

と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
大
人
の
誕
生
日
も
祝
う
の
か
、

子
供
だ

け
で
あ
る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
い

ず
れ
に
せ
よ
、
諸
国
の
風
俗
を
問
う
際
に
誕
生
日
祝
い
が
冠
婚
葬
祭
の
一
つ
と

し
て
認
識
さ
れ
、
毎
年
祝
っ
て
い
る
地
域
も
中
に
は
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
は
、

誕
生

日
が
庶
民
に
と
っ
て
も
全
く
親
し
み
の
な
い
行
事
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分

か

る
。
近
世
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
全
国
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
誕
生
日
の
習
慣
は
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

④
誕
生

日
の
あ
り
方

　
近
世
の
人

々
に
と
っ
て
、
誕
生
日
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
日
で
あ
っ
た

の

か
。
む
ろ
ん
、
身
分
や
階
層
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で

明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
様
々
な
層
の
人
た
ち
の
生
活
の
中
に
誕
生
日
と
い
う

考
え
方
、
習
慣
が
遍
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
誕
生
日
に
対
し
て
、
共
通
す
る

考
え
方
や
意
味
付
け
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
近

世

に
お
け
る
誕
生
日
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

　
ま
ず
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
様
々
な
人
の
誕
生
日
を
総
合
し
て
分
析
し
、
誕
生

日
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
誕
生

日
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
し
て
特
徴
的
な
の
が
、
産
土
神
へ
の
参
詣
（
代

参
）
や
寺
で
の
祈
祷
で
あ
る
。
将
軍
の
中
で
は
家
継
が
、
父
家
宣
の
産
土
神
で
あ
る

根
津
権
現
へ
奉
納
を
し
て
い
る
。
公
家
の
ほ
と
ん
ど
が
上
、
あ
る
い
は
下
御
霊
社
に

参
詣

し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
御
霊
社
が
公
家
の
産
土
神
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら

　
　
　
　
　
（
鋤
）

の

よ
う
で
あ
る
。
御
霊
社
は
中
世
以
来
天
皇
家
の
崇
敬
が
厚
く
、
そ
の
産
土
神
と
奉

ぜ
ら
れ
、
至
徳
元
年
（
二
二
八
四
）
に
は
正
一
位
の
神
位
を
授
け
ら
れ
た
。
江
戸
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
縦
）

代
後
期
に
は
皇
子
や
皇
女
の
胞
衣
が
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
門
屋
養
安
や
備

後
国
品
治
郡
な
ど
の
人
々
も
、
産
土
神
に
参
詣
し
て
神
酒
な
ど
を
供
え
て
い
る
。

　
『
古
事
類
苑
』
神
祇
部
十
三
「
産
土
神
」
の
章
に
は
、
「
生
誕
日
詣
産
土
神
」
と
い
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（
皿
）

う
項
が
あ
り
、
『
大
江
俊
光
記
』
か
ら
以
下
の
二
つ
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
元

禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
四
月
二
日
、
俊
光
誕
生
日
、
諸
神
祖
拝
、
朝
飯
後
出
京
、

生
神
下
御
霊
へ
参
、
次
ふ
や
町
へ
参
先
祖
井
亡
父
拝
」
「
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）

四
月
二
日
、
俊
光
誕
生
日
、
諸
神
拝
、
下
御
霊
へ
社
参
」
俊
光
は
信
心
深
か
っ
た

の

か
、
誕
生
日
に
産
土
神
だ
け
で
な
く
諸
神
や
先
祖
の
霊
に
も
参
拝
し
て
い
る
。
だ

が
、
産
土
神
の
解
説
に
、
誕
生
日
に
産
土
神
に
詣
で
る
こ
と
が
例
と
し
て
載
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
詣
で
る
こ
と
が
あ
る
程
度
普
遍
的
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。
生
ま
れ
た
土
地
の
守
り
神
で
あ
る
産
土
神
に
誕
生
日
に
詣
で
る
の
は
自
然
な

　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

こ
と
か
も
し
れ
な
い

　
次

に
、
将
軍
や
一
部
の
公
家
の
間
に
見
ら
れ
る
祈
祷
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
将
軍

家
康
と
秀
忠
が
、
寺
院
に
誕
生
日
の
祈
祷
を
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
第
一
章
で
述
べ
た

が
、
そ
の
後
の
歴
代
将
軍
も
殿
中
で
誕
生
日
祝
い
を
行
う
一
方
、
金
地
院
々
主
に
祈

祷

を
命
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
家
宣
期
の
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
に

金
地

院
元
晃
は
、
「
僧
録
を
命
ぜ
ら
れ
、
御
誕
辰
の
御
祈
祷
を
も
つ
か
ふ
ま
つ
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

し
と
仰
下
さ
」
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
例
が
あ
る
。
ま
た
、
「
は
じ
め
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

で
挙
げ
た
よ
う
に
、
中
世
の
将
軍
は
毎
月
の
誕
生
日
に
祈
祷
を
さ
せ
て
い
る
。
そ
し

て
、
豊
臣
秀
頼
に
つ
い
て
も
、
醍
醐
寺
座
主
の
義
演
が
正
誕
生
日
に
毎
年
祈
祷
を

　
　
　
　
（
瑚
）

行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
誕
生
日
に
祈
祷
を
行
う
と
い
う
習
慣
は
、
有
力
な

武

家
に
と
っ
て
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
団
）

た
、
公
家
で
は
、
一
条
家
が
代
々
東
福
寺
に
毎
年
祈
祷
を
依
頼
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、
誕
生
日
の
行
事
で
登
場
す
る
食
べ
物
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

最
も
頻
度
が
高
い
の
が
餅
、
そ
し
て
酒
で
あ
る
。
将
軍
、
天
皇
、
公
家
か
ら
庶
民
ま

で
、
全
て
の
階
層
で
用
い
ら
れ
た
。
餅
は
、
正
月
や
節
句
、
祝
事
な
ど
の
時
に
摘
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

れ

る
も
の
で
、
酒
も
行
事
に
は
欠
か
せ
な
い
。
誕
生
日
が
、
多
く
の
史
料
に
そ
う
書

か
れ

る
よ
う
に
、
「
祝
儀
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
赤

飯

（小
豆

飯
）
も
、
小
豆
に
魔
除
け
や
厄
除
け
の
力
が
あ
る
と
さ
れ
、
祝
い
事
や
祭

の

際
に
食
べ
ら
れ
た
。
そ
の
赤
飯
は
、
公
家
や
下
級
武
士
、
庶
民
の
誕
生
日
に
食
べ

ら
れ
た
り
、
神
棚
に
供
え
ら
れ
た
り
し
た
。
ま
た
、
天
皇
の
誕
生
日
に
見
え
る
餅
は

小
豆
餅
で
あ
り
、
将
軍
の
誕
生
日
祝
儀
の
餅
に
も
小
豆
が
添
え
ら
れ
た
。

　

こ
の
餅
や
赤
飯
の
食
べ
ら
れ
方
で
あ
る
が
、
単
に
誕
生
日
の
本
人
が
食
べ
て
い
る

だ

け
で
は
な
い
点
に
注
目
し
た
い
。
大
勢
の
幕
臣
な
ど
に
下
賜
し
て
い
た
将
軍
は
も

ち
ろ
ん
、
公
家
も
家
中
に
振
舞
っ
て
お
り
、
庶
民
は
家
族
や
近
所
の
人
々
と
食
し
た
。

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
生
き
た
女
性
の
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
女
性
は
紀
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
㎜
）

藩
の
儒
者
川
合
梅
所
の
妻
で
小
梅
と
い
う
。
小
梅
の
日
記
に
は
、
小
梅
の
長
男
や
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜘
）

た
ち
な
ど
の
数
多
く
の
誕
生
日
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
こ

正
月
四
日
条
に
「
岩
一
郎
（
（
雄
輔
）
小
梅
長
男
）
た
ん
生
日
ゆ
へ
赤
飯
た
き
て
梅

本
の

家
内
に
酒
飯
出
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
赤
飯
を
炊
い
て
親
戚
に
振
舞
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
同
十
三
日
に
は
「
梅
本
千
太
郎
た
ん
生
日
ゆ
へ
、
赤
ま
・
た
べ
に
ご

ひ
と
の
事
。
昼
比
皆
よ
ば
れ
る
」
と
親
戚
側
の
誕
生
日
に
呼
ば
れ
て
赤
飯
を
食
べ
て

い

る
。
嘉
永
六
年
正
月
十
三
日
「
梅
本
よ
り
赤
ま
・
送
ら
る
」
の
よ
う
に
、
赤
飯
が

配

ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
餅
や

赤
飯
を
自
分
だ
け
で
な
く
周
囲
の
人
に
も
食
べ
て
も
ら
う
の
は
、
神
へ
の
供

え
物
を
皆
で
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
人
ま
た
は
人
と
人
と
の
結
合
を
強
め
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
掛
）

う
と
す
る
共
食
の
考
え
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
備
後
国
品
治
郡
風
俗
間
状

答
』
に
は
、
「
餅
摘
、
神
に
備
へ
、
隣
家
親
族
へ
送
り
」
と
、
神
に
供
え
た
餅
を
隣

人
や
親
族

に
贈
っ
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
習
慣
は
、
餅
な
ど
を

食
べ
て
も
ら
う
こ
と
で
幸
福
、
も
し
く
は
災
い
を
な
る
べ
く
多
く
の
人
に
分
担
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泌
）

も
ら
お
う
と
い
う
意
味
を
も
持
つ
。

　

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
結
果
、
近
世
の
人
々
に
と
っ
て
誕
生
日
は
「
め
で
た
い

日
」
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
生
ま
れ
た
日
を
記
念
す
べ
き
特
別
な
日

と
し
て
、
祝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
産
土
神
に
詣
で
、
寺
院
に
祈
祷
を
頼

み
、
餅
な
ど
を
神
棚
に
上
げ
た
り
配
っ
た
り
し
て
い
る
の
は
、
日
頃
の
無
事
を
喜

び
、
今
後
も
息
災
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
と
い
う
思
い
を
込
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
儀
礼
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
す
る
必
要
の
な
か
っ
た
下
級
武
士
や
庶
民
に
と
っ
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て

は
、
死
亡
率
の
高
い
子
供
に
対
し
て
特
に
こ
の
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

今
一
つ
、
近
世
の
人
々
の
誕
生
日
に
つ
い
て
の
意
識
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
の

が
、
「
年
取
り
」
で
あ
る
。
満
年
齢
が
一
般
化
し
て
い
る
現
代
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

誕
生

日
を
迎
え
る
ご
と
に
一
つ
年
を
取
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
近
代
に
は
正
月
を

迎

え
る
際
に
一
斉
に
年
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
誕
生
日
の
習
慣
が
な
か
っ
た

と
す
る
根
拠
と
も
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
誕
生
日
の
習
慣
は
広
く
存
在

し
た
。
近
世
に
も
、
誕
生
日
に
年
を
取
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『柏
崎
日
記
』
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
十
二
月
大
晦
日
条
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
朝
之
内
飾
り
物
致
し
、
夫
よ
り
髪
月
代
也
。
九
ツ
過
用
意
出
来
上
り
、
役
所
小

　
　
使
角
平
も
呼
ひ
、
打
揃
ひ
目
出
度
歳
取
り
申
候
。
お
六
（
勝
之
助
長
女
）
も
お

　
　
と
な
し
く
膳
二
向
ひ
、
御
神
酒
小
盃
二
一
ニ
ツ
斗
給
ヘ
ル
。
真
赤
こ
な
り
候
。
錬

　
　
児
も
定
而
此
節
最
早
年
を
取
て
居
る
だ
ろ
ふ
ト
、
桑
名
咄
し
な
か
ら
、
祝
ひ
申

　
　
候
。
御
向
で
風
呂
ヲ
内
で
立
て
な
さ
る
。
八
ツ
過
こ
わ
き
候
へ
と
も
、
這
入
手

　
　
な
し
。
私
も
御
神
酒
に
酔
ひ
倒
れ
、
少
し
寝
て
起
る
。
七
ツ
前
二
湯
二
入
、
歳

　
　
末
の
礼
に
出
る
。
御
陳
（
マ
マ
）
内
外
廻
ル
。
六
ツ
過
二
相
済
申
候
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
渡
部
勝
之
助
の
家
族
は
大
晦
日
の
昼
過
ぎ
に
年
を
取
っ
て
い
る
。

そ
し
て
桑
名
に
離
れ
て
暮
ら
す
長
男
錬
之
助
も
同
じ
く
年
を
取
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と

話

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
、
正
月
を
迎
え
る
直
前
に
年
を
取
る
と

い

う
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
年
も
明
く
る
年
も
鎌
之
助
の
誕

生

日
は
行
わ
れ
て
お
り
、
一
年
に
二
度
年
を
取
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
1
）

誕
生

日
に
は
年
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
他
の
史
料
に
お
い
て

も
、
誕
生
日
に
年
を
取
る
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
誕
生
日
は
、
年

を
取
る
日
と
は
別
の
日
と
し
て
行
事
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
誕
生
日
は
一
人

一
人

が
持
つ
記
念
日
で
あ
り
、
毎
年
重
ね
て
い
く
と
い
う
よ
り
は
、
繰
り
返
す
も

　
　
　
　
　
　
　
（
幽
）

の

だ

っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

お

わ
り
に

　

以

上
、
様
々
な
階
層
の
誕
生
日
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て

近
代
以
前
の
日
本
に
誕
生
日
の
行
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
冒
頭
に

挙
げ

た
例
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
事
例
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

誕
生

日
の
習
慣
は
、
明
治
以
降
西
洋
文
化
の
輸
入
と
と
も
に
広
ま
っ
た
も
の
で
は
な

い

の

で

あ
る
。
近
世
で
の
時
期
に
よ
る
変
化
を
あ
ま
り
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
研
究
の
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
誕
生
日
の
あ
り
方
を
、
概
観

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
将
軍
の
誕
生

日
に
は
、
殿
中
で
老
中
以
下
に
餅
な
ど
を
下
賜
す
る
行
事
が
行
わ
れ

た
。
祝
儀
に
参
加
で
き
な
い
身
分
の
者
で
も
、
職
務
で
登
城
し
た
場
合
に
は
祝
の
品

を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
、
将
軍
と
、
そ
の
下
で
御
用
を
務
め
て
い
る
者
の

関
係
を
認
識
さ
せ
る
儀
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
将
軍
の
嗣
子
の

誕
生

日
祝
儀
は
西
丸
を
中
心
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
名
の
誕
生
日
に
も

藩
士
が
集
め
ら
れ
、
餅
な
ど
が
下
賜
さ
れ
た
。
祝
の
構
造
は
、
将
軍
と
同
じ
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
近
世
の
公
家
は
、
誕
生
日
の
行
事
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
い
く
つ
か
の
日
記

を
調
べ
た
が
、
ど
れ
も
必
ず
誕
生
日
の
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
公
家
に
と
っ

て

誕
生

日
は
節
句
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
神
仏
の
信
仰
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。

当
主
の
誕
生
日
を
、
当
主
自
ら
が
最
も
盛
大
に
祝
い
、
家
僕
に
も
祝
酒
を
振
舞
う
、

家
の
行
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
下
級
武
士
や
庶
民
の
誕
生
日
は
、
家
族
の
行
事
で
あ
っ
た
。
史
料
上
、
当
主
の
誕

生

日
よ
り
も
子
供
や
孫
の
誕
生
日
の
記
事
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
赤
飯
を
炊
き
、

家
族
や

隣
人
と
小
宴
を
開
い
た
。
幼
児
の
無
事
な
成
長
を
神
に
祈
り
つ
つ
祝
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

　
近
世
の
人
々

の

誕
生

日
の
概
念
は
、
個
人
個
人
の
記
念
日
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
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あ
っ
た
。
そ
の
日
に
一
つ
年
を
取
る
の
で
は
な
い
が
、
毎
年
め
ぐ
っ
て
く
る
度
に
、

個
人
差
は
あ
る
も
の
の
、
意
識
す
る
日
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
個
人

的
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
将
軍
や
天
皇
の
誕
生
日
と
い
え
ど
も
、
殿
中
や
宮
中
を

越
え
た
範
囲
に
ま
で
そ
れ
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
誕
生
日
の
あ
り
方
は
、
幕
末
に
変
化
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
開
港

後
の
長
崎
に
お
い
て
、
将
軍
と
天
皇
の
誕
生
日
は
「
休
日
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
長
崎
奉
行
所
か
ら
各
外
国
官
吏
宛
に
次
の
よ
う
な
文
書

　
　
　
　
（
泌
）

が
出
さ
れ
た
。

　
　
　
休
日
弁
解

　
　
　
　
　
　
　
　
（
閥
）

　
　
　
（
差
出
　
宛
名
略
）

　
　
過

日
集
会
之
節
運
上
所
休
日
之
儀
申
入
候
処
、
其
方
二
而
解
得
ゐ
た
し
兼
候
一

　
　
廉

も
有
之
無
拠
日
柄
二
候
は
・
其
訳
書
面
二
而
承
度
旨
被
申
聞
候
侭
、
則
左
二

　
　
委
細
を
相
記
し
候
通
、
我
国
の
士
民
に
於
て
欠
く
へ
か
ら
さ
る
大
祝
日
を
弁
解

　
　
い
た
さ
れ
度
候
。

　
　
　
正
月
七
日
　
皇
帝
よ
り
庶
民
に
至
る
ま
て
七
種
の
節
会
を
執
行
ふ
大
祝
日

　
　
　
四

月
十
七
日
　
創
業
の
大
君
正
忌
日

　
　
　

五

月
廿
五
日
　
当
大
君
誕
辰

　
　
　
六

月
十
四
日
　
ミ
カ
ド
皇
誕
日

　
　
　
七

月
七
日
　
此
日
ハ
我
国
二
而
五
節
句
と
唱
へ
、
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
九

月
九
日
同
様
之
大
祝
日

　
　
如
此
大
祝
日
二
而
欠
へ
か
ら
さ
る
日
二
候
間
、
此
方
の
需
二
任
せ
ら
れ
度
候
。

　
　
　
正

月
十
六
日
　
七
月
十
三
日
　
十
四
日
　
八
月
朔
日
　
九
月
十
日
　
十
二
月

　
　
　
廿
五

日
　
廿
六
日
　
廿
七
日
　
廿
八
日
　
廿
九
日

　
　
　

但
十
二
月
晦
日
無
之
年
ハ
廿
九
日
を
以
休
日
と
す

　
　

右
之
休
日
ハ
是
ま
た
欠
へ
か
ら
さ
る
日
ニ
ハ
候
得
と
も
、
休
日
多
く
候
て
は
各

　
　

国
商
人
等
迷
惑
之
趣
其
事
情
も
ま
た
無
拠
事
二
候
間
、
此
日
ハ
其
方
之
需
二
応

　
　

し
第
十
一
字
よ
り
二
字
ま
て
運
上
所
を
開
置
へ
し
。

　
右
之
趣
了
承
被
致
回
答
あ
ら
ん
事
を
欲
す
。
謹
言
。

　
　
慶
応
元
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
條
八
太
郎
（
花
押
）

　
　
七

月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
他
二
名
）

五
節
句
、
家
康
の
忌
日
、
将
軍
（
家
茂
）
の
誕
生
日
、
天
皇
の
誕
生
日
を
運
上
所
の

休

日
と
し
、
小
正
月
や
八
朔
の
日
な
ど
は
昼
だ
け
の
営
業
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。
奉
行
所
側
は
、
こ
れ
ら
の
休
日
に
指
定
し
た
日
を
「
我
国
の
士
民
に

於
て

欠
く
へ
か
ら
さ
る
大
祝
日
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
将
軍
の
誕
生
日
を
庶
民
ま

で
が
知
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
幕
府
も
、
庶
民
の
統
一
的
な
祝
祭
を
指
示
し

　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
殿
中
や
宮
中
だ
け
で
の
行
事
だ
っ
た
将

軍
、
天
皇
の
誕
生
日
が
、
こ
の
時
「
休
日
」
と
な
る
と
い
う
大
き
な
転
換
期
を
迎
え

る
の
で
あ
る
。
運
上
所
の
休
日
に
つ
い
て
各
国
と
協
議
す
る
時
、
日
本
古
来
の
行
事

が
あ
る
日
よ
り
も
、
個
人
の
記
念
日
を
休
日
と
し
た
方
が
欧
米
の
文
化
に
合
い
、
理

解
を
得
易
い
と
奉
行
所
が
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
家
康
の
忌

日
と
将
軍
と
天
皇
の
誕
生
日
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
井
上
勝
生
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
新
政
府
は
天
皇
誕
生
日
を
天
長
節
と
し
て
、
国
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
）

統
合
と
、
欧
米
諸
国
と
の
協
調
に
利
用
し
た
と
い
う
。
天
皇
の
誕
生
日
を
「
休
日
」

に

す
る
と
い
う
考
え
方
が
、
国
内
の
庶
民
に
ま
で
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
幕
府
に

し
て
も
新
政
府
に
し
て
も
、
欧
米
列
強
と
関
わ
り
近
代
化
し
て
い
く
と
い
う
中
で
、

こ
の
よ
う
な
政
策
を
取
る
こ
と
は
必
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
幕
府
が
倒
れ
た

た
め
に
、
将
軍
の
誕
生
日
は
「
国
民
の
休
日
」
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
下
級
武
士
か
ら
庶
民
層
の
誕
生
日
は
、
幕
末
、
明
治
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

も
、
そ
の
考
え
方
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
人
々
の
間
で
子
供
の
誕
生
日
を
中

心

に
、
家
族
で
さ
さ
や
か
に
祝
う
こ
と
が
続
け
ら
れ
、
明
治
、
そ
し
て
戦
後
の
欧
米

文
化
の
輸
入
、
満
年
齢
の
法
制
化
を
経
て
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
（
刷
）

い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
で
は
西
洋
的
な
面
の
多
い
誕
生
日
の
行
事
で
あ
る
が
、

生

ま
れ
た
日
を
記
念
す
る
と
い
う
概
念
は
、
近
代
以
前
の
日
本
に
も
存
在
し
た
の
で

あ
る
。
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註（
1
）
　
藤
田
覚
「
寛
政
期
の
朝
廷
と
幕
府
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
五
九
九
　
一
九
八
九
年
）

（
2
）
　
『
世
界
大
百
科
事
典
』
平
凡
社
　
一
九
八
八
年
　
「
誕
生
日
」
の
項
（
小
池
文
貞
）

（
3
）
　
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下
巻
　
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
〇
年
　
「
誕
生
日
」
の
項
（
中
村
彰
）

〔
4
）
　
他
に
『
日
本
社
会
民
俗
辞
典
』
第
二
巻
　
日
本
民
族
（
マ
マ
）
学
協
会
編
　
一
九
五
四
年

　
　
「
誕
生
祝
と
年
取
」
「
初
誕
生
以
外
に
年
々
の
誕
生
日
を
祝
い
、
贈
答
な
ど
を
す
る
風
習
は
、
古

　
　

く
は
日
本
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
長
節
の
設
定
を
は
じ
め
、
明
治
以
後
は
誕
生
祝
も

　
　
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
欧
米
の
風
習
の
移
入
で
あ
り
、
今
日
も
な
お
民
間

　
　
一
般
の
慣
習
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
日
本
人
の
年
齢
の
数
え
方
が
“
か
ぞ
え
”
年
で
あ

　
　

る
こ
と
と
相
関
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
で
は
“
年
取
祝
”
に
よ
っ
て
一
年
の
は
じ
め
に
全

　
　
家
族
が
一
同
そ
ろ
っ
て
、
あ
た
ら
し
く
年
を
重
ね
る
祝
を
す
る
の
が
久
し
い
風
習
と
な
っ
て
い

　
　

る
。
そ
れ
故
、
各
個
人
の
誕
生
日
ご
と
に
祝
を
し
、
あ
た
ら
し
く
年
を
加
え
た
こ
と
を
承
認
し

　
　
あ
う
慣
習
は
生
ず
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
以
来
、

　
　
日
本
で
も
満
年
に
よ
る
数
え
方
が
法
制
化
さ
れ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
は
ま
だ
そ
れ
に
馴
染

　
　
め

ず
、
多
く
の
混
乱
さ
え
も
た
ら
し
て
い
る
。
一
見
不
合
理
と
み
ら
れ
る
数
え
年
の
風
習
も
、

　
　
そ
れ
は
複
雑
に
他
の
事
象
と
関
連
し
合
っ
て
い
る
。
単
に
そ
れ
の
み
を
取
出
し
て
、
他
国
の
制

　
　
度
と
と
り
か
え
て
も
、
そ
れ
は
新
た
な
る
混
乱
を
加
え
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
竹
内
利

　
　
美
）

　
　
『
日
本
を
知
る
事
典
』
社
会
思
想
社
　
一
九
七
一
年
「
初
誕
生
」
「
日
本
人
は
古
く
か
ら
自
分

　
　
の
生
ま
れ
た
月
日
に
毎
年
の
誕
生
祝
い
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
正
月
を
迎
え
る
と
一
様
に
年
齢

　
　
を
一
歳
ほ
ど
加
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
児
が
迎
え
る
初
め
て
の
誕
生
日
だ
け
は
古
く
か

　

　
ら
祝
わ
れ
た
よ
う
で
、
ム
カ
ワ
リ
月
・
ム
カ
イ
ド
キ
な
ど
と
い
っ
て
、
生
児
の
将
来
を
占
い
祝

　
　
福
す
る
幾
つ
か
の
行
事
が
あ
る
（
後
略
）
」
（
中
村
彰
）
な
ど

（
5
）
　
『
日
本
民
俗
学
講
座
2
　
社
会
伝
承
』
朝
倉
書
店
　
一
九
七
六
年
　
P
二
六
六
「
誕
生
と
生

　
　
児
の
社
会
的
承
認
」
「
現
在
の
日
本
の
家
庭
で
は
、
誕
生
日
に
な
る
と
御
馳
走
を
し
た
り
、
プ

　
　
レ
ゼ
ン
ト
を
す
る
風
が
顕
著
で
あ
る
が
、
つ
い
最
近
ま
で
は
こ
の
よ
う
な
風
習
は
な
く
、
初

　

　
誕
生
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
歳
は
正
月
が
く
れ
ば
と
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ

　
　
か
ら
誕
生
祝
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
後
略
）
」
（
河
上
一
雄
）
、
増
田
勝
機
「
誕
生
日
を

　
　
祝
う
習
俗
並
び
に
初
誕
生
の
エ
ラ
ビ
ド
リ
習
俗
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
（
日
本
民
俗
会
）

　
　
一
四
四
　
一
九
八
二
年
）
、
宮
田
登
『
冠
婚
葬
祭
』
岩
波
新
書
　
一
九
九
九
年
　
P
九
「
誕
生

　
　
日
を
毎
年
祝
う
風
習
は
近
代
以
後
、
欧
米
に
な
ら
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
」
な
ど

（6
）
　
和
田
英
松
「
誕
生
日
の
祝
」
（
長
坂
金
雄
編
『
日
本
風
俗
史
講
座
　
四
』
雄
山
閣
　
一
九
二
九
年
）

　
　
と
い
う
研
究
が
あ
り
、
古
代
か
ら
近
代
（
明
治
）
ま
で
の
天
皇
や
将
軍
の
誕
生
日
に
つ
い
て
概

　
　
説
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
後
全
く
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
岩
崎
竹
彦
「
近
世
史
料
に
み
る

　
　
年
々
の
誕
生
祝
い
に
つ
い
て
」
（
『
紀
州
の
歴
史
と
風
土
』
御
坊
出
版
会
　
一
九
九
六
年
）
で
は
、

　
　
民
俗
学
的
見
地
か
ら
、
下
級
武
士
や
庶
民
の
誕
生
日
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
岩
崎
氏
は
、

　
　
公
家
、
武
家
の
誕
生
日
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
い
る
。
「
こ
れ
ま

　
　
で
誕
生

祝
い
は
年
取
り
祝
い
の
延
長
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
ふ
し
が
あ
る
。
そ
の
考
え
で

　
　

は
、
正
月
に
家
族
全
員
が
い
っ
せ
い
に
年
を
重
ね
る
習
慣
を
持
つ
前
代
日
本
社
会
に
お
い
て
、

　
　
個
人
の
誕
生
日
を
祝
う
習
慣
が
派
生
し
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
当
然
の
結
果
と
い
え
よ
う
。
し

　
　
か

し
少
な
い
事
例
で
は
あ
る
が
、
近
世
都
市
に
お
い
て
常
民
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
人
々

　
　
が
年
々
の
誕
生
祝
い
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
見
逃
せ
な
い
」

（
7
）
　
朝
尾
直
弘
「
「
将
軍
権
力
」
の
創
出
」
（
『
歴
史
評
論
』
二
六
六
　
一
九
七
二
年
）

（
8
）
　
朝
尾
『
将
軍
権
力
の
創
出
』
（
1
「
将
軍
権
力
」
の
創
出
　
三
章
　
織
田
信
長
の
神
格
化

　
　
注
七
七
）

（
9
）
　
和
田
前
掲
論
文
、
沼
田
次
郎
「
誕
生
日
を
祝
う
こ
と
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
四
八
　
一
九
八
五

　
　
年
∀

（
1
0
）
　
『
続
日
本
紀
』
（
『
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
五
年
）
宝
亀
十
年
十
月
己
酉
「
是
日

　
　
当
天
長
節
。
伍
宴
群
臣
賜
録
有
差
。
又
　
詔
贈
外
祖
父
従
五
位
上
紀
朝
臣
諸
人
従
一
位
」

（
H
）
　
井
上
勝
生
⊃
八
六
八
年
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
－
近
代
成
立
期
の
国
民
統
合
に
つ
い
て

　
　
ー
」
（
『
史
林
』
七
二
ー
三
　
一
九
八
九
年
）

（
1
2
）
　
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
続
群
書
類
従
　
続
群
書
類
従
完
成
会
　
一
九
九
三
年

（
1
3
）
　
『
武
家
名
目
抄
第
五
（
歳
時
部
）
』
（
『
故
実
叢
書
』
故
実
叢
書
編
集
部
　
一
九
九
三
年
）

（
1
4
）
　
「
大
日
本
史
料
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
　
第
七
編
十
八

　
　
　
『
大
日
本
史
料
』
応
永
廿
六
年
二
月
十
二
日
「
義
持
、
誕
生
日
ノ
祈
祷
ヲ
行
フ
」

　
　
　
『
蕪
軒
日
録
』
（
『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
　
一
九
五
三
年
）

　
　
　
文
明
十
六
年
五
月
二
日
「
晩
大
旦
越
准
三
宮
（
足
利
義
政
）
祈
祷
、
新
鋪
席
四
枚
改
之
」

　
　
　
文
明
十
六
年
六
月
二
日
「
公
方
（
足
利
義
政
）
誕
生
祈
祷
」

　
　
　
文
明
十
六
年
七
月
二
日
「
公
方
誕
生
祈
祷
」

　
　
　
文
明
十
八
年
正
月
二
日
「
大
旦
越
准
三
宮
正
誕
辰
也
」

（
1
5
）
　
朝
尾
直
弘
「
幕
藩
制
と
天
皇
」
（
『
大
系
日
本
国
家
史
』
一
〇
　
岩
波
書
店
　
一
九
七
五
年
）

（
1
6
）
　
朝
尾
前
掲
論
文
「
「
将
軍
権
力
」
の
創
出
」
、
「
幕
藩
制
と
天
皇
」

（
1
7
）
ユ
ル
ン
・
ラ
メ
ル
ス
「
織
田
信
長
の
誕
生
日
に
つ
い
て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
　
一
四
〇

　
　
一
九
九
三
年
）

（
1
8
）
　
『
耶
蘇
会
の
日
本
年
報
』
第
二
輯
（
拓
文
堂
　
一
九
四
四
年
）

（1
9
）
　
『
鹿
苑
日
録
』
（
辻
善
之
助
編
　
太
洋
社
　
一
九
三
五
年
）

（
2
0
）
　
『
本
光
国
師
日
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会
　
一
九
七
〇
年
～
七
一
年

（
2
1
）
　
『
鹿
苑
日
録
』
慶
長
十
一
年
四
月
七
日
条
に
も
「
今
朝
依
口
正
御
誕
生
般
若
也
。
般
若
以
前

　
　
有
粥
。
喫
齋
各
分
散
」
と
あ
る
。
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（
2
2
）
　
『
江
戸
幕
府
日
記
』
（
姫
路
酒
井
家
本
　
藤
井
譲
治
監
修
　
ゆ
ま
に
書
房
　
二
〇
〇
三
年
）

　
　
寛
永
十
四
年
七
月
十
七
日
条

（
2
3
）
　
『
徳
川
実
紀
』
（
『
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
七
六
年
）
寛
永
十
四
年
七
月
十
七
日
条

（
2
4
）
　
高
柳
光
寿
・
岡
山
泰
四
・
斎
木
一
馬
編
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
四
巻
　
続
群
書
類
従
完
成

　

会
一
九
六
四
年
　
P
二
一
七

（
2
5
）
　
『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
十
五
年
七
月
十
七
日
「
一
、
御
宮
右
還
御
有
而
今
日
御
誕
生
日
二

　
　
付
老
中
井
殿
中
砥
候
之
面
々
御
祝
ー
倒
間
　
上
意
之
趣
朽
木
民
部
少
（
植
綱

　
　
小
姓
）
申
渡
之
。
御
右
筆
部
屋
次
之
御
座
鋪
二
て
各
給
之
」

（
部
）
　
『
厳
有
院
殿
御
実
紀
』
万
治
三
年
八
月
三
日
「
御
誕
辰
御
祝
例
の
ご
と
し
」

　
　
　
『
常
憲
院
殿
御
実
紀
』
貞
享
元
年
正
月
九
日
「
御
誕
辰
の
御
祝
例
に
同
じ
」

（
2
7
）
　
『
柳
営
日
次
記
』
享
保
五
年
十
月
廿
一
日
＝
、
御
誕
生
日
二
付
如
例
年
之
御
祝
之
餅
製
斗

　
　
被
下
之
」

　
　
　
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
享
保
十
一
年
十
月
廿
一
日
「
御
誕
辰
な
れ
ば
、
群
臣
に
餅
酒
た
ま
ふ

　
　
こ
と
例
の
如
し
」

　
　
　
『
惇
信
院
殿
御
実
紀
』
寛
延
三
年
十
二
月
廿
一
日
「
御
誕
辰
に
よ
り
餅
酒
賜
ふ
事
例
の
如
し
」

（
2
8
）
　
宝
暦
十
年
に
も
忠
恭
は
干
鯛
を
献
上
し
て
い
る
。

　
　
　
『
柳
営
日
次
記
』
五
月
廿
二
日
＝
、
御
誕
生
日
二
付
為
御
祝
儀
以
使
者
左
之
通
献
上
之

　
　
　
干
鯛
一
箱
　
　
酒
井
雅
楽
頭
（
忠
恭
）

　
　
　
右
於
蘇
鉄
間
阿
部
伊
予
守
（
正
右
奏
者
番
）
家
来
請
取
之
」

（
2
9
）
　
『
続
徳
川
実
紀
』
（
『
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
七
六
年
）

（
3
0
）
　
「
梅
若
実
日
記
』
第
一
巻
　
梅
若
六
郎
監
修
　
八
木
書
店
　
二
〇
〇
二
年

（
3
1
）
　
『
柳
営
日
次
記
』
京
都
大
学
附
属
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
史
料

（
3
2
）
　
『
府
内
藩
記
録
』
京
都
大
学
総
合
博
物
館
　
（
特
き
7
）

　
　
　
　
「
文
久
元
辛
酉
年

　
　
　
　

御
誕
生
日
御
祝
儀
有
之
節

　
　
　
　
当
番
相
勤
候
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
肥
前
守
留

　
　
　
　
　
　
五
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
左
衛
門
尉
」
（
開
扉
不
能
）

「
慶
応

二
丙
寅
年

　
御
誕
生
日
御
祝
儀
有
之

　
中
之
間
御
祝
儀
申
上
候
節
之
留

　
　
五
月
廿
五
日

一
、

松
平
左
衛
門
尉

今

日
御
誕
生
日
御
祝
儀
有
之
候
二
付
、

江
登
城
部
屋
江
罷
出
候
。

例
刻
㈱
○
幟
肝
高
上
下
着
用
出
宅
□
切
二
而
西
丸

一

、
同
役
衆
左
京
殿
肥
前
右
京
右
出
候
。

一

、
御
用
口
済
二
而
加
役
采
女
若
狭
殿
中
務
β
出
候
。

一

、
酒
井
老
衆
登
　
城
之
節
当
番
始
一
同
中
之
間
へ
罷
出
、
揃
後
芙
蓉
之
間
被
罷
出
候

一

、
御
順
略
之
。

一

、
口
口
之
様
子
二
付
御
張
付
を
後
二
当
番
跡
高
順
二
着
座
罷
在
候
。

一

、
無
程
老
衆
奥
右
被
出
、
松
溜
替
席
溜
間
江
御
列
座
。
溜
詰
同
格
御
謁
夫
右
大
廊
下

　

江
御
列
座
。
津
軽
越
中
守
御
謁
相
済
御
立
戻
菊
之
間
へ
御
越
を
見
請
、
当
番
始
一

　

同
中
之
間
へ
相
越
二
側
二
着
座
。
老
衆
雁
之
間
御
□
際
江
御
列
座
。
高
家
詰
衆
御

　

謁
相
済
中
之
間
江
御
列
座
。
其
節
一
同
扇
子
取
出
し
進
ミ
当
番
方

　
　

御
祝
儀
申
上
ま
す

　

右
申
上
出
し
下
り
、
扇
子
差
同
所
御
席
有
之
候
二
付
直
二
羽
目
之
間
通
披
一
同
部

　

屋
江
引
。

］

、
無
程
退
出
、
帰
宅
九
半
時
。

中
之
間
御
祝
儀
申
上
候
図
　
　
」
（
図
3
参
照
）

ぶ㌔4
　△4▼画
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図3　『府内藩記録』

　　（慶応二年五月廿五日

　　〈筆者による転写〉

（
3
3
）
　
『
慶
喜
公
御
実
紀
』
慶
応
三
年
九
月
廿
九
日
二
、
十
月
二
日
。
　
公
方
様
御
誕
生
日
二
付
、

　
　
御
先
格
之
通
、
御
祝
儀
有
之
候
。
尤
　
御
留
守
中
之
儀
二
付
、
御
宅
餅
等
ハ
不
　
下
｛
得
共
、

　
　
御
祝
申
上
候
儀
ハ
、
前
々
之
通
相
心
得
候
様
、
向
々
江
可
被
達
候
」
（
傍
線
筆
者
）

　
　
慶
喜
の
誕
生
日
は
一
般
的
に
は
九
月
廿
九
日
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
慶
喜
公
御
実
紀
』
で
は
、

　
　
十
月
二
日
生
ま
れ
と
な
っ
て
い
る
。
（
慶
喜
公
「
天
保
八
年
丁
酉
十
月
二
日
於
江
戸
小
石
川
水

　
　
戸
邸
御
誕
生
」
）

（3
4
）
　
『
府
内
藩
記
録
』
慶
応
二
年
の
留
↓
註
（
3
2
）

（
3
5
）
　
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
享
保
十
八
年
十
月
廿
五
日
「
御
誕
辰
は
此
月
廿
一
日
と
い
へ
ど
、
証

　
　
明
院
殿
御
事
に
よ
り
の
べ
ら
れ
し
が
、
け
ふ
そ
の
御
祝
あ
り
て
、
群
臣
に
餅
酒
を
下
さ
る
」

（3
6
）
　
『
慎
徳
院
殿
御
実
紀
』

　
　
天
保
九
年
六
月
廿
二
日
（
五
月
十
四
日
　
家
慶
子
死
去
）
「
御
誕
辰
御
祝
ひ
に
よ
り
、
大
老
、
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宿
老
は
じ
め
、
布
衣
以
上
の
と
も
が
ら
、
両
御
所
御
附
属
ま
で
席
々
に
し
て
餅
、
酒
を
下
さ
れ
、

　
　
上
直
の
拝
謁
已
上
の
と
も
が
ら
お
な
じ
く
賜
物
あ
り
。
ま
た
奥
に
し
て
噺
子
あ
り
。
大
老
、
宿

　
　
老
、
少
老
見
る
事
を
ゆ
る
さ
る
」

　
　
天
保
十
一
年
六
月
九
日
（
五
月
八
日
　
家
慶
女
死
去
）
「
御
誕
辰
の
御
祝
ひ
延
て
此
日
に
あ
り
。

　
　
大
老
、
宿
老
は
じ
め
、
高
家
、
詰
衆
、
奏
者
番
、
留
守
居
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
布
衣
以
上
の

　
　
諸
職
人
、
西
城
附
属
の
も
の
ど
も
ま
で
餅
酒
を
下
さ
れ
、
謁
見
以
上
々
直
の
と
も
が
ら
同
じ
く

　
　
下
さ
る
」

（
3
7
）
　
寛
政
二
年
十
月
五
日
、
誕
生
日
当
日
に
同
三
日
に
死
去
し
た
家
斉
の
女
子
の
法
会
が
あ
っ
た

　
　
が
、
こ
の
時
は
後
日
祝
儀
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
3
8
）
　
『
常
憲
院
殿
御
実
紀
』
天
和
元
年
正
月
九
日
「
御
誕
辰
に
よ
て
群
臣
に
餅
酒
を
給
ふ
。
実
は

　
　
昨
日
な
れ
ど
、
御
忌
辰
に
ょ
て
け
ふ
を
用
ひ
ら
る
」

（
3
9
）
　
『
有
章
院
殿
御
実
紀
』
正
徳
五
年
七
月
一
日
「
此
以
後
は
本
月
の
四
日
に
御
誕
辰
の
御
祝
有

　
　
べ
し
と
仰
い
だ
さ
る
」

（
4
0
）
　
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
　
↓
九
八
〇
年
）
「
家
祥
公
（
家
定
こ

（
4
1
∀
　
『
柳
営
日
次
記
』
安
政
六
年
五
月
廿
五
日
「
一
、
御
誕
生
日
二
付
為
御
祝
儀
掃
部
頭
老
中
始
、

　
　
高
家
詰
衆
御
奏
者
番
留
守
居
諸
番
頭
諸
物
頭
布
衣
以
上
之
御
役
人
井
に
　
御
目
見
以
上
当
番

　
　
詰
番
在
合
之
面
々
江
於
席
々
御
祝
之
御
餅
御
酒
被
下
之
」

（
4
2
）
　
『
万
覚
書
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
　
宗
家
史
料
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

（
4
3
）
藤
井
譲
治
『
徳
川
家
光
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
七
年

（
4
4
）
　
二
木
謙
一
「
江
戸
幕
府
正
月
参
賀
儀
礼
の
成
立
」
（
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
近
世
国

　
　
家
の
支
配
構
造
』
雄
山
閣
出
版
　
一
九
八
六
年
）
、
同
「
江
戸
幕
府
嘉
祥
儀
礼
の
成
立
」
（
『
国

　
　
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
』
二
四
輯
　
一
九
九
二
年
）
、
同
「
江
戸
幕
府
将
軍
拝
謁

　
　
儀
礼
と
大
名
の
格
式
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
一
八
　
一
九
九
九
年
）
、
同
「
江
戸
幕
府
将
軍
将
軍

　
　
拝
謁
儀
礼
と
大
名
の
席
次
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
四
八
　
二
〇
〇
二
年
）
、
同
「
徳
川
家
康
と
幕

　

府
儀
礼
の
制
定
」
（
「
大
日
光
』
七
二
　
二
〇
〇
二
年
）

（
4
5
）
　
『
柳
営
日
次
記
』
宝
永
五
年
四
月
廿
五
日
条

（
4
6
）
　
『
柳
営
日
次
記
』
享
保
九
年
十
二
月
廿
一
日
「
若
君
様
御
誕
生
日
二
付
於
二
丸
餅
御
酒
被
下
之
」

（
4
7
）
　
『
柳
営
日
次
記
」
元
文
三
年
五
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
「
公
方
様
（
吉
宗
）
右

　
　
　
　
　
　
　

竹
千
代
様

（家
治
）
江
　
　
　
　
御
使
　
松
平
右
京
大
夫
（
輝
貞
老
中
格
）

　
　
　
　
　
　
　

紗
綾
十
巻

　
　
　
　
　
　
　

二
種
「
荷

大
納
言
様
（
家
重
）
右

竹
千
代
様
江

縮
緬
廿
巻

御
使
　
松
平
能
登
守
（
乗
賢
家
重
付
き
）

二
種
一
荷

公
方
様
右

大
納
言
様
江

御
肴
一
種

御
使
　
渋
谷
和
泉
守
（
良
信
吉
宗
付
き
）

右
者
　
竹
千
代
様
御
誕
生
日
初
而
二
付

御
祝
儀
被
進
候

竹
千
代
様
右

公
方
様
江

二
種
一
荷

右
之
通
御
祝
儀
上
候

御
使
　
松
平
能
登
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
物
五
　
　
　
　
　
　
　
竹
千
代
様
御
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
能
登
守

　
　
　
　
　
　
　

右
之
通
於
奥
被
下
候
」

（
4
8
）
　
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
元
文
三
年
五
月
廿
二
日
「
竹
千
代
君
は
じ
め
て
の
御
誕
辰
に
よ
り
、

　
　
松
平
右
京
大
夫
輝
貞
御
使
し
て
、
　
竹
千
代
君
に
紗
綾
十
巻
、
二
種
一
荷
。
ま
た
　
大
納
言
殿

　
　
に
御
側
渋
谷
和
泉
守
良
信
も
て
、
肴
一
種
を
進
ら
せ
ら
る
。
大
納
言
殿
よ
り
松
平
能
登
守
乗
賢

　
　
御
使
し
て
、
　
竹
千
代
君
に
縮
緬
二
十
巻
、
二
種
一
荷
な
り
。
　
竹
千
代
君
よ
り
お
な
じ
御
使

　
　
も
て
二
種
一
荷
　
両
御
所
に
奉
り
給
ふ
。
御
使
み
な
禄
を
給
ふ
。
酒
井
雅
楽
頭
忠
恭
、
土
岐
丹

　
　
後
守
頼
稔
、
松
平
和
泉
守
乗
祐
な
ら
び
に
西
城
に
つ
か
ふ
ま
つ
る
布
衣
以
上
見
参
ゆ
り
し
人
々
、

　
　
み
な
御
祝
の
餅
を
た
ま
ふ
。
明
年
よ
り
は
　
大
納
言
殿
御
誕
辰
の
ご
と
く
御
祝
あ
る
べ
し
と
仰

　
　
出
さ
る
」

（4
9
）
　
『
凌
明
院
殿
御
実
紀
』

　
　
宝
暦
十
三
年
十
月
廿
五
日
「
若
君
（
家
基
）
は
じ
め
て
の
御
誕
辰
な
れ
ば
と
て
、
布
衣
以
上
出

　
　
仕
し
て
餅
、
酒
を
賜
は
り
、
そ
れ
よ
り
下
の
群
臣
は
、
上
宿
の
者
ば
か
り
賜
は
り
、
見
え
奉
る

　
　
事
を
得
ざ
る
者
に
は
、
酒
を
た
ま
は
る
。
酒
井
雅
楽
頭
忠
恭
、
（
酒
井
）
備
前
守
忠
仰
も
め
し

　
　
て
吸
物
、
酒
、
餅
を
賜
は
る
」

　
　
明
和
元
年
十
月
廿
五
日
「
若
君
御
誕
辰
な
れ
ば
、
出
仕
の
群
臣
に
餅
酒
を
給
ふ
。
西
城
も
当
直

　
　
の
群
臣
に
餅
酒
給
ふ
事
同
じ
」

（
5
0
）
　
『
文
恭
院
殿
御
実
紀
』
寛
政
六
年
五
月
十
六
日
「
若
君
は
じ
め
て
誕
辰
御
祝
に
よ
り
、
高
家
、

　
　
詰
衆
、
奏
者
番
、
本
城
西
城
布
衣
以
上
の
士
、
又
拝
謁
以
上
の
宿
直
の
面
々
、
席
々
に
し
て
餅

　

酒

を
た
ま
ふ
。
加
納
大
和
守
久
慎
（
嫡
子
家
慶
矢
取
役
）
同
じ
く
ま
う
の
ぼ
り
餅
酒
を
下
さ
る
。
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同
じ
事
を
祝
は
せ
給
ひ
て
、
　
御
所
よ
り
若
君
の
御
方
へ
巻
物
二
十
、
二
種
二
千
疋
。
　
若
君
御

　

方
よ
り
御
所
へ
巻
物
二
十
、
三
種
千
疋
。
台
の
上
へ
巻
物
十
。
二
種
千
疋
。
御
使
は
松
平
伊
豆

　

守
信
明
（
老
中
）
。
戸
田
采
女
正
氏
教
（
老
中
）
な
り
。
ま
た
伊
豆
守
信
明
へ
　
若
君
の
御
方

　
　
よ
り
巻
物
。
采
女
正
氏
教
へ
公
よ
り
同
じ
品
下
さ
る
。
こ
れ
御
使
命
ぜ
ら
る
れ
ば
な
り
」

（5
1
）
　
『
文
恭
院
殿
御
実
紀
』

　
　
天
保
二
年
四
月
十
五
日
（
家
定
）
「
大
納
言
殿
御
誕
辰
御
祝
に
よ
り
、
上
直
布
衣
以
上
、
拝
謁

　
　
已
上
の
と
も
が
ら
席
々
に
し
て
餅
酒
を
賜
は
る
」

　
　
天
保
二
年
五
月
十
五
日
（
家
慶
）
「
こ
の
日
西
城
に
し
て
御
誕
辰
の
御
祝
と
し
て
、
上
直
布
衣

　
　
以
上
、
拝
謁
已
上
の
と
も
が
ら
席
々
に
し
て
餅
酒
を
下
さ
る
」

　
　
天
保
二
年
十
月
五
日
（
家
斉
）
「
御
誕
辰
の
御
祝
と
し
て
、
高
家
、
詰
衆
、
奏
者
番
は
じ
め
、

　
　
拝
謁
以
上
の
と
も
が
ら
席
々
に
し
て
餅
酒
を
賜
ふ
」

（
5
2
）
　
『
慎
徳
院
殿
御
実
紀
』
天
保
九
年
四
月
十
五
日
「
右
大
将
様
御
生
誕
に
よ
り
、
宿
老
、
高
家
、

　
　
詰
衆
、
奏
者
番
、
留
守
居
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
布
衣
以
上
の
と
も
が
ら
席
々
に
し
て
御
祝
の

　
　
餅
酒
を
下
さ
る
。
拝
謁
以
上
の
宿
直
、
諸
番
士
お
な
じ
く
餅
酒
を
下
さ
る
」

（
5
3
）
　
『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
正
保
三
年
二
月
廿
九
日
条

（5
4
）
　
『
惇
信
院
殿
御
実
紀
』

　
　
延
享
三
年
十
月
廿
一
日
（
吉
宗
）
「
け
ふ
　
大
御
所
御
誕
辰
な
れ
ば
、
西
城
に
て
上
直
の
諸
臣

　
　
に
餅
酒
を
賜
ふ
」

　
　
延
享
四
年
十
月
廿
一
日
（
吉
宗
）
「
け
ふ
　
大
御
所
の
御
誕
辰
に
よ
り
、
西
城
に
て
群
臣
に
餅

　
　
酒
を
た
ま
ふ
」

　
　
　
『
慎
徳
院
殿
御
実
紀
』

　
　
天
保
九
年
十
月
五
日
（
家
斉
）
「
大
御
所
生
誕
の
御
祝
と
し
て
、
大
老
、
宿
老
は
じ
め
、
上
直

　
　
の
高
家
、
詰
衆
、
奏
者
番
、
留
守
居
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
布
衣
以
上
、
拝
謁
以
上
の
と
も
が

　
　
ら
席
々
に
し
て
餅
、
酒
を
下
さ
る
。
奥
能
あ
り
。
大
老
、
宿
老
、
少
老
、
三
御
所
と
も
に
見
る

　
　
事
を
ゆ
る
さ
る
」

（
5
5
）
　
『
隆
光
僧
正
日
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会
　
一
九
六
九
～
七
〇
年

（
5
6
）
　
『
隆
光
僧
正
日
記
』
元
禄
八
年
正
月
十
三
日
「
桂
昌
院
様
御
誕
生
日
故
、
毎
年
三
之
丸
へ
被

　
　
為
成
、
御
祝
儀
御
振
舞
有
之
也
。
」
こ
の
時
点
で
「
毎
年
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
っ
と
前
か

　
　
ら
桂
昌
院
の
誕
生
日
祝
儀
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
7
）
　
例
え
ば
、
十
月
の
亥
の
日
に
餅
を
下
賜
す
る
玄
猪
の
祝
に
は
、
将
軍
は
出
御
し
て
い
る
。

　
　
　
『
柳
営
日
次
記
』

　
　
寛
文
八
年
十
月
九
日
「
玄
猪
之
次
第
酉
后
刻
白
書
院
　
出
御
御
長
袴
上
段
着
御
。
今
晩
御
祝
餅

　
　
三

方
載
備
　
御
前
、
同
餅
御
右
方
江
置
之
、
諸
大
名
衆
出
座
頂
戴
之
。
　
　
御
刀
大
久
保
出
羽

　
　
守
」
（
傍
線
筆
者
）

（
5
8
）
　
『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
寛
永
廿
年
七
月
十
七
日
条

（
5
9
）
　
『
江
戸
幕
府
日
記
』
正
保
二
年
七
月
十
七
日
三
、
今
日
　
公
方
様
　
御
降
誕
日
於
御
座
之

　
　
間
御
祝
之
餅
醐
籍
識
は
。
献
。
　
御
所
御
酒
亦
上
之
故
殿
中
砥
候
之
面
々
御
祝
之
餅
酒
被
下
之
」

（
6
0
）
　
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
『
幕
府
奏
者
番
と
情
報
管
理
』
名
著
出
版
　
二
〇
〇
三
年

　
　

大
友
一
雄
『
江
戸
幕
府
と
情
報
管
理
』
臨
泉
書
店
　
二
〇
〇
三
年

（
6
1
）
　
表
紙
は
省
略
し
た
が
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
文
政
四
辛
巳
年

　
　

御
誕
生
日
御
祝
儀
有
之
節

　
　

当
番
相
勤
候
留

　
　
　
十
月
五
日
　
　
　
　
　
松
平
丹
波
守
（
光
年
）
備
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
倉
阿
波
守
（
勝
職
）
　
　
」

（
6
2
）
　
「
御
誕
生
日
御
祝
儀
頂
戴
之
図
」
（
「
手
留
並
席
図
」
（
深
井
雅
海
編
『
江
戸
時
代
武
家
行
事
儀

　
　
礼
図

譜
』
六
　
東
洋
書
林
　
二
〇
〇
二
年
）
）
同
書
の
解
題
で
は
、
こ
の
手
留
の
作
成
者
を
文

　
　
化
十
年
か
ら
文
政
十
二
年
ま
で
在
職
し
て
い
た
奏
者
番
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
史

　
　
料
の
配
置
が
玄
猪
祝
儀
の
図
の
次
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
十
月
生
ま
れ
の
家
斉
期
の
も
の
で
あ

　
　
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
6
3
）
　
『
徳
川
実
紀
』
を
編
纂
す
る
際
に
、
「
高
家
、
詰
衆
、
奏
者
番
、
留
守
居
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、

　
　
布
衣
以
上
の
諸
職
人
」
な
ど
の
記
述
が
「
群
臣
」
と
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
例

え
ば
、
『
柳
営
日
次
記
』
安
永
三
年
五
月
廿
一
日
条
に
「
高
家
詰
衆
御
奏
者
番
布
衣
以
上
之

　
　
御
役
人
井
御
番
頭
衆
小
役
人
」
と
あ
る
の
が
、
『
湊
明
院
殿
御
実
紀
』
の
同
日
条
で
は
「
群
臣
」

　
　
と
な
っ
て
い
る
。

（
6
4
）
　
『
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記
』
大
岡
家
文
書
刊
行
会
　
一
九
七
二
年

（
6
5
）
　
『
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記
』
寛
保
二
年
十
月
廿
一
日
条
に
「
去
年
」
と
あ
る
の
で
、
寛
保
元

　
　
年
か
ら
の
変
更
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
＝
、
今
日
両
本
願
寺
重
陽
之
御
内
書
御
渡
候
付
因
幡
守
（
青
山
忠
朝
奏
者
番
）
登
城
有
之
候
、

　
　
且
又
御
誕
生
之
御
祝
儀
も
頂
戴
、
前
々
ハ
大
目
付
伺
之
上
慰
斗
目
着
替
頂
戴
二
候
之
処
、
去
年

　
　
越

中
守
（
牧
野
貞
通
寺
社
奉
行
）
被
出
候
節
、
向
後
御
用
二
而
登
城
候
ハ
・
伺
二
不
及
頂
戴

　
　
可

仕
之
旨
左
近
殿
（
松
平
乗
邑
老
中
）
中
務
殿
（
本
多
忠
良
老
中
）
被
仰
聞
其
通
罷
成
候
、

　
　
当
年
も
去
年
之
通
二
而
因
幡
守
頂
戴
被
致
候
」

（
6
6
）
　
『
鈴
木
修
理
日
記
』
近
世
庶
民
生
活
史
料
未
刊
日
記
集
成
三
～
六
　
三
一
書
房
　
一
九
九
七

　
　
年

（
6
7
）
　
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
元
文
三
年
六
月
二
日
「
西
城
同
朋
頭
石
川
歓
阿
弥
某
職
を
は
が
れ
小

　
　
普
請
に
入
ら
る
。
こ
れ
隷
下
の
太
鼓
役
石
川
玄
碩
と
い
へ
る
も
の
、
此
月
廿
二
日
御
誕
辰
の
御

　
　
祝
ひ

に
た
ま
わ
り
し
酒
に
過
酔
し
、
申
刻
の
城
鼓
を
三
度
ま
で
う
ち
し
に
よ
て
な
り
（
中
略
）

　
　
玄
碩
庫
米
を
収
公
せ
ら
る
」

（
6
8
）
　
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
元
文
三
年
五
月
廿
二
日
↓
註
（
4
8
）

（
6
9
）
　
深
井
雅
海
「
図
解
・
江
戸
城
を
よ
む
」
（
原
書
房
　
一
九
九
七
年
）

（
7
0
）
　
『
凌
明
院
殿
御
実
紀
』
宝
暦
十
一
年
五
月
廿
二
日
条
に
、
「
御
誕
辰
に
よ
り
て
、
出
仕
の
群
臣

256



鵜澤由美［近世における誕生日］

　
　

に
餅
酒
を
賜
ふ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
将
軍
、
嗣
子
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
本
丸
・
西
丸
両
方
に
祝

　
　

儀
が
配
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
時
代
が
下
が
っ
て
『
慎
徳
院
殿
御
実
紀
』
天

　
　
保

十
一
年
六
月
九
日
条
に
、
「
御
誕
辰
の
御
祝
ひ
延
て
此
日
に
あ
り
。
大
老
、
宿
老
は
じ
め
、

　
　

高
家
、
詰
衆
、
奏
者
番
、
留
守
居
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
布
衣
以
上
の
諸
職
人
、
西
城
附
属
の

　
　

も
の
ど
も
ま
で
餅
酒
を
下
さ
れ
、
謁
見
以
上
々
直
の
と
も
が
ら
同
じ
く
下
さ
る
」
と
あ
る
。

（
7
1
）
　
い
わ
ゆ
る
年
祝
と
呼
ば
れ
る
四
十
歳
、
五
十
歳
な
ど
の
祝
は
誕
生
日
と
は
別
の
日
に
行
う
こ

　
　

と
が
多
い
。
例
え
ば
、
十
月
二
十
一
日
生
ま
れ
の
家
重
の
五
十
歳
の
祝
い
は
、
宝
暦
十
年
三

　
　
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
（
『
徳
川
幕
府
家
譜
』
）
綱
吉
も
四
十
歳
の
祝
い
は
貞
享
元
年

　
　

十
一
月
九
日
に
行
っ
て
い
る
が
（
同
）
、
五
十
歳
と
還
暦
の
祝
い
は
例
年
誕
生
日
を
祝
う
日
に

　
　
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
る
。

　
　
『
隆
光
僧
正
日
記
』
元
禄
八
年
正
月
九
日
（
綱
吉
五
十
の
賀
）
「
例
年
も
今
日
御
誕
生
日
之
御
祝

　
　
儀
有
之
、
当
年
者
御
賀
之
御
祝
儀
被
遊
、
愚
袖
ハ
鶴
姫
君
様
（
綱
吉
女
）
方
御
賀
之
御
祈
祷
山

　
　
王

へ
御
湯
被
進
二
付
、
御
代
参
被
仰
付
、
明
六
っ
半
比
罷
越
、
九
っ
時
罷
帰
時
分
、
早
々
罷
上

　
　
候
様
二
出
羽
守
殿
（
柳
沢
保
明
（
吉
保
）
側
用
人
）
右
御
奉
書
到
来
、
依
之
、
途
中
方
直
二
登

　
　
城
、
上
意
二
、
今
日
御
賀
之
御
祝
被
遊
、
出
家
ハ
加
様
之
祝
之
座
ヘ
ハ
不
出
事
之
様
二
世
間
申

　
　
触
、
然
共
、
其
方
儀
ハ
各
別
之
儀
故
、
被
為
召
也
（
後
略
）
」

（
7
2
）
　
『
凌
明
院
殿
御
実
紀
』
宝
暦
十
三
年
十
月
廿
五
日
条

（
7
3
）
　
『
温
恭
院
御
実
紀
』
安
政
元
年
四
月
十
五
日
「
一
、
御
誕
生
日
二
付
、
為
御
祝
儀
老
中
始
、

　
　
高
家
、
詰
衆
、
御
奏
者
番
、
御
留
守
居
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
布
衣
以
上
御
役
人
井
　
御
目
見

　
　
以

上
、
当
番
、
詰
番
、
有
合
之
面
々
江
於
席
々
御
祝
之
御
餅
、
御
酒
被
下
之
」

（
7
4
）
　
小
川
恭
一
編
『
江
戸
幕
藩
大
名
家
事
典
』
下
　
原
書
房
　
一
九
九
二
年

　
　
ま
た
、
「
御
役
中
日
記
」
（
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
」
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
「
幕

　
　
府
奏
者
番
と
情
報
管
理
』
名
著
出
版
　
二
〇
〇
三
年
）
寛
政
十
年
十
月
九
日
、
玄
猪
の
祝
儀
に

　
　
藤
堂
和
泉
守
高
疑
や
有
馬
中
務
大
輔
頼
貴
の
名
が
見
え
る
。

（
7
5
）
　
『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
正
保
三
年
八
月
三
日
「
大
納
言
殿
御
誕
辰
に
よ
り
群
臣
に
餅
酒
を
た

　
　
ま
ふ
。
紀
水
両
卿
、
尾
水
三
世
子
よ
り
肴
一
種
づ
・
。
大
納
言
殿
へ
紀
邸
よ
り
杉
重
一
組
。
延

　
　
命
酒
一
樽
。
水
邸
よ
り
杉
重
一
組
。
肴
一
籠
。
三
世
子
よ
り
肴
一
種
づ
・
奉
ら
る
」

（
7
6
）
　
山
本
博
文
『
江
戸
お
留
守
居
役
の
日
記
』
講
談
社
学
術
文
庫
　
二
〇
〇
三
年
　
P
二
四
七

（
7
7
）
　
藤
井
前
掲
書
『
徳
川
家
光
』

　
　
　
『
徳
川
家
光
公
伝
』
日
光
東
照
宮
社
務
所
編
　
一
九
六
一
年

（
7
8
）
　
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録
』
「
享
保
七
年
十
二
月
廿
六
日
　
　
東
照
宮
御
誕
辰
の
賀
宴
を
開
か

　
　
れ
、
普
第
の
人
々
に
饗
膳
を
た
ま
は
る
。
こ
れ
も
其
は
じ
め
直
清
（
室
鳩
巣
）
に
、
も
ろ
こ
し

　
　
の
故
事
ど
も
御
尋
ね
有
て
、
明
太
祖
の
生
日
を
、
歴
世
の
子
孫
祭
ら
る
・
こ
と
、
会
典
の
中
よ

　
　
り
書
ぬ
き
て
奉
り
け
る
に
、
猶
深
き
盛
慮
を
加
へ
給
ひ
、
終
に
こ
れ
を
行
は
れ
し
な
り
」

（
7
9
）
　
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
享
保
七
年
十
二
月
廿
六
日
条

（8
0
）
　
『
凌
明
院
殿
御
実
紀
』

　
　
天

明
二
年
十
二
月
廿
六
日
「
け
ふ
は
　
東
照
宮
の
御
誕
日
に
て
、
こ
と
し
は
其
甲
子
さ
へ
廻
同

　
　
せ

し
を
も
て
、
明
日
紅
葉
山
　
御
宮
に
告
祭
の
御
使
立
ら
る
べ
し
と
仰
出
さ
る
。
こ
れ
　
有
徳

　
　
院
の
御
と
き
に
も
こ
の
慶
会
あ
り
し
例
に
よ
ら
れ
し
と
そ
聞
え
し
」

　
　

同
廿
七
日
「
紅
葉
山
の
　
御
宮
に
田
沼
主
殿
頭
意
次
（
老
中
）
代
参
し
、
　
大
納
言
殿
よ
り
は

　
　
鳥
居
丹
波
守
忠
意
（
西
丸
老
中
）
代
参
す
。
よ
り
て
溜
詰
拝
謁
し
て
慶
賀
し
奉
り
、
饗
膳
を
た

　
　

ま
ふ
。
宿
老
、
御
側
、
近
習
み
な
饗
膳
た
ま
は
る
。
譜
第
衆
、
雁
の
間
詰
、
奏
者
番
、
菊
間
縁

　
　
詰
、
布
衣
以
上
皆
拝
賀
ず
。
よ
て
三
家
な
ら
び
に
尾
紀
両
世
子
の
も
と
に
久
世
大
和
守
広
明
（
老

　
　
中
）
、
水
野
出
羽
守
忠
友
（
老
中
）
御
使
し
、
酒
肴
つ
か
は
さ
れ
宮
内
卿
（
清
水
）
重
好
卿
（
家

　
　
重
子
）
に
は
御
側
本
郷
伊
勢
守
泰
行
（
小
姓
∀
御
使
し
、
民
部
卿
（
一
橋
）
治
済
卿
（
家
斉
父
）

　
　

に
は
津
田
日
向
守
信
之
（
小
姓
）
程
し
て
、
同
じ
く
酒
肴
つ
か
は
さ
る
。
か
た
ぐ
よ
り
も

　
　
ま
た
も
の
奉
り
祝
し
奉
ら
る
。
日
門
も
献
物
あ
り
」

　
　
　
『
慎
徳
院
殿
御
実
紀
』

　
　
天
保
十
三
年
十
二
月
廿
六
日
「
こ
と
し
支
干
　
神
祖
御
誕
生
日
相
当
に
よ
り
、
紅
葉
山
　
御
宮

　
　

に
　
両
御
所
御
詣
あ
り
。
御
祝
の
猿
楽
命
ぜ
ら
る
。
番
組
は
弓
八
幡
、
田
村
、
草
紙
洗
、
石
橋
、

　
　
融
、
留
之
舞
。
狂
言
麻
布
。
唐
相
撲
な
り
。
御
能
初
め
は
少
老
遠
藤
但
馬
守
（
胤
統
）
つ
と
む
。

　
　
溜
詰
。
普
第
の
大
名
、
お
な
じ
き
嫡
子
、
高
家
、
詰
衆
、
奏
者
番
、
菊
間
縁
頬
詰
、
お
な
じ
き

　
　
嫡
子
、
布
衣
以
上
ま
う
の
ぼ
り
見
る
事
を
ゆ
る
さ
れ
、
席
々
に
し
て
料
理
を
下
さ
る
」

（
8
1
）
　
例
え
ば
、
大
奥
の
女
中
た
ち
は
、
猫
の
誕
生
日
ま
で
祝
っ
て
い
た
。

　
　
永
島
今
四
郎
・
太
田
賛
雄
『
千
代
田
城
大
奥
』
（
原
書
房
　
一
九
七
一
年
）
「
女
子
の
交
際
」

　
　
い
と
は
し
た
な
く
ば
か
ら
し
き
は
猫
児
の
贈
り
取
り
な
り
御
年
寄
中
年
寄
等
の
部
屋
に
て
は

　
　
必

ら
ず
猫
を
飼
ふ
が
例
に
て
そ
の
猫
妊
娠
す
れ
ば
出
産
前
よ
り
予
約
し
て
貰
ひ
受
く
る
者
多

　
　
く
貰
ひ
受
け
ざ
る
を
は
無
礼
げ
に
思
い
て
好
ま
ぬ
な
が
ら
も
予
約
す
る
向
も
あ
り
扱
て
そ
の

　
　
い
よ
い
よ
乳
を
離
れ
た
る
を
待
ち
て
贈
る
と
き
は
鰹
節
飯
器
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ニ
三
枚
鮮
魚
…

　
　
籠
及
び
局
タ
モ
ン
等
へ
銘
仙
縞
一
反
を
添
ふ
贈
ら
れ
た
る
方
に
て
は
頓
て
誕
生
日
と
も
な
れ

　
　
ば
赤
の
飯
を
炊
ぎ
料
理
を
添
へ
て
女
中
を
招
く
招
か
れ
し
方
に
て
は
手
遊
び
も
の
を
取
揃
へ

　
　
土
産
に
持
参
す
る
も
事
々
し
そ
れ
の
み
な
ら
ず
そ
の
猫
児
牝
な
れ
ば
三
月
に
雛
祭
り
雄
な
れ

　
　
ば
五
月
節
句
に
人
形
を
買
ひ
入
れ
派
出
に
そ
の
日
を
祝
ふ
な
ど
馬
鹿
ら
し
き
限
り
と
い
ふ
べ

　
　
き
の
み

　
　
猫
の
「
誕
生
日
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
当
然
人
間
の
誕
生
日
も
祝
う
べ
き
も
の
と

　
　
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
8
2
）
　
『
輝
良
公
記
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

（
8
3
）
　
『
京
都
町
触
集
成
』
第
六
巻
　
京
都
町
触
研
究
会
　
一
九
八
五
年

（8
4
）
　
『
京
都
町
触
集
成
』

（8
5
）
　
『
輝
良
公
記
』

　

安
永
六
年
三
月
廿
二
日
「
益
君
生
日
二
付
　
上
御
霊
社
江
代
参
参
左
門
也
。
　
新
女
院
依
御
慎

　
　
中
祝
延
引
也
」
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同
四
月
廿
二
日
「
益
君
延
引
之
誕
生
日
祝
有
之
凡
如
例
云
々
」

（
8
6
）
　
『
輝
良
公
記
』
天
明
二
年
三
月
廿
二
日
条

（
8
7
）
　
『
時
慶
卿
記
』
内
閣
文
庫
蔵
（
写
真
帳
　
京
都
大
学
古
文
書
室
）

（8
8
）
　
『
時
慶
卿
記
』

　
　
文
禄
二
年
十
一
月
五
日
「
誕
生
日
ノ
祝
赤
キ
食
、
酒
ヲ
今
朝
申
付
候
。
暮
テ
風
呂
へ
入
。
大
膳

　
　
職
召
ツ
レ
候
。
侍
従
モ
同
心
候
。
増
水
（
マ
マ
）
酒
ヲ
振
廻
テ
返
之
」

　
　
慶
長
十
四
年
十
一
月
五
日
＝
、
誕
生
日
ノ
祝
餅
酒
ヲ
家
中
へ
少
納
言
方
ヘ
モ
贈
候
。
又
茶
口

　
　
切
ト
田
楽
ニ
テ
少
納
言
衆
呼
及
夜
半
候
」

（
8
9
）
　
『
泰
重
卿
記
』
史
料
纂
集
　
続
群
書
類
従
完
成
会
　
一
九
九
三
年

　
　
　
『
泰
重
卿
記
』
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
（
写
真
帳
　
京
都
大
学
古
文
書
室
）

（9
0
）
　
『
泰
重
卿
記
』

　
　
元
和
二
年
正
月
八
日
「
晩
ニ
ハ
御
霊
御
社
参
候
、
予
誕
生
日
故
也
」

　
　
元
和
三
年
正
月
八
日
「
予
誕
生
日
、
於
神
前
神
事
、
飯
後
上
御
霊
参
社
、
御
ハ
ツ
ヲ
別
當
二
被

　
　
遣
候
」

　
　
寛
永
三
年
正
月
八
日
「
予
誕
生
日
」

（
9
1
）
　
『
勧
慶
日
記
』
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
（
写
真
帳
　
京
都
大
学
古
文
書
室
）

（
9
2
）
　
『
勧
慶
日
記
』
元
禄
十
三
年
十
二
月
十
八
日
「
今
日
予
誕
生
日
也
。
難
然
依
服
中
不
供
神
供

　
　
祝
着
請
客
一
切
停
止
之
処
、
靱
負
右
御
霊
社
神
参
上
由
（
後
略
）
」
こ
の
時
は
徳
川
光
囲
の
死

　
　
去
に
伴
う
鳴
物
停
止
令
が
出
て
い
た
が
、
経
慶
は
遠
慮
し
つ
つ
も
祝
宴
を
開
い
て
い
る
。

（
9
3
）
　
『
勧
慶
日
記
』
宝
永
四
年
七
月
廿
一
日
「
口
作
如
例
侍
従
。
誕
生
日
御
霊
社
寄
口
。
自
夜
前

　
　
楽
舞
従
予
神
楽
上
也
」

　
　
宝
永
五
年
七
月
廿
一
日
「
侍
従
誕
生
日
祝
儀
」

（
9
4
）
　
『
勧
慶
日
記
』
宝
永
元
年
十
二
月
十
八
日
「
十
八
日
甲
申
晴
　
予
誕
生
日
、
殊
年
日
甲
申
間

　
　
別
而
心
祝
儀
添
気
味
早
天
以
十
兵
衛
令
産
神
御
霊
社
捧
神
楽
従
靱
負
以
彦
左
衛
門
同
道
請
供

　
　
米
祓
送
小
鮒
五
十
如
例
送
。
自
中
納
言
鯛
一
折
送
従
中
将
小
蛤
井
重
肴
送
。
従
中
納
言
口
切
茶

　
　
さ
き
鴨
両
翼
送
。
梅
入
来
赤
い
も
口
た
こ
被
送
（
後
略
）
」

（
9
5
）
　
『
忠
良
公
記
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

（
9
6
）
　
『
忠
良
公
記
』
寛
政
九
年
三
月
廿
一
日
「
維
那
来
余
誕
生
日
祈
祷
也
」

（
9
7
）
　
『
近
衛
忠
熈
日
記
』
京
都
大
学
文
学
部
閲
覧
室

（
9
8
）
　
『
瑛
記
』
安
政
五
年
二
月
十
三
日
条

（
9
9
）
　
『
撲
記
』
安
政
五
年
二
月
廿
八
日
「
今
日
愚
息
誕
生
日
二
付
上
御
霊
社
へ
代
参
小
性
共
御
札

　
　
受
帰
ル
之
事
」

（
o
o
1
）
　
『
撲
記
』
安
政
五
年
二
月
朔
日
条

（
1
0
1
）
　
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
T
a
n
－
o
n
i
c
h
i
（
タ
ン
ヂ
ャ
ウ
ニ
チ
）
　
V
m
a
r
u
r
u
　
f
i
（
生

　
　
ま
る
る
日
）
出
生
の
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
皿
）
　
『
後
水
尾
院
当
時
年
中
行
事
　
下
』
（
水
野
忠
央
『
丹
鶴
叢
書
　
六
　
故
実
』
臨
川
書
店

　
　
一
九
七
六
年
）

（
3
0
1
）
　
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
寛
永
二
年
六
月
四
日
（
後
水
尾
天
皇
正
誕
生
日
）
「
御
た
ん
し
や
う

　
　
日
に
て
、
い
つ
も
の
こ
と
く
五
り
や
う
ゑ
う
き
や
う
の
大
夫
御
な
て
物
も
ち
て
ま
い
ら
る
・
。

　
　
つ
ね
の
御
所
に
て
へ
た
く
の
か
ち
ん
、
御
こ
ふ
あ
わ
に
て
御
さ
か
月
一
こ
ん
ま
い
る
。
女
中
御

　
　
心
き
や
う
御
よ
み
あ
り
。
女
院
の
御
所
へ
御
い
は
ゐ
へ
た
く
の
か
ち
ん
、
御
さ
か
な
、
御
た

　

　
る
ま
い
る
。
ほ
う
し
ゆ
ゐ
ん
殿
へ
も
御
い
は
ゐ
ま
い
る
。
女
中
、
な
い
く
の
御
は
ん
し
ゆ
う

　
　
も
御
い
は
ゐ
あ
り
」

　
　
同
八
月
四
日
「
御
た
ん
し
や
う
日
の
御
心
き
や
う
女
中
御
よ
み
あ
り
」

（
皿
）
　
藤
井
譲
治
氏
翻
刻

（
皿
）
　
『
梅
津
政
景
日
記
』
大
日
本
古
記
録
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
三
～
六
六
年

（
6
0
1
）
　
『
秋
田
藩
年
中
行
事
』
京
都
大
学
文
学
部
閲
覧
室

（
7
0
1
）
　
『
秋
田
藩
年
中
行
事
』
坤

　
　
　
「
　
　
七
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
御
代
二
依
て
違
ふ

　
　
　
　
一
、
御
座
之
間
上
段
　
　
御
着
座
鹸
灌
解
今
日
神
鏡

　
　
　
　
　

之
餅
御
披
有
之

　
　
　
　
　
　

東
家
　
　
　
　
御
家
老

　
　
　
　
　

右
口
　
御
出
座
以
前
二
目
御
敷
居
之
内
東
方
列

　
　
　
　
　

居

　
　
　
　
　
当
番

　
　
　
　
　
　

御
相
手
番

　
　
　
　
　

右
同
断
南
方
列
居

　
　
　
　
　
当
番
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　

大

御
番
頭
　
　
大
小
姓
番
頭

　
　
　
　
　
　

無
役
回
座
詰
番
二
人
　
　
八
木

　
　
　
　
　

右
同
断
二
目
御
敷
居
之
外
南
方
列
居

　
　
　
　
　
　

御
慰
斗
飽
三
方
　
　
　
御
膳
番
献
之

　
　
　
　
　
　

腰
高

　
　
　
　
　
　
　

塩
引
　
神
鏡
之
餅
上
二
少
置
之

　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　

酢
和
　
染
餅
塗
供
饗
　
　
八
木
献
之

　
　
　
　
　
　
　

香
之
物

　
　
　
　
　
　
　

御
盃
塗
三
方

　
　
　
　
　
　
　

御
酒
錫
陶
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　

右
品
々
御
膳
台
江
載
之
菊
地
江
御
料
理
人
手
伝

　
　
　
　
　
　

之

御
小
姓
詰
処
前
江
持
出
之
夫
よ
り
八
木
請
取
口

　
　
　
　
　
　

献
之
御
祝
畢
而
引
之
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、

右
畢
て
東
家
始
詰
番
に
て
列
居
之
面
々
江
木
具
膳
こ
て
御

　
祝
儀
之
餅
子
被
下
之
御
酒
一
通
之
後
引
之

、
右
畢
て
右
餅
子
御
椀
江
盛
之
広
蓋
江
載
之
響
二

　
通
御
小
姓
持
出
二
目
御
敷
居
之
外
上
よ
り
二
畳
目
江
並

　
置
之
口
時
頂
載
（
マ
マ
）
之
面
々
左
之
通

　
　
　
　
諸
奉
行
並
同
格

　
　
　
　
御
留
守
居

　
　
　
　
当
番
御
物
頭
一
人

　
　
　
　
御
目
附
↓
人

　
　
　
　
御
副
役
並
同
格

　
　
　
　
当
番
大
御
番
組
頭
一
人

　
　
　
　
御
学
館
教
授
一
人

　
　
　
　
大
御
番
組
頭
格

右
東
方
御
鍵
斗
立
際
江
最
前
右
左
詰
罷

　
在
口
々
出
席
頂
戴
之

　
　
　
　
御
側
御
用
人

　
　
　
　
御
膳
番

　
　
　
御
刀
番

　
　
　

御
納
戸
役

　
　
　

当
番
大
小
姓
筆
頭
一
人

　
　
　

御
側
医

　
　
　

当
番
御
小
姓
筆
頭
一
人

　
　
　

御
右
筆
々
頭

　
　
　
当
番
大
小
姓

　
　
　
同
御
側
小
姓
嫉
課

　
　
　
同
表
御
小
姓

　
　
　
御
右
筆

　
　
　
御
鷹
役

　
　
　
当
番
御
茶
道
組
頭

　
　
　
同
御
茶
道

　
　
　
奥
付
役

右
面
々
表
方
者
御
右
之
方
御
勝
手
者
御
左

之
方
江
壱
人
宛
出
席

御
目
通
こ
て
被
下
之
其
外
御
台
所
役
支
配
目
付

御
用
局
物
出
御
膳
番
物
出
御
料
理
人
組
頭
御
茶

　
　
　
　
　
　
屋
坊
主

御
料
理
人
御
時
斗
坊
主
迄
罷
出
頂
戴

　
　
　
　
　
　
之
持
退
御
次
二
て
被
下
之

　
　
　
　
↓
、
右
畢
而
陰
之
間
江
被
為
　
　
入

　
　
　
　
一
、
右
之
外
当
番
大
御
番
組
吟
味
役
御
政
勢
所
物
出
大

　
　
　
　
　
　
小
姓
物
書
写
者
御
台
所
よ
り
神
鏡
之
餅
聾
広
蓋

　
　
　
　
　
　
江
載
之

御
厨
屋
御
法
度
書
之
間
二
て
各
頂
戴

　
　
　
　
「
、
当
番
之
御
茶
屋
番
同
御
掃
除
坊
主
迄
於
御
茶
屋
被

　
　
　
　
　
　
下
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（
8
0
1
）
　
『
新
井
白
石
日
記
』
（
大
日
本
古
記
録
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
二
～
五
三
年
）

　
　
　
宝
永
元
年
四
月
廿
五
日
「
今
日
ハ
御
誕
節
之
由
」

（
9
0
1
）
　
『
南
紀
徳
川
史
』
堀
内
信
編
　
清
文
堂
出
版
　
一
九
三
〇
～
三
三
年

（
0
1
1
）
　
『
池
田
光
政
日
記
』
藤
井
駿
他
編
　
山
陽
図
書
出
版
株
式
会
社
　
一
九
六
七
年

（
m
）
　
『
鶉
鵡
籠
中
記
』
（
『
名
古
屋
叢
書
続
編
　
（
九
～
十
二
）
』
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
・
発
行

　
　
一
九
六
五
、
六
、
八
、
九
年
）

（皿
）
　
『
鶉
鵡
籠
中
記
』

　
　
正
徳
三
年
十
一
月
七
日
「
あ
ぐ
り
誕
生
に
付
、
弥
四
家
内
・
文
四
を
呼
、
暮
よ
り
文
四
妻
と
久

　
　
次
来
る
。
亥
前
各
帰
る
」

　
　
享
保
元
年
十
↓
月
七
日
「
快
晴
ア
グ
リ
誕
生
に
付
、
分
四
・
弥
四
家
内
を
呼
。
夕
飯
に
は
玄
端

　
　
を
も
呼
。
か
ぞ
都
。
亥
比
帰
」

（
3
1
1
）
　
柴
田
純
「
江
戸
武
士
の
日
常
生
活
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
　
ニ
○
○
○
年

（
4
1
1
）
　
『
家
乗
』
和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
　
一
九
八
四
年

（
5
1
1
）
　
『
家
乗
』
延
宝
四
年
九
月
廿
七
日
条

（田
）
　
『
家
乗
』
延
宝
七
年
六
月
四
日
「
庄
次
郎
（
生
庵
次
男
）
誕
節
也
。
饗
入
左
衛
門
之
妻
」

（
田
）
　
親
類
の
誕
生
日
の
記
事
も
あ
る
。
『
家
乗
』
延
宝
八
年
正
月
十
四
日
「
家
室
兄
家
有
三
之
介

　
　
誕
節
之
賀
」

（
8
1
1
）
　
『
桑
名
日
記
』
沢
下
春
男
・
沢
下
能
親
校
訂
　
一
九
八
四
年

　
　
　
『
柏
崎
日
記
』
沢
下
春
男
・
沢
下
能
親
校
訂
　
一
九
八
四
年

（9
1
1
）
　
『
桑
名
日
記
』

（
皿
）
　
『
柏
崎
日
記
』
天
保
十
三
年
三
月
十
九
日
「
今
日
ハ
お
ろ
く
の
誕
生
日
ゆ
へ
、
あ
か
の
ま
ん

　
　
ま
に
豆
ふ
汁
が
出
来
申
候
。
両
三
日
中
ニ
ハ
、
御
下
横
目
着
可
有
と
誠
二
た
の
し
ミ
致
し
居
り

　
　
候
」

（1
2
1
）
　
『
柏
崎
日
記
』

（
2
2
1
）
　
『
柏
崎
日
記
』
弘
化
五
年
正
月
十
九
日
「
七
ツ
前
二
小
僧
つ
れ
て
洗
湯
へ
行
。
小
僧
誕
生
日
。

　
　
お
き
く
命
拾
ひ
日
二
付
赤
ま
・
焼
き
叔
母
さ
御
呼
ひ
申
候
。
夜
二
入
御
隣
の
衆
不
残
御
出
。
茶

　
　
ヲ
入
餅
を
や
き
四
ツ
過
二
引
ケ
申
候
」

（3
2
1
）
　
『
柏
崎
日
記
』
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天
保
十
一
年
十
二
月
八
日
「
今
日
ハ
錬
児
の
誕
生
日
也
。
き
の
へ
子
也
。
小
豆
め
し
御
神
（
マ

　
　
マ
）
相
備
申
候
。
夜
ハ
大
豆
い
り
こ
て
、
御
向
の
衆
不
残
御
呼
ひ
申
候
」

　

天

保
十
三
年
十
二
月
八
日
「
夫
よ
り
錬
之
助
誕
生
日
二
付
、
小
豆
め
し
出
来
、
神
さ
ま
へ
上
ル
。

　

御
神
酒
も
上
げ
る
。
お
ゆ
き
の
智
久
治
も
少
々
酒
給
へ
候
二
付
、
相
手
二
成
。
四
五
盃
給
ヘ
ル
。

　

鱈
と
大
根
の
煮
付
豆
ふ
の
汁
ト
塩
引
也
。
大
酔
」

　
　
天
保
十
四
年
十
二
月
八
日
「
今
日
ハ
鎌
之
助
誕
生
日
二
付
、
小
豆
め
し
お
ぼ
ろ
豆
ふ
の
葛
煮
出

　

来
る
。
御
神
酒
け
る
。
御
向
叔
母
さ
と
お
民
品
川
の
お
ろ
く
と
同
年
の
女
子
、
お
八
重
都
合
三

　

人
呼
ぶ
」

　
　
弘
化
元
年
十
二
月
八
日
「
鐙
之
助
誕
生
日
労
小
豆
め
し
焼
キ
、
御
神
酒
上
け
、
酒
の
糟
汁
二
鱈

　
　
の
に
付
二
て
め
し
の
時
酒
出
し
候
。
御
隣
よ
り
運
公
叔
母
さ
お
民
御
相
伴
。
宇
之
助
宗
兵
工
〆

　
　
五
人
の
客
也
」

　
　
弘
化
二
年
十
二
月
八
日
「
鎮
之
助
之
誕
生
日
二
付
、
小
豆
め
し
出
来
神
酒
も
備
ル
」

　
　
弘
化
三
年
十
二
月
八
日
「
錬
之
助
誕
生
日
二
付
小
豆
め
し
豆
婦
い
も
の
汁
出
来
御
神
酒
の
残
り

　
　
給
へ
大
酔
い
た
し
候
」

　
　
弘
化
四
年
十
二
月
八
日
「
昨
日
の
書
残
し
。
一
昨
日
御
祓
御
到
来
井
鎌
之
助
誕
生
日
二
付
赤
飯

　
　
出
来
神
酒
上
ケ
御
祓
相
納
申
候
」

（
4
2
1
）
　
『
門
屋
養
安
日
記
』
近
世
庶
民
生
活
史
料
未
刊
日
記
集
成
一
、
二
　
三
一
書
房
　
一
九
九
七
年

（
5
2
1
）
　
『
門
屋
養
安
日
記
』
安
政
三
年
正
月
八
日
条

（随
）
　
『
門
屋
養
安
日
記
』

　
　
嘉
永
二
年
十
月
十
八
日
＝
、
門
兵
衛
祝
義
、
後
振
舞
も
不
致
候
間
、
十
九
日
は
了
介
（
泰
安
（
養

　
　
安
養
子
）
長
男
）
誕
生
日
二
候
間
、
其
節
、
相
招
可
申
と
存
候
処
、
門
兵
衛
母
精
進
の
由
二
て
、

　
　
今
日
こ
い
た
し
申
候
。
手
廻
斗
祝
事
、
相
之
山
春
松
母
、
参
申
候
」

　
　
嘉
永
四
年
十
月
二
十
四
日
＝
、
兵
太
（
泰
安
次
男
）
誕
生
日
二
付
、
廿
日
二
祝
義
い
た
し
候

　
　
へ
共
、
内
祝
ひ
い
た
し
候
」

　
　
嘉
永
五
年
十
月
二
十
四
日
＝
、
兵
太
誕
生
日
二
付
、
御
膳
上
ケ
、
内
夷
講
祝
ひ
い
た
し
候
。
」

　
　
万
延
元
年
三
月
十
二
日
＝
、
お
高
（
泰
安
次
女
）
誕
生
日
の
祝
義
い
た
し
候
。
使
、
作
左
衛

　
　
門
・
門
兵
衛
・
辰
五
郎
・
惣
八
・
松
蔵
・
春
松
母
参
候
」

　
　
慶
応
四
年
正
月
十
四
日
＝
、
お
国
子
（
泰
安
三
女
）
誕
生
日
、
御
神
酒
相
備
候
」

（
7
2
1
）
真
下
道
子
「
出
産
・
育
児
に
お
け
る
近
世
」
（
『
日
本
女
性
生
活
史
三
近
世
』
東
京
大
学
出
版

　
　
会
　
一
九
九
〇
年
）

（
撚
）
　
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
（
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
九
　
三
一
書
房
　
一
九
六
九
年
）

（
9
2
1
）
　
『
諸
国
風
俗
間
状
』
（
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
九
　
三
一
書
房
　
一
九
六
九
年
）

（
1
）
勧
修
寺
経
慶
は
御
霊
社
を
「
産
神
」
と
記
し
て
い
る
。

　
　
『
勧
慶
日
記
』
宝
永
元
年
十
二
月
十
八
日
「
予
誕
生
日
、
殊
年
日
甲
申
間
別
而
心
祝
儀
添
気
味

　
　
早
天
以
十
兵
衛
令
産
神
御
霊
社
捧
神
楽
従
靱
負
以
彦
左
衛
門
同
道
請
供
米
祓
送
小
鮒
五
十
如

　
　
例
送
。
（
後
略
）
」

（
1
3
1
）
　
『
神
道
大
辞
典
』
平
凡
社
　
一
九
三
九
年

（
2
3
1
）
　
『
古
事
類
苑
』
神
祇
部
十
三
古
事
類
苑
刊
行
会
　
一
九
三
二
年

（
皿
）
　
『
大
舘
常
興
記
』
に
「
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
三
月
三
日
摂
州
門
外
ま
て
来
臨
。
明
後
日

　
　
田
公
方
様
（
足
利
義
晴
）
御
正
誕
生
日
に
て
毎
年
御
う
ふ
す
な
舗
正
御
代
官
を
被
参
候
」
と
あ
る
。

　
　
（
『
武
家
名
目
抄
第
五
（
歳
時
部
）
』
（
『
故
実
叢
書
』
一
九
九
三
年
ご

（
瑚
）
、
（
5
3
1
）
　
『
有
章
院
殿
御
実
紀
』
正
徳
四
年
正
月
十
五
日
「
金
地
院
崇
達
は
僧
録
司
命
ぜ
ら
れ
、

　
　
御
誕
辰
の
御
祈
祷
つ
か
ふ
ま
つ
る
べ
き
旨
仰
付
ら
る
」

　
　
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
享
保
二
年
六
月
十
九
日
「
金
地
院
元
雄
惣
録
を
命
ぜ
ら
れ
、
故
事
の
ま

　
　
ま
に
御
誕
辰
の
祈
祷
、
月
次
の
拝
賀
に
も
参
る
べ
し
と
仰
下
さ
る
」

　
　
「
本
光
国
師
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
崇
伝
は
僧
禄
に
任
じ
ら
れ
た
直
後
に
秀
忠
の
毎
月
の
誕
生
日

　
　
の
祈
祷
に
つ
い
て
、
板
倉
勝
重
と
話
し
合
っ
て
い
る
。
将
軍
の
誕
生
日
の
祈
祷
を
行
う
の
が
、

　
　
僧
禄
の
務
め
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
慶
長
十
七
年
に
は
秀
忠
の
正
誕
生
日
の
祈
祷
を

　
　
行
っ
て
い
る
が
、
毎
月
の
も
の
と
し
て
新
た
に
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
元
和
五
年
九
月
廿
三
日
「
伊
賀
殿
へ
状
遣
ス
。
案
左
二
在
之

　
　
一
書
令
啓
候
。
内
々
得
御
意
候
。
僧
録
に
て
毎
月
之
御
祈
祷
之
事
。
来
月
ハ
神
無
月
に
て
候
間
。

　
　
當
月
方
相
始
申
度
候
。
御
誕
生
日
ハ
七
日
に
て
御
座
候
。
當
月
ハ
先
吉
日
執
行
可
申
と
存
候
。

　
　
如
何
。
御
意
次
第
二
候
。
御
報
二
被
示
下
候
者
可
得
其
意
候
。
御
祈
祷
料
之
義
ハ
何
ま
い
に
て

　
　
も
。
一
年
分
一
度
二
成
共
。
又
ハ
月
切
二
成
共
。
可
被
成
御
渡
候
。
是
又
尊
意
次
第
二
候
。
猶

　
　
松
首
座
可
申
上
候
。
恐
慢
謹
言
。

　
　
　

九
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
金
地
院
－

　
　
　
　
板
伊
州
様
人
々
御
中
　
　
」

　
　
そ
し
て
、
家
光
期
も
毎
月
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
寛
永
九
年
正
月
廿
七
日
「
板
倉
周
防
殿
へ
書
状
遣
ス
。
将
軍
様
御
祈
祷
之
義
申
遣
ス
。
案
在
左

　
　
（
中
略
）

　
　

次
飛
脚
之
便
宜
二
一
書
令
啓
達
候
。
作
廿
六
。
一
昨
廿
五
。
以
書
状
申
入
候
。
定
而
相
達
可

　
　
被
得
其
意
存
候
。
然
者
。
将
軍
様
御
誕
生
。
七
月
十
七
日
二
而
御
座
候
間
。
毎
月
之
御
祈
祷
。

　
　
十
七
日
二
被
仰
付
可
被
下
候
。
則
南
禅
寺
へ
も
其
段
申
遣
候
條
。
此
書
状
被
遣
可
被
下
候
。
猶

　
　

追
々
可
得
御
意
候
。
恐
慎
謹
言
。
以
上

　
　
　
　
　
　
　
国
師

　
　
　

正
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
在
判

　
　
　
　
重
宗
様
（
後
略
）
」

　
　
寛
永
九
年
三
月
廿
八
日
「
（
前
略
）
又
良
長
老
。
久
右
衛
門
一
紙
二
追
而
状
来
ル
。
　
将
軍
様

　
　
御
誕
生
之
御
祈
祷
。
三
月
十
七
日
二
執
行
候
由
申
来
ル
」

　
　

た
だ
、
家
宣
の
頃
も
祈
祷
が
毎
月
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
6
3
1
）
　
『
義
演
准
后
日
記
』
（
史
料
纂
集
　
続
群
書
類
従
完
成
会
　
一
九
八
四
、
八
五
年
）

　
　

慶
長
七
年
八
月
三
日
「
為
秀
頼
卿
御
誕
生
日
御
祈
、
大
般
若
転
読
衆
如
例
」
な
ど
、
慶
長
五
年

260
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か

ら
九
年
ま
で
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

（
皿
）
　
以
心
崇
伝
が
祈
祷
料
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
（
註
（
皿
）
元
和
五
年
九
月
廿
三
日
条
）

　
　

毎
月
、
あ
る
い
は
毎
年
決
ま
っ
た
日
に
行
わ
れ
る
誕
生
日
の
祈
祷
は
、
寺
院
に
と
っ
て
安
定
し

　
　

た
収
入
源
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
8
3
1
）
　
『
輝
良
公
記
』
と
『
勧
慶
日
記
』
の
誕
生
日
に
は
「
螺
貝
餅
」
と
い
う
餅
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

　
　
転
居
の
際
に
用
い
ら
れ
る
餅
で
あ
る
と
い
う
が
、
誕
生
日
祝
儀
と
の
関
係
は
分
か
ら
な
い
。

　
　
　
『
輝
良
公
記
』

　
　
天

明
八
年
九
月
十
七
日
「
上
御
霊
社
江
奉
代
参
。
下
官
依
誕
生
日
云
々
。
嘉
儀
等
如
例
令
行
之

　
　

了
。
干
肴
往
来
如
例
。
宝
林
来
給
飯
了
。
妻
方
遣
ほ
ら
貝
も
ち
一
ふ
た
に
も
の
鱒
焼
物
目
。
彼

　
　
方
も
鰻
二
蛤
に
た
五
参
る
。
自
弘
口
如
例
献
鰻
蛤
一
折
了
。
」

（
9
3
1
）
　
『
小
梅
日
記
』
志
賀
裕
春
・
村
田
静
子
校
訂
　
平
凡
社
　
一
九
七
五
年

（
0
4
1
）
　
『
小
梅
日
記
』
に
は
、
下
級
武
士
の
家
と
し
て
は
珍
し
く
、
当
主
や
そ
の
妻
（
小
梅
）
、
成
人

　
　

し
た
息
子
と
、
大
人
の
誕
生
日
も
祝
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

　
　
嘉
永
六
年
正
月
四
日
「
今
日
雄
輔
（
小
梅
長
男
満
二
十
歳
）
た
ん
生
日
な
れ
と
も
、
赤
飯
た

　
　
く
計
に
て
と
な
り
杯
ま
ね
か
ず
」

　
　
嘉
永
六
年
九
月
廿
三
日
「
今
日
主
人
（
梅
所
）
た
ん
生
ゆ
へ
、
来
年
の
事
は
不
別
、
先
祝
は
ん

　
　
と
、
浅
之
助
に
約
し
、
と
く
学
・
柳
窓
よ
ぶ
約
束
の
よ
し
に
て
、
浅
之
助
よ
り
肴
一
籠
送
ら
る
。

　
　
大
口

ひ
一
、
ゑ
び
二
、
右
料
理
し
て
藤
助
を
よ
び
に
や
り
、
浅
之
助
と
両
人
酒
盛
。
跡
に
て
梅

　
　
本
家
内
よ
ぶ
。
母
君
は
城
ノ
ロ
の
風
呂
へ
入
に
行
。
お
栄
・
塩
路
手
つ
だ
ふ
」

　
　
万
延

二
年
正
月
四
日
「
雄
輔
（
満
二
十
八
歳
）
た
ん
生
。
赤
飯
た
く
。
宿
に
て
祝
ふ
の
み
」

　
　
文
久
四
年
九
月
廿
三
日
「
今
日
主
人
た
ん
生
日
に
付
、
魚
物
求
」

　
　
文
久
四
年
十
一
月
廿
三
日
「
小
梅
た
ん
生
ゆ
へ
赤
飯
祝
ふ
」

（1
4
1
）
　
『
広
辞
苑
』
第
五
版

（
2
4
1
）
　
井
之
口
章
次
「
厄
年
お
よ
び
年
祝
い
」
（
井
之
口
『
日
本
の
俗
信
』
弘
文
堂
　
一
九
七
五
年
）

（
鴎
）
　
『
柏
崎
日
記
』
天
保
十
「
年
十
二
月
八
日
条
↓
註
（
鵬
）

　
　
『
桑
名
日
記
』
天
保
十
二
年
十
二
月
八
日
「
け
ふ
ハ
錬
之
助
た
ん
じ
や
う
日
じ
や
で
あ
か
の
ま

　
　
ん

ま
が
で
き
、
川
う
を
と
ゆ
き
大
こ
ん
あ
ら
め
の
に
つ
け
と
う
ふ
二
ゑ
び
の
に
し
め
な
り
。
セ

　
　
ん

と
う
へ
い
つ
て
き
て
御
み
き
御
と
う
ミ
や
う
を
あ
げ
る
。
た
つ
た
ふ
た
り
で
い
た
れ
バ
、
錬

　
　
ね

ふ

け
が
き
て
、
お
じ
ゐ
さ
ね
せ
て
く
ん
な
へ
と
い
ふ
ゆ
へ
ね
せ
て
や
る
。
あ
す
も
御
蔵
で
、

　
　
い
つ
し
よ
二
よ
ひ
か
ら
ね
ら
れ
ぬ
と
く
わ
ん
ね
ん
し
て
ね
せ
て
く
れ
と
言
也
」

（
4
4
1
）
　
小
川
了
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
誕
生
日
の
習
慣
は
、
西
洋
の
風
習
が
い
つ
か
の
時
点
で
日
本

　
　
人

の

生

活
に
と
り
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
で
は
誕
生
日
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を

　
　
持

た
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
時
間
に
対
す
る
考
え
方
が
西
洋
と
日
本
で

　
　
は
異
な
り
、
西
洋
で
は
時
間
は
直
進
す
る
も
の
で
あ
っ
て
個
々
人
の
一
生
と
い
う
暦
の
基
準
点

　
　
が
誕
生
日
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
時
間
は
循
環
し
、
誕
生
を
も
っ
て
暦
が
始
ま
る
も
の

　
　
の
、
個
人
が
円
環
的
に
進
ん
で
ゆ
く
時
間
軸
上
の
節
目
節
目
を
通
過
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を

　
　

挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
正
月
に
全
員
が
年
を
取
っ
た
た
め
に
誕
生
日
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た

　
　
と
い
う
。
（
「
伝
統
的
子
供
文
化
の
再
生
‖
誕
生
日
」
（
井
上
忠
司
編
『
都
市
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』

　
　

ド
メ
ス
出
版
　
一
九
八
八
年
）
）
し
か
し
、
誕
生
日
を
年
を
取
る
日
で
は
な
く
、
毎
年
循
環
す

　
　

る
節
目
の
一
つ
と
考
え
れ
ば
、
誕
生
日
が
日
本
的
な
考
え
方
か
ら
疎
外
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い

　
　

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
螂
）
　
『
長
崎
幕
末
史
料
大
成
』
二
　
長
崎
文
献
社
　
一
九
七
〇
年

（
随
）
　
省
略
部
分
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
印
）
　
東
條
八
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
印
）
　
中
台
信
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
印
）
　
吉
岡
艮
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

運
上
所
懸
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
印
）
御
勘
定
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
印
）
御
目
付
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
国
岡
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
す
く
わ
ゐ
る
江

　
　
　
奉
行
衆
御
小
印
」

　
　
東
條
八
太
郎
と
以
下
の
二
名
は
長
崎
奉
行
支
配
吟
味
役
で
あ
る
。

（岨
）
、
（
瑚
）
　
井
上
前
掲
論
文
↓
註
（
H
）

（9
4
1
）
　
『
小
梅
日
記
』

　
　
明
治
九
年
正
月
四
日
「
今
日
雄
輔
誕
生
日
故
、
赤
ま
・
た
く
」

　
　
明
治
十
年
正
月
四
日
「
雄
輔
誕
生
日
故
、
小
豆
飯
た
き
、
黒
田
お
八
重
・
楠
え
・
三
喜
、
内
藤

　
　
妻
と
姉
弟
、
野
口
の
お
政
、
梅
本
健
太
郎
、
合
八
人
よ
ぶ
。
午
前
小
梅
か
ひ
物
に
行
。
黒
田
隠

　
　
居
は

腰
痛
に
て
不
来
。
皆
か
へ
り
て
（
以
下
空
白
）
」

　
　
明
治
十
年
正
月
五
日
「
私
か
た
の
姪
誕
生
日
、
赤
ま
・
あ
が
り
に
お
出
被
下
と
言
」

　
　
明
治
十
年
二
月
十
八
日
「
内
藤
の
子
誕
生
ゆ
へ
、
赤
ま
・
に
よ
ば
れ
し
由
（
後
略
）
」

　
　
明
治
十
年
九
月
七
日
「
旧
八
月
朔
日
。
美
清
（
雄
輔
四
女
）
誕
生
日
ゆ
へ
、
赤
ま
・
た
く
」

　
　
明
治
十
三
年
六
月
廿
二
日
「
今
日
秀
菅
（
雄
輔
三
男
∀
誕
生
日
。
赤
ま
・
た
き
、
黒
田
の
両
親

　
　
を
よ
ぶ
」

（
0
5
1
）
　
映
画
監
督
・
黒
澤
明
が
、
戦
時
中
に
作
品
に
対
し
て
行
わ
れ
た
検
閲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

　
　
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
『
「
サ
ン
パ
ギ
タ
の
花
」
の
中
に
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
娘
の
誕
生
日
を
、
同
じ
職
場
の
日
本
人

　
　
が
祝
っ
て
や
る
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
が
、
検
閲
官
は
、
そ
れ
を
米
英
的
だ
、
と
云
っ
て
私
を
詰
問

　
　
し
た
。

　
　
　
私
は
、
誕
生
日
を
祝
う
の
は
、
い
け
な
い
の
で
す
か
、
と
訊
い
て
み
た
。

　
　

検
閲
官
は
、
大
体
、
誕
生
日
を
祝
う
な
ど
と
い
う
行
為
は
米
英
的
な
習
慣
だ
、
今
時
、
そ
ん

　
　
な
場
面
を
書
く
と
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
だ
、
と
云
っ
た
。
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こ
れ
は
、
検
閲
官
の
く
せ
に
、
私
の
誘
導
訊
問
に
ひ
っ
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
検
閲
官
は
、
バ
ー
ス
デ
イ
・
ケ
イ
キ
を
問
題
に
し
て
い
た
の
に
、
つ
い
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
て
、
誕
生
日
祝
い
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
私
は
、
す
か
さ
ず
、
云
っ
て
や
っ
た
。

　
す
る
と
、
天
長
節
を
祝
う
の
も
い
け
な
い
の
で
す
か
。
天
長
節
は
、
天
皇
の
誕
生
日
を
祝
う
、

日
本
の
祝
日
で
す
が
、
あ
れ
も
米
英
的
な
習
慣
で
、
も
っ
て
の
ほ
か
の
行
為
な
の
で
し
ょ
う
か
、

と
。
』

（黒
澤
明
『
蝦
墓
の
油
　
自
伝
の
よ
う
な
も
の
』
（
岩
波
現
代
文
庫
　
二
〇
〇
一
年
）
）

明
治
末
期
か
ら
大
正
生
ま
れ
と
思
し
き
検
閲
官
が
、
誕
生
日
を
祝
う
行
為
は
米
英
的
な
習
慣
だ

と
つ
い
口
に
し
た
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
日
本
で
の
誕
生
日
の
祝
い
方
が
欧
米
化
し
て
き
て
い
た

と
い
う
こ
と
か
、
あ
る
い
は
、
誕
生
日
を
祝
う
こ
と
が
一
般
的
で
は
な
く
、
検
閲
官
自
身
も
子

供
の
こ
ろ
祝
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
近
代
と
現
代
の
狭
間
に
あ
っ

て
、
当
時
の
人
々
の
誕
生
日
に
対
す
る
認
識
を
、
よ
く
表
し
て
い
る
記
録
だ
と
思
う
。

　
　
（
読
売
新
聞
東
京
本
社
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇
〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
）
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Birthdays　in　dle　Edo　PeHod

UZAWA　Yumi

　　　It　has　been　thought　that　there　was　no㎝stom　of　celebrating　birthdays　in　Japan　before　the　modern　ages．　The

Japanese　had　aged　by　one　all　together　at　the　New　Year．　Therefore，　it　has　been　thought　the　custom　of　cerebrating

birthdays　was　imported　from「Western　countries　after　Japan　became　modern．　There　is　little　research　on　the

birthdays．　However，　the　birthdays　of　the　Emperors　and　the　Shoguns（generals）etc．　were　celebrated　in　Japan．　The

festive　events　on　the　birthday　were　held　in　the　Nara　period　old．

　　　To　make　the　actualities　in　the　Edo　period　clear，　I　exarnined　how　people　celebrated　the　birthdays　and　the

meaning　of　birthdays　for　them　in　this　research．

　　　In　the　celebration　of　Shogun’s　birthday，　mochi（rice　cake）and　sake　were　distributed　to　the　followers　who

came　to　Edo　castle．　Celebration　of　Shogun’s　birthday　was　regarded　as　etiquette　to　make　the　master　and　men

relation　nrm．

　　　The　birthday　was　like　a　festival　for　the　Court　nobles．　Nobles　held　their　own　birthday　parties　magnificentlyl

The　feast　was　held㎜ong　the　family　and　friends．

　　　Emperors　even　celebrated　the　s㎜e　day　as　the　birthday　every　month．

　　　The　lower　class　s㎜urai　and　the　common　people　celebrated　their　children’s　and　grandchildren’s　birthdays．

They　dedicated　sekihan（rice　steamed　with　red　bean）to　the　gods　and　had　a　meal　with　the　relatives　and

neighbors．

　　　On　the　birthday，　mochi　and　sake　were　served　and　red　beans　were　eaten　as　the　charm　against　evi1．　The　faith

in　gods　and　Buddha　took　an　important　role　in　the　event　of　the　birthday　People　were　pleased　at　peaceful　days　and

wished　they　will　be　healthy　in　the　future．

　　　People　considered　the　day　when　themselves，　the　family　and　the　friends　were　born　a　special　day　There　was　a

concept　of　celebrating　the　birthday　that　came　round　once　a　year．　It　was　individual　happy　anniversary　in　the　Edo

period．　There　was　a　custom　of　doing　some　festive　events　on　dlis　day　in　all　hierarchies．
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